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１ 計画の趣旨 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以下「障害者総合支援法」

という。）では、障害福祉サービス等の提供の確保を図るため、数値目標やサービスの見込量な

どを定める障害福祉計画を市町村が策定することとされており、松本市では平成１８年度から

令和５年度まで３年ごとに策定し計画の推進に努めてまいりました。 

障害者総合支援法の一部改正により、平成３０年４月から障害児福祉計画の策定が加わり、

また、児童福祉法の一部改正では、障害児通所支援等の確保に関する計画の策定が義務づけら

れ，地域での生活の継続を進めていくための環境整備が求められています。 

このたび、「第６期障害福祉計画」及び「第２期障害児計画」の計画期間（令和３年度～令和５

年度）の終了に伴い、国・県の動向やこれまでの計画の実績、サービス利用の状況等を踏まえ、

障がい児・障がい者施策の充実に向け、「第７期障がい福祉計画」及び「第３期障がい児福祉計

画」（令和６年度～令和８年度）を策定するものです。 

    

２ 計画の性格 

この計画は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、国の「障害福祉サービス等及び障

害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（以下「基本指針」という。）に沿

って、各種障害福祉サービス・相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の必要

な見込量やその見込量の確保のための方策に関する実施計画を定めるものです。 

 

【主に定める事項】 

○ 各年度における障害福祉サービス及び障害児通所支援の種類ごとの必要量の見込み 

○ 障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 

○ 障害児通所支援・障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 

○ 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関すること 

 

 

 

 

  

     

障害福祉サービス 

障害児福祉サービス 
・年度別 必要見込量 

・見込量確保のための方策 

地域生活支援事業 
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３ 計画期間 

「第７期障がい福祉計画」及び「第３期障がい児福祉計画」の計画期間は、国の基本方針に従

って、令和６年度から令和８年度までの３年間とします。 

 

 

４ 障がい者の状況 
（１） 松本市の人口推移 

                                （各年３月３１日現在） 

  H31 R２ R3 R4 R５ 

松本市の人口 

人 

238,647 237,840 237,484 236,345 235,720 

 

 

年少人口（0歳～14歳） 31,418 30,879 ３０,３７９ 29,732 29,086 

生産年齢人口（15 歳～

64歳） 

１４０,８９８ 140,216 140,021 139,380 139,619 

老年人口（65歳以上） 66,331 66,745 67,084 67,233 67,015 

  ※ 住民基本台帳の登録人口による 

 

（２） 障がい別障がい者数推移 

  障がい別、手帳所持者数及び精神障がい者自立支援医療利用者数の推移 （各年３月３１日現在） 

  H31 R2 R３ R4 R５ 

身体障害者手帳① 
人 10,260 9,760 9,704 9,603 9,498 

人口比（％） 4.30 4.10 4.09 4.06 4.03 

療育手帳② 
人 2,101 2,024 2,112 2,191 2,256 

人口比（％） 0.88 0.85 0.89 0.93 0.96 

精神保健福祉手帳③ 
人 2,612 2,802 2,915 3,149 3,373 

人口比（％） 1.09 1.18 1.23 1.33 1.43 

自立支援医療（旧精神障害

者通院医療費公費負担） 

人 4,501 4,664 4,978 5,060 5,235 

人口比（％） 1.89 1.96 2.10 2.14 2.22 

障害手帳全体①＋②＋③ 
人 14,973 14,586 14,731 14,943 15,127 

人口比（％） 6.27 6.13 6.20 6.32 6.42 

※ 自立支援医療は精神保健福祉手帳を持っていない方も利用している。 
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ア  身体障害者手帳数の減少は人口減に比例しているものと考えられます。 

イ  療育手帳者数は毎年平均４３．８人ずつ増加しており微増の傾向がみられます。 

ウ  精神保健福祉手帳者数は毎年平均２１３．６人ずつ増加しており、大幅な増加の傾向がみられます。 

障がい者数の状況から障害福祉サービスの見込量については、事業により増・減・現状維持等の判

断が難しい状況となってきています 
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５ 計画の位置づけ 

本市の障がい児・障がい者の福祉を目的とした計画には、障害者計画、障害福祉計画、障害

児福祉計画があります。以下その計画の位置づけについて説明します。 

 （１） 計画の法的根拠 

   ア 障害者計画 

障害者基本法第１１条第３項に基づく市町村福祉計画で、市の障がい者施策を総合的かつ計画

的に推進するための理念や方針、施策や事業を定める基本計画です。 

   イ 障害福祉計画 

障害者総合支援法第８８条第１項に基づく市町村障害福祉計画で、計画期間各年度の障害福祉

サービスや地域生活支援事業の見込量や提供体制を定める実施計画です。        

当計画はこれに該当します。 

   ウ 障害児福祉計画 

児童福祉法第３３条の２０第１項に基づく市町村障害児福祉計画で、計画期間各年度の障害児

通所支援及び障害児相談支援事業の見込量や提供体制を定める実施計画です。 

     当計画はこれに該当します。 

 （２）計画の位置づけ 

「第７期松本市障がい福祉計画」及び「第３期松本市障がい児福祉計画」は松本市総合計画、

地域福祉計画等、本市における保健・福祉に関連する他の計画と整合を保ちながら策定しま

す。 

【 「障害福祉計画・障害児福祉計画」と「障害者計画」の関係 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者計画（基本計画） 

○計画期間：中長期（松本市は５年） 

 ※現行の第４次計画は令和４年度から令和８年度までを計画期間として策定 

障害福祉計画（実施計画） 

○計画期間：３年を１期とする 

※第７期計画は、令和６年度から令和８年度までを計画期間として策定 

障害児福祉計画（実施計画） 

○計画期間：３年を１期とする 

※第３期計画は、令和６年度から令和８年度までを計画期間として策定 
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※  第４次松本市障がい者計画は、令和４年度から令和８年度までの５年間の計画期間となっており、

第７期障がい福祉計画及び第３期障がい児福祉計画は、令和６年度から令和８年度の３年間が計画

期間となります。 

したがいまして、両計画ともに令和８年度をもって計画期間が終了となりますので、第５次の松本

市障がい者計画からは、３年ごとに策定する障害福祉計画及び障害児福祉計画の終了年度を中間

評価年とした６年間を計画期間とすることを予定しています。 

 

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 11年度 １２年度 13年度 １４年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６期松本市障

害福祉計画 

第２期松本市障

害児福祉計画 

第４次松本市障がい者計画 第５次松本市障がい者計画 

 

第７期松本市障

がい福祉計画 

第３期松本市障

がい児福祉計画 

第８期松本市障

がい福祉計画 

第４期松本市障

がい児福祉計画 

第９期松本市障が

い福祉計画 

第５期松本市障が

い児福祉計画 
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６ 国が示した障害福祉サービス等及び障害児通所支

援等の提供体制の確保に関する基本的事項 

（１） 国の指針による基本的理念 

当計画は国の基本指針で掲げられている次の点に配慮し策定しました。 

ア 障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

イ 市町村を基本とした身近な実施主体と障がい種別によらない一元的な障害福祉サービスの実

施等 

ウ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービ

ス提供体制の整備 

エ 地域共生社会の実現に向けた取組 

オ 障がい児の健やかな育成のための発達支援 

カ 障がい福祉人材の確保・定着 

キ 障がい者の社会参加を支える取組定着 

 

（２）障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 

ア 必要とされる訪問系サービスの保障 

イ 希望する障がい者等への日中活動系サービスの保障 

ウ グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実 

エ 福祉施設から一般就労への移行等の推進 

オ 強度行動障がいや高次脳機能障害を有する障がい者等に対する支援体制の充実 

カ 依存症対策の推進 

 

（３）相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 

ア 相談支援体制の充実・強化 

イ 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保 

ウ 発達障がい者等に対する支援 

   (ｱ) 発達障がい者等への相談支援体制等の充実 

(ｲ) 発達障がい者等及び家族等への支援体制の確保 

エ 協議会の活性化  

 

（４）障がい児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方   

ア 地域支援体制の構築 

イ 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援   
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ウ 地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進   

エ 特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備 

 (ｱ) 重症心身障がい児及び医療的ケア児に対する支援体制の充実 

 (ｲ) 強度行動障がいや高次脳機能障害を有する障がい児に対する支援体制の充実 

 (ｳ) 虐待を受けた障がい児に対する支援体制の整備 

オ 障がい児相談支援の提供体制の確保   
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訓練等給付 
■自立訓練 日中活動系 
■就労移行支援 日中活動系 
■就労継続支援 日中活動系 

■共同生活援助 居住系 
 （グループホーム） 

■就労定着支援 日中活動系 
■自立生活援助 居住系 
■就労選択支援 日中活動系 

自立支援医療 
■更生医療 

■育成医療 
■精神通院公費負担 

補装具 

自立支援給付 

障
が
い
児
・者 

地域生活支援事業 

必須事業 

■相談支援事業 

■意思疎通支援事業（手話通訳派遣等） 

■日常生活用具給付等事業 

■移動支援事業（ガイドヘルプ） 

■地域活動支援センター 
（創作的活動、生活活動の機会提供、社会との交流促進等） 
■成年後見制度利用支援事業 

任意事業 

■福祉ホームの運営 

■訪問入浴サービス事業 

■居住サポート 

■その他の日常生活または社会生活の支援 

★専門性の高い相談支援 ★広域的な対応が必要な事業 ★人材育成 等 

都 道 府 県 

介護給付 
■居宅介護（ホームヘルプ）訪問系 
■重度訪問介護 訪問系 
■行動援護 訪問系 
■重度障害者等包括支援 訪問系 
■同行援護 訪問系 
■短期入所（ショートステイ）日中活動系 
■療養介護 日中活動系 
■生活介護 日中活動系 

■施設入所支援 居住系 

市 町 村 

支援 

７ 障がい者を対象としたサービス 

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者は、障害者総合支援法に基づき、障がい種別に

かかわらず障がい者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスを利用します。 

サービス体系は、国や都道府県の義務的経費がともなう個別給付としての「自立支援給付」と、

地域での生活を支えるために、国や都道府県の財政援助のもと地域の実情に応じて実施され

る「地域生活支援事業」に分かれています。 

 

【自立支援システムの全体像】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※訪問系：訪問系サービス、日中活動系：日中活動系サービス、居住系：居住系サービス 

※訓練等給付中の「就労選択支援」は、令和７年１０月から制度開始予定のサービスです。 

 

相談支援    ■計画相談支援 

■地域移行支援  ■地域定着支援 

■地域定着支援 
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（１）自立支援給付 
 

自立支援給付は、①介護給付、②訓練等給付、③自立支援医療、④補装具の４つに大きく分か

れます。 

低所得（市町村民税非課税）の障がい者については、福祉サービス及び補装具に係る利用者

負担は無料化されています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域生活支援事業 

「地域生活支援事業」は、障害者総合支援法第７７条において市町村が実施主体となる事業で、

地域での生活を支えるさまざまな事業を地域の実情に応じて都道府県と連携しながら実施し

ます。 

「理解促進研修・啓発事業」「相談支援事業」「成年後見制度利用支援事業」「意思疎通支援事

業」「日常生活用具給付等事業」「移動支援事業」「地域活動支援センター事業」等の必須事業と、

地域の実情に応じて行う任意事業に分かれています。

介護給付と訓練等給付 

 障がい程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を給付する「介護

給付」と、身体的または社会的リハビリテーションや就労につながる支援を行う「訓

練等給付」サービスの２種類の体系に分かれています。 

○「介護給付」 居宅介護（ホームヘルプ）、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包

括支援、同行援護、短期入所（ショートステイ）、療養介護、生活介護、施設入所支援 

○「訓練等給付」 自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助（グループ

ホーム）、就労定着支援、自立生活援助、就労選択支援（令和７年１０月から制度開

始予定） 

自立支援医療の支給 

 心身の障がいを除去・軽減するための医療は、自己負担額を軽減する公費負担医療制度

で、更生医療、育成医療、精神通院医療公費負担に分かれています。 

補装具の支給 

 身体機能を補うため必要な補装具の購入又は修理に要する費用に対して、補装具費を

支給します。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%9C%E8%A3%85%E5%85%B7
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（３）障害福祉サービスの体系 

自 

立 

支 

援 

給 

付 

相談支援 

計画相談支援 

地域移行支援 

地域定着支援 

介護給付 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

同行援護 

重度障害者等包括支援 

短期入所 

療養介護 

生活介護 

施設入所支援 

訓練等給付 

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

就労移行支援 

就労継続支援（A型・B型） 

共同生活援助 

就労定着支援 

自立生活援助 

就労選択支援（令和７年１０月から制度開始予定） 

自立支援医療 

更生医療 

育成医療 

精神通院医療 

補装具  

地 

域 

生 

活 

支 

援 

事 

業 

必須事業 

理解促進研修・啓発事業 

相談支援事業 

成年後見制度利用支援事業 

地域活動支援センター 

日常生活用具の給付等 

任意事業 日中一時支援事業 等 
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８ 障がい児を対象としたサービス 

児童福祉法の一部改正により、障がい種別で分かれていた障害児施設について、通所による支

援を「障害児通所支援（児童発達支等）」、入所による支援を「障害児入所支援（障害児入所施設）」

として、それぞれ一元化されました。 

また、通所サービスの支給決定を身近な市町村に変更したことで、障害者総合支援法の居宅サ

ービスと通所サービスの一体的な提供が可能となりました。 

 

    市 町 村                    都 道 府 県  

 

障害児通所支援 

■児童発達支援                      障害児入所支援 

■医療型児童発達支援                  ■福祉型障害児入所施設 

■放課後等デイサービス                 ■医療型障害児入所施設 

■保育所等訪問支援 

■居宅訪問型児童発達支援 

 

 

障害児相談支援 
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９ 障害福祉サービス等の利用状況 

第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画におけるサービスの見込量と実績は、次のと

おりです。 

令和５年度の実績値については、令和６年度に松本市社会福祉審議会の障害者福祉専門分

科会において到達状況を評価し公表します。なお、この評価に基づき本計画を見直す場合もあ

ります。 

この利用状況は評価終了後、毎年更新します。 

 （１）訪問系サービスの見込みと利用実績の比較 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

①居宅介護 

 （時間／月） 

サービス内容はＰ26 

見込 7,0６5 7,065 7,065 

実績 6,201 6,890 ― 

到達状況（実績／見込） 87.8％ 97.5％ ― 

②重度訪問介護 

（時間／月） 

サービス内容はＰ26 

見込 ４４３ 443 443 

実績 1,419 1,460 ― 

到達状況（実績／見込） 320.3％ 329.6％ ― 

③同行援護 

（時間／月） 

サービス内容はＰ26 

見込 ４９８ ４９８ ４９８ 

実績 503 613 ― 

到達状況（実績／見込） 101.0％ 123.0％ ― 

④行動援護 

（時間／月） 

サービス内容はＰ2６ 

見込 1,232 1,318 1,410 

実績 ９０９ 1,178 ― 

到達状況（実績／見込） 73.8％ 89.4％ ― 

⑤重度障害者包括支

援（時間／月） 

サービス内容はＰ26 

見込 2,920 2,920 2,920 

実績 2,880 2,160 ― 

到達状況（実績／見込） 98.6％ 74.0％ ― 

時間＝月間利用時間 

   ※① 居宅介護の利用者数は令和２年度３９４人/月から令和４年度４６７人/月と増加傾向にあり

ます。 

   ※② 重度訪問介護は、長時間の利用者が増加したことにより、実績が見込を大幅に超過してい

ます。 

   ※④ 行動援護の利用者は令和２年度６２人/月から令和４年度７９人/月と増え、利用時間も増加

しています。 

 

 

 

 

 



 

13 
 

  （２）日中活動系サービスの見込みと利用実績の比較 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

①生活介護 

 （日分／月） 

サービス内容はＰ27 

見込 9,488 9,677 9,870 

実績 8,657 8,568 ― 

到達状況（実績／見込） 91.2％ 88.5％ ― 

②自立訓練（機能訓

練）（日分／月） 

サービス内容はＰ27 

見込 29 29 29 

実績 １１ 77 ― 

到達状況（実績／見込） 75.9％ 265.5％ ― 

③自立訓練（生活訓

練）（日分／月） 

サービス内容はＰ２７ 

見込 145 145 １４５ 

実績 １６４ ４７９ ― 

到達状況（実績／見込） 113.1% 330.3% ― 

④就労移行支援 

（日分／月） 

サービス内容はＰ2８ 

見込 1,265 1,347 1,430 

実績 1,401 1,357 ― 

到達状況（実績／見込） 110.8％ 100.7％ ― 

⑤就労継続支援（Ａ

型）（日分／月） 

サービス内容はＰ2８ 

見込 1,627 1,702 1,777 

実績 1,667 2,364 ― 

到達状況（実績／見込） 102.5％ 138.9％ ― 

⑥就労継続支援（Ｂ

型）（日分／月） 

サービス内容はＰ2８ 

見込 10,042 10,170 10,300 

実績 9,585 9,679 ― 

到達状況（実績／見込） 95.4％ 95.2% ― 

⑦就労定着支援 

（日分／月） 

サービス内容はＰ2８ 

見込 16 16 16 

実績 15 20 ― 

到達状況（実績／見込） 93．8％ 125.0％ ― 

⑧療養介護 

（日分／月） 

サービス内容はＰ2８ 

見込 49 ４９ 49 

実績 52 ５１ ― 

到達状況（実績／見込） １０６.１％ １０４.１％ ― 

⑨短期入所（福祉型） 

（日分／月） 

サービス内容はＰ2８ 

見込 ３９２ ４０１ ４０９ 

実績 ３８３ ３９８ ― 

到達状況（実績／見込） ９７.７％ ９９.３％ ― 

⑨短期入所（医療型） 

（日分／月） 

サービス内容はＰ2８ 

見込 １６９ １７０ １７４ 

実績 １２２ １０６ ― 

到達状況（実績／見込） 72.2％ 62.4％ ― 

   日分＝月間延利用人数 

※⑤ 就労継続支援（Ａ型）の利用人数が大きく増加している要因は令和２年度に６か所だった事業所数

が令和４年度に１２か所に増えたことや精神障がい者の利用者が増加しているためと考えられます。 
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（３）居住系サービスの見込みと利用実績の比較 

 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

①自立生活援助 

 （人／月） 

サービス内容はＰ３０ 

見込 ６ ８ １０ 

実績 ５ ４ ― 

到達状況（実績／見込） 83.3％ 50.0％ ― 

②共同生活援助 

（人／月） 

サービス内容はＰ３０ 

見込 260 279 ２９８ 

実績 2５９ ２８２ ― 

到達状況（実績／見込） 99.6％ 101.1％ ― 

③施設入所支援 

（人／月） 

サービス内容はＰ３０ 

見込 232 231 ２３０ 

実績 220 ２１９ ― 

到達状況（実績／見込） 94.8％ 94.8％ ― 

   人＝月間実利用人数 

※① 自立生活援助事業は平成３０年度に始まった事業で、事業所数も少ないため実績が少ないと考え

られます。 

※③ 施設入所支援の利用者数について、第６期障害者福祉計画では施設入所者を地域へ移行し利用者

数が減る見込みとしました。 

 

（４）相談支援の見込みと利用実績の比較 

 単位 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

①計画相談支援 

サービス内容はＰ31 

見込 ４８６ ４９４ ５０３ 

実績 ４７３ 562 ― 

到達状況（実績／見込） 97.3％ 113.8％ ― 

②地域移行支援 

サービス内容はＰ３１ 

見込 ５ ５ ５ 

実績 １ ０ ― 

到達状況（実績／見込） 20.0％ 0.0％ ― 

③地域定着支援 

サービス内容はＰ３１ 

見込 ５ ５ ５ 

実績 ５ ６ ― 

到達状況（実績／見込） 100.0％ 120.0％ ― 

  人＝月間実利用人数 
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（５）障がい児支援の見込みと利用実績の比較 

 単位 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

①児童発達支援 

 （人／月） 

サービス内容はＰ30 

見込 117 125 133 

実績 120 149 ― 

到達状況（実績／見込） 102.5％ 119.2％ ― 

②放課後等デイサー

ビス（人／月） 

サービス内容はＰ30 

見込 316 335 356 

実績 422 477 ― 

到達状況（実績／見込） 133.5％ 142.3％ ― 

③保育所等訪問支援 

（人／月） 

サービス内容はＰ30 

見込 2 3 3 

実績 0 1 ― 

到達状況（実績／見込） 0％ 0％ ― 

④居宅訪問型児童発

達支援（人／月） 

サービス内容はＰ30 

見込 2 3 4 

実績 0 1 ― 

到達状況（実績／見込） 0％ 0％ ― 

⑤障害児相談支援 

（人／月） 

サービス内容はＰ30 

見込 45 46 48 

実績 55 203 ― 

到達状況（実績／見込） 122.2％ 441.3％ ― 

⑥医療的ケア児に対

する関連分野の支援

を調整するコーディ

ネーター 

(圏域配置人数) 

サービス内容はＰ30 

見込 0 0 1 

実績 0 0 ― 

到達状況（実績／見込） 0％ 0％ ― 

人＝月間実利用人数 

 

 単位 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

⑦福祉型児童入所支

援（人／月） 

サービス内容はＰ30 

見込 5 5 5 

実績 4 4 ― 

到達状況（実績／見込） 0％ 0％ ― 

⑧医療型児童入所支

援（人／月） 

サービス内容はＰ30 

見込 14 16 16 

実績 20 21 ― 

到達状況（実績／見込） 142.8％ 131.2％ ― 

人＝月間実利用人数 
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（６）サービス事業所数の見込みと利用実績の比較 

 単位 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

生活介護設置目標数 

サービス内容はＰ2７ 

見込 ２０ ２１ ２２ 

実績 ２０ ２０ ― 

到達状況（実績／見込） 100.0％ 95.2％ ― 

自立訓練設置目標数 

サービス内容はＰ2７ 

見込 1 1 1 

実績 １ ２ ― 

到達状況（実績／見込） 100.0％ 200.0％ ― 

就労移行支援設置目

標数 

サービス内容はＰ2８ 

見込 １２ １３ １４ 

実績 １０ １３ ― 

到達状況（実績／見込） 83.3％ 100.0％ ― 

就労継続支援（Ａ型）

設置目標数 

サービス内容はＰ2８ 

見込 ６ ６ ７ 

実績 １０ １２ ― 

到達状況（実績／見込） 166.7％ 200.0％ ― 

就労継続支援（Ｂ型）

設置目標数 

サービス内容はＰ2８ 

見込 ２９ ２９ ３０ 

実績 ３４ ３７ ― 

到達状況（実績／見込） 117.2％ 127.6％ ― 

療養介護設置目標数 

サービス内容はＰ2８ 

見込 2 2 2 

実績 2 2 ― 

到達状況（実績／見込） 100.0％ 100.0％ ― 

短期入所設置目標数 

サービス内容はＰ2８ 

見込 １５ １５ １６ 

実績 １７ １９ ― 

到達状況（実績／見込） 113.3％ 126.7％ ― 

グループホーム設置

目標数 

サービス内容はＰ３０ 

見込 ５０ ５３ ５６ 

実績 ５９ ６４ ― 

到達状況（実績／見込） 118.0％ 120.8％ ― 

単位：カ所数 
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（７）地域生活支援事業の見込みと利用実績の比較 

 単位 
令和 

３年度 

 

令和 

４年度 

 

令和 

５年度 

 
手話通訳者・要約筆記

者派遣事業（件数／年） 

サービス内容はＰ35 

見込 1,424 1,495 1,596 

実績 1,348 1,483 ― 

到達状況（実績／見込） 94.7% 99.2% ― 

日常生活用具給付等

事業（件数／年） 

サービス内容はＰ3６ 

見込 5,143 5,177 5,220 

実績 5,146 5,500 ― 

到達状況（実績／見込） 100.1% 106.2% ― 

移動支援事業（時間

／年） 

サービス内容はＰ3６ 

見込 22,877 22,877 22,877 

実績 15,743 14,278 ― 

到達状況（実績／見込） 68.5% 62.4% ― 

地域活動支援センタ

ー事業（件数／月） 

サービス内容はＰ3６ 

見込 １５５ １５６ １５７ 

実績 113 103 ― 

到達状況（実績／見込） 72.9% 66.0% ― 

  第６期障害福祉計画、第２期障害児福祉計画に見込量があり比較可能と考えられる項目 
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１０ 令和８年度の成果目標値の設定 

（１）成果目標①施設入所者の地域生活への移行 
 

  ア 国の示す成果目標（基本指針による目標） 

令和４年度末時点の施設入所者数の６.０％以上が令和８年度末までに地域生活へ移行する

こととともに、令和８年度末の施設入所者数を令和４年度末時点の施設入所者数から5.0％以

上削減することを基本としています。 

 

 イ 松本市における成果目標 

項 目 第７期目標値 備 考 

施設入所者数（Ａ） ２１３人 令和４年度末時点の施設入所者数 

【目標値】 

地域生活移行者数（Ｂ） 

1３人 

（6.1％） 

（Ａ）のうち、令和５年度末までに地域生活へ移行

する人数 

令和８年度末時点の施

設入所者数（Ｃ） 
２０１人 令和８年度末時点の利用人員 

【目標値】 

入所者削減見込（Ｄ） 

１２人 

（5.6％） 
差し引き（Ａ－Ｃ） 

※ 地域生活移行者数における県の目標値は、国の考え方のとおり未達成割合を加えた目標値と

すると、実績との乖離が生じることから、国の目標値は参考としつつも、各圏域の現状を加味

し、適正な目標値を検討した各市町村の積み上げ数値を県の目標値としています。 

※ 入所者削減見込における県の目標値は、国の目標値は達成しているものの、各圏域の現状を

加味し、適正な目標値を検討した各市町村の積み上げ数値を県の目標値としています。 

 

計画実施の方向性 

・地域移行の必要性について、事業者・利用者への制度周知を図ります。 

・入所施設からの地域移行を推進するために、事業者と連携し、重度の障がい者や高齢の障がい

者に対応したグループホーム（Ｐ３０）や日中活動系サービス（Ｐ2７）の整備を図ります。 

 

 

（２）成果目標②精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 
 

ア  国の示す成果目標（基本指針による目標） 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、成果目標が次のとお

り設定されています。 

    （ア） 精神障がい者の精神病床から退院後１年以内の地域における生活日数の平均を３２５．３

日以上とすることを基本とします。 

     （イ） 令和８年度末の精神病床における１年以上長期入院患者数（６５歳以上、６５歳未満）を減
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少させます。 

     （ウ） 令和８年度における入院３か月時点、入院後６か月時点及び入院後１年時点の退院率の

目標値をそれぞれ６８．９％以上、８４．５%以上及び９１．０%以上として設定することを基本

とします。  

      ※アの成果目標は県のみが設定する項目になります。 

 

  イ 松本市における成果目標 

項 目 単位 ６年度 ７年度 ８年度 

保健・医療及び福祉関係者

による協議の場の開催回数 
回数 ２ ２ ２ 

協議の場の参加者数 

保健 １ １ １ 

医療（精神科） １ １ １ 

福祉 ９ ８ ７ 

介護 ２ ２ ２ 

当事者   １ 

家族  １ １ 

市町村ごとの保健、医療及

び福祉関係者における目標

設定及び評価の実施回数 

目標設定 

指定一般相談支援事業者連絡会等の開催

により、精神障がい者にも対応した地域包

括支援システムを構築します。 

評価の実施回数 ２ ２ ２ 

※ 松本圏域内の他地域の自立支援協議会とも協議し、これまでの地域移行部会にあたる会議

を松本圏域で設置、開催するよう検討します。 

併せて、現在開催されている指定一般実務者連絡会や病院のメディカルソーシャルワーカ

ーと市の職員の会議等もこの取組として位置づけ、精神障がい者にも対応した地域包括ケア

システムとして構築してまいります。 

 

 

（３）成果目標③地域生活支援の充実 
 

ア  国の示す成果目標（基本指針による目標） 

令和８年度末までの間、各市町村において地域生活支援拠点等を整備（複数市町村による共

同整備を含む。）するとともに、コーディネーターの配置等による効果的な支援体制や緊急時の

連絡体制の構築を進め、その機能の充実のため、年１回以上運用状況を検証および検討するこ

ととしています。 

また、令和８年度末までに、各市町村又は圏域において、強度行動障がいを有する者に関し

て、その状況や支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めることとしています。 

 

イ 松本市における成果目標 
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 （ア） 地域生活支援拠点等の整備 

項 目 単位 ６年度 ７年度 ８年度 

地域生活支援拠点等

の数 ※1 
カ所 １カ所 １カ所 １カ所 

コーディネーターの配

置人数 ※２ 
人 ７人 ７人 ７人 

運用状況の検証およ

び検討の回数 ※３ 
回／年 ４回／年 ４回／年 ４回／年 

※１  地域生活支援拠点には①相談、②緊急時の受け入れ・対応、③体験の機会・場の提供、④専

門的人材の確保・養成、⑤地域の体制づくりの機能を整備することとなっています。 

松本圏域は地域における複数の機関が分担して五つの機能を担う「面的整備型」の体制で

整備し、１カ所としています。 

   ※２ 松本圏域における計画数値との整合を図るため、松本圏域全体の配置人数となっています。 

※３－１   運用状況の検証及び検討の場としては、松本市自立支援協議会、松本圏域行政連絡

会を想定しています。 

※３－２  松本市自立支援協議会は、障がい者を支援するための開かれた会議とするため、出席

者を特定せず、関係機関及び障がい者福祉に関わる方がどなたでも自由に参加してい

ただけるものにしています。 

※３－３  基幹相談支援センター・ひとり暮らし体験事業等の活動について自立支援協議会へ報

告し運営状況を検証します。 

 

    （イ） 強度行動障がいを有する者への支援体制整備 

項 目 内容 

取組単位 松本圏域 

強度行動障がいを有

する者への支援ニー

ズの把握と支援体制

の整備 

ニーズの把握 

障害支援区分認定調査の行動関連項目の点数の

集計及び基幹相談支援センターとの情報共有に

より、支援を必要とする者を把握するとともに、

対象者本人及び家族への調査や障害福祉サービ

ス事業所等関係機関への聞き取り等により、圏

域全体でのニーズ把握を行います。 

支援体制の構築 

実施の体制 

強度行動障がい支援検討プロジェクト等を活用

し、調査、聞き取り等により把握したニーズや課

題、実際の支援の事例を圏域全体で共有し、ま

た、関係機関との連携を図り、地域資源の開発等

の支援を行う体制づくりを行います。 

    ※ 令和４年度から社会資源や支援する人材が不足している強度行動障がい者を対象とした新

たな事業を開始し、当該障がい者の地域生活を支える体制の整備に努めています。 

     ａ  日中一時支援事業における強度行動障がいに対応する単価の設定 

        地域生活支援事業の日中一時支援事業のサービス単価について、強度行動障がい者に対
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応した際の報酬単価を設定しました。 

     ｂ  強度行動障がいに対応した住宅整備事業 

        強度行動障がいを有する方の介護者の負担軽減のため、居室、浴室、台所、洗面所等の住

宅整備、改修に対して補助金を交付しています。 

     ｃ  強度行動障がいに対応した施設改修事業 

        強度行動障がい者の地域での安定した生活を支援し、介護者の負担軽減を図るため、市

内の事業者が強度行動障がい者に対応するために施設を改修等する場合の経費に対し、

補助金を交付しています。 

 

引き続き、強度行動障がいを有する方の支援体制整備に向け、更なる事業内容の充実を図っ

てまいります。 

 

 

（４）成果目標④福祉施設から一般就労への移行等 
   

ア 国の示す成果目標（基本指針による目標） 

 （ア） 福祉施設利用者の一般就労への移行者数の増加 

a  就労移行支援事業所等（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業 

所）を通じた一般就労への移行者数を令和３年度実績の１．２８倍以上とします。 

ｂ 就労移行支援事業所からの一般就労への移行者数を令和３年度実績の１．３１倍以上とし

ます。 

ｃ 就労移行支援事業利用修了者に占める一般就労へ移行した者の割合が５割以上の事業所

が就労移行支援事業所数の５割以上とします。 

ｄ 就労継続支援Ａ型事業所から一般就労への移行者数を令和３年度実績の概ね１．２９倍以

上とします。 

e  就労継続支援Ｂ型事業所から一般就労への移行者数を令和３年度実績の概ね１．２８倍以

上とします。 

（イ） 職場定着率の増加 

a 就労定着支援事業の利用者数を令和３年度実績の１．４１倍以上とします。 

ｂ 就労定着支援事業所のうち就労定着率が７割以上の事業所を全体の２割５分以上としま 

す。 

 

イ 松本市における成果目標 

項 目 第７期目標値 考え方 

令和８年度の年間一般就労

移行者数 
５８人 

令和８年度における障害福祉サービス事業所か

ら一般就労への移行者数を、令和３年度（４４人）

の1.２８倍以上とする。（松本市：1.32倍） 

就労移行支援事業から一般

就労への年間移行者数 
４２人 

令和８年度における就労移行支援事業から一般

就労への移行者数を令和３年度実績（３２人）の

1.31倍以上とする。（松本市：1.31倍） 
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就労継続支援Ａ型事業から

一般就労への年間移行者数 
１２人 

令和８年度における就労継続支援Ａ型事業から

一般就労への移行者数を令和３年度実績（９人）

の概ね 1.２９倍以上とする。（松本市：1.3３倍） 

就労継続支援Ｂ型事業から

一般就労への年間移行者数 
４人 

令和８年度における就労継続支援Ｂ型事業から

一般就労への移行者数を令和３年度実績（３人）

の概ね 1.２８倍以上とする。（松本市：1.33倍） 

就労移行支援事業利用修了

者に占める一般就労へ移行

した者の割合が5割以上の

就労移行支援事業所数 

7事業所 

令和８年度における就労移行支援事業利用修了

者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割

以上の事業所を就労移行支援事業所（13事業

所）の5割以上とする。（松本市：54%） 

障害福祉サービス事業所か

ら一般就労へ移行する者の

うち、就労定着支援事業の

利用者 

11人 

令和8年度における就労定着支援事業の利用者

を令和3年度利用者（7人）の1.41倍以上とす

る。（松本市：1.57倍） 

就労定着支援事業所のうち

就労定着率が７割以上の事

業所の年間の数 

７事業所 

就労定着支援事業所（１０事業所）のうち就労定

着率が７割以上の事業所を全体の２割５分以上

とする。(松本市：70%) 

    ＜就労定着率の考え方＞ 

過去６年間において就労定着支援の利用を修了した者のうち、雇用された通常の事業所に４２月以上７８月未満の

期間継続して就労している者又は就労していた者の占める割合 

 

計画実施の方向性 

・企業、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、相談支援事業所等との連携を強化し、目標

の達成を目指します。 

・障がい者の一般就労を促進するため、就労移行支援事業所や就労定着支援事業所と連携し、障が

い特性に合った就労の場の確保と一般就労への定着を促進します。 

 

 

（５）成果目標⑤障がい児支援の提供体制の整備等 
 

ア 国の示す成果目標（基本指針による目標） 

 

（ア） 児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 

a  児童発達支援センターを設置(市町村単独での設置が困難な場合は圏域設置を検討) 

b  全ての市町村において保育所等訪問支援を利用できる体制を構築します。 

c  児童発達支援センター及び保育所等訪問支援を活用しながら、障がい児の地域社会へ

の参加・包容を推進する体制を構築します。 

（イ） 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所

の確保(市町村単独での設置が困難な場合は圏域設置を検討) 

（ウ） 県に医療的ケア児支援センターの設置、各都道府県、各圏域及び各市町村において、 
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医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場を設置します。 

医療的ケア児等支援コーディネーターを中心に医療的ケア児支援のための関係機関の

協議の場を設け、地域での支援体制を強化していきます。 

 
イ 松本市における成果目標 

項 目 整備状況 

児童発達支援センターの設置 H25年度設置 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 H25年度設置 

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事

業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 
H25年度設置 

医療的ケア児支援のための協議の場の設置 R元年度設置 

医療的ケア児等コーディネーターの配置 R5年度配置 

 

 

（６）成果目標⑥相談支援体制の充実・強化等 
 

ア 国の示す成果目標（基本指針による目標） 

     令和８年度末までに、各市町村において、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び

関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設置す

るとともに、基幹相談支援センターが地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保することを

基本します。 

     また、協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組

を行うとともに、これらの取組を行うために必要な協議会の体制を確保することを基本としま

す。 

 

 イ 松本市における成果目標 

  （ア） 基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化 

項 目  ６年度 ７年度 ８年度 

基幹相談支援センターの設置の有無    有 有 有 

地域の相談支援事業者に対する訪問

等による専門的な指導・助言の回数 
件 150 180 200 

地域の相談支援事業者の人材育成の

支援件数 
件 １５ １５ １５ 

地域の相談機関との連携強化の取組

の実施回数の見込み 
回 １３ １４ １５ 
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個別事例の支援内容の検証実施回数 回 ２ ２ ２ 

主任相談支援専門員の配置人数 人 3 ３ ３ 

 

 

  （イ） 協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善 

項 目  ６年度 ７年度 ８年度 

相談支援事業所の参画による事例検

討実施回数 
回 ５ ５ ５ 

参加事業者数・機関数 団体 ２８ ２８ ２８ 

協議会の専門部会の設置数 部会 ７ ７ ７ 

協議会の専門部会の実施回数 回 １７ １７ １７ 

 

※ 令和５年度から、松本市自立支援協議会においてサービス種別ごとの事業所連絡会を順次立ち

上げています。引き続き、定期的に会議を開催し、情報共有、課題解決に取り組んでいきます。 

 

 

（７）成果目標⑦障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体

制の構築 
 

ア 国の示す成果目標（基本指針による目標） 

   令和８年度末までに、障害福祉サービスの質の向上を図るための取組に係る体制を構築するこ

とを基本とします。 

 

 イ 松本市における成果目標 

  （ア）障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 

項 目 ６年度 ７年度 ８年度 

都道府県が実施する障害福祉サービス

等に係る研修等への市町村職員の参加

人数 

人 2 ３ ４ 

 

  （イ）障害者自立支援審査システムによる審査結果の共有 

項 目 考え方 

本項目の取組単位 

（市町村、圏域・地域、その他複数市町村） 
松本市単独 
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  （ウ）審査結果の分析と結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体制の有無 

項 目 ６年度 ７年度 ８年度 

体制の有無 有 有 有 

実施の方法 事業所を集めた集団指導を行う。 

実施回数 回 1 1 1 



 

26 
 

１１ 障害福祉サービスの見込量と計画実施の方向性 

（１）訪問系サービス 

 

サービスの概要 

① 居宅介護 

・ 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等のサービスを提供します。 

② 重度訪問介護 

・ 重度の肢体不自由又は重度の知的障がいもしくは精神障がいにより行動上著しい困難を有

する障がい者であって常時介護を要する方が対象となります 

・ 自宅又は病院、診療所、助産所、介護保険老人施設及び介護医院において、入浴、排せつ、

食事等の介護、調理、洗濯、及び清掃等の家事並びに助言その他の生活全般にわたる援助

及び外出時における移動中の介護を総合的に供与します。 

③ 同行援護 

・ 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がいのある方が対象となります。 

・ 外出に同行し、移動に必要な情報提供や移動の援護などのサービスを提供します。 

④ 行動援護 

・ 知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する方であって常時介護を要とす

る方が対象となります。 

・ 行動する際に生じる危険を回避するために、外出時の移動中の介護などのサービスを提供

します。 

⑤ 重度障害者等包括支援 

・ 常時介護を要する障がい者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、

四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある方並びに知的障がい又は精神障がいにより行動上

著しい困難を有する方が対象です。 

・ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支

援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。 

 

必要な見込量 

※令和５年度は見込値、６年度から８年度までは計画値です。 

 単位 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

①居宅介護 
時間 6,833 6,776 6,720 6,664 

人 ４５９ ４５７ ４５２ ４４７ 

②重度訪問介護 
時間 1,568 1,568 1,568 １,５６８ 

人 ４ ６ ６ ６ 

③同行援護 
時間 ６６１ ７１３ ７６９ ８３０ 

人 ７４ ７７ ８２ ８８ 

④行動援護 時間 1,214 1,251 1,289 1,329 
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人 ８２ ８１ ８２ ８３ 

⑤重度障害者包括支

援 

時間 2,160 2,160 2,160 ２,１６０ 

人 ３ ３ ３ ３ 

単位：月間利用時間・月間利用実人数 
                                    

＜見込量の考え方＞  
 国の指針に基づき、令和２年度から令和４年度までの実績の伸び率をもとにして、今後３年間の見込量を
推計しました。 

 

計画実施の方向性 

地域での自立した生活を支える上で必要不可欠なサービスであるため、障がい者への制度の周

知、安定したサービス供給ができる体制の整備に努めます。 

① 指定特定相談支援事業所と連携し、サービス利用計画やモニタリングを通じ必要なサービス

が確保できるよう適切な支援を行ないます。 

② 適正な障害福祉サービス提供の目安となる、介護給付費等の支給決定基準の策定について

検討します。 

③ 全体的に利用者は増加傾向にあるため、事業所等と連携し、利用者増への対応を図ります。 

④ 医療的ケアの必要がある障がい者、強度行動障がい者、精神障がい者への対応ができる、障

がい特性を理解したヘルパーを確保するため、ヘルパー研修等を紹介し、サービスの向上を図

ります。 

  

（２）日中活動系サービス 

サービスの概要 

① 生活介護 

・ 常時介護が必要な方で、障害支援区分 3（あわせて施設入所支援を利用する場合は区分 4）

以上、または年齢が 50 歳以上で、障害支援区分 2（あわせて施設入所支援を利用する場合

は区分 3）以上の場合対象となります。 

・ 事業所において、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援や、生産活動や創作的活動の

機会の提供などのサービスを提供します。 

② 自立訓練（機能訓練） 

・ 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、支援が必要な身体障がい

の方が対象となります。 

・ 自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、定められた期間、事業所への通所、

利用者の自宅への訪問等を組み合わせて、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練等

のサービスを提供します。 

③ 自立訓練（生活訓練） 

・ 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、支援が必要な知的障がい、精神障が

いの方が対象となります。 

・ 自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、定められた期間、事業所への通所、

利用者の自宅への訪問等を組み合わせて、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練等
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のサービスを提供します。 

④ 就労移行支援 

・ 一般就労等を希望し、企業等への雇用または在宅就労等が見込まれる方が対象となります。 

・ 定められた期間、事業所における作業や、企業における実習、適性に合った職場探しや就労

後の職場定着のための支援など、就労定着のために必要な訓練、指導等のサービスを提供し

ます。 

⑤ 就労継続支援（A型） 

・ 一般の事業者に雇用されることが困難な場合に、就労継続支援（Ａ型）事業所内において雇

用契約に基づく就労が可能な方が対象となります。 

・ 一般就労に向け必要な知識や能力の向上のために必要な指導や訓練等のサービスを提供し

ます。 

⑥ 就労継続支援（Ｂ型） 

・ 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である障が

いのある方が対象となります。 

・ 生産活動等の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他

の必要な支援を行います。 

⑦ 就労定着支援 

・ 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した方で、就労に伴う環境変化により生活面

の課題が生じている方が対象となります。 

・ 事業所・家族等との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行うサービスを提供します。 

   ⑧ 就労選択支援（令和７年１０月から制度開始予定） 

・ 障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手

法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援します。 

⑨ 療養介護 

・ 病院等への長期の入院による医療に加え、常時介護が必要な方で、障害支援区分 5 以上の

重症心身障がいがある場合に対象となります。 

・ 病院等への入院による医学的管理の下、食事・入浴等の介護の提供、日常生活上の相談支援、

社会参加活動支援などを通して身体能力や日常生活能力の維持・向上のために必要な介護、

訓練等を実施します。 

⑩ 短期入所 

・ 居宅で介護している介護者の疾病やその他の理由で、障害者支援施設等への短期間の入所

を必要とする方等が対象となります。 

・ 入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援を提供します。 

 

必要な見込量 

※令和５年度は見込値、６年度から８年度までは計画値です。 

 単位 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

①生活介護 日分 8,791 8,791 8,791 8,791 
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人 ５２１ ５２１ ５２１ ５２１ 

②自立訓練（機能訓練） 
日分 ４２ ４２ ４２ ４２ 

人 ２ ２ ２ ２ 

③自立訓練（生活訓練） 
日分 ４５６ ４５６ ４５６ ４５６ 

人 ２１ ２１ ２１ ２１ 

 うち精神障がい者の利用 人 １４ １４ １４ １４ 

④就労移行支援 
日分 １,５０３ 1,665 1,844 2,043 

人 ８１ ８５ ９０ ９５ 

⑤就労継続支援（Ａ型） 
日分 3,052 3,940 5,087 6,567 

人 １７３ ２３１ ３０９ ４１３ 

⑥就労継続支援（Ｂ型） 
日分 9,981 10,284 10,596 10,918 

人 ６６５ 673 ６８１ ６８９ 

⑦就労定着支援 人 ２４ ２９ ３５ ４２ 

⑧就労選択支援 人 ― ― １ ２ 

⑨療養介護 人 ５１ ５１ ５１ ５１ 

⑩短期入所（福祉型） 
日分 ４１３ ４２８ ４４４ ４６０ 

人 ８８ ９２ ９６ １００ 

⑩短期入所（医療型） 
日分 １３０ １３０ １３０ １３０ 

人 ２７ ２７ ２７ ２７ 

生活介護設置目標数 カ所 ２０ ２０ ２１ ２２ 

自立訓練設置目標数 カ所 ２ ２ ２ ２ 

就労移行支援設置目標数 カ所 １３ １３ １３ １３ 

就労継続支援（Ａ型）設置目標数 カ所 １３ １４ １５ １６ 

就労継続支援（Ｂ型）設置目標数 カ所 ３７ ３８ ３９ ４０ 

療養介護設置目標数 カ所 ２ ２ ２ ２ 

短期入所設置目標数 カ所 １８ １８ １９ ２０ 

単位：人＝月間実利用人数、日分＝月間延利用人数    
＜見込量の考え方＞  
  国の指針に基づき、令和２年度から令和４年度までの実績の伸び率を考慮して、今後３年間の見込量を
推計しました。 

  就労選択支援は、令和７年１０月制度開始予定のため、令和６年度は見込んでいません。 
 

計画実施の方向性 

障がいのある人の様々なニーズに対応した日中活動の場の確保に努めるとともに、事業者に対

する指導、各種研修等への参加を働きかけ、専門的人材の確保やサービスの向上に努めます。 

① 生活介護 

日中活動の中心的なサービスであり、今後も利用者の増加が予想されるため、サービス提供

事業所の確保が必要であり、とりわけ強度行動障がい者、医療的ケアの必要な障がい者等重度

の障がいのある方に対応できる事業所の確保が必要となります。 

そのため、社会福祉施設等施設整備費補助金の活用について周知を図るとともに、当該補助
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金の交付に当たっては、強度行動障がい者、医療的ケアの必要な重度障がい者等を受け入れる

ための事業所を整備する事業者を優先する方針とします。 

② 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

サービスを提供する事業所が少ないため、事業者と調整し、見込量の確保に努めます。 

③ 就労移行支援・就労定着支援・就労継続支援・就労選択支援（令和７年１０月から制度開始予定） 

  企業、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、就労継続支援事業所、就労移行支援事業

所、就労定着支援事業所と連携し、障がい特性に合った就労の場の確保と一般就労への定着を

促進します。 

④ 短期入所 

  医療機関等と連携し、医療的ケアを必要とする方や強度行動障がいのある方等重度障がい者

に対応した事業所の確保に努めます。また、地域生活支援拠点の機能の一つとして、空床確保

事業を進めます。 

 

（３）居住系サービス 
 

サービスの概要 

① 自立生活援助 

・障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障がい者で一人暮らしを希望する方が対

象となります。 

・定期的な巡回訪問や随時の対応により、障がい者の理解力、生活力を補う観点から、適時のタ

イミングで適切な支援のサービスの提供をします。 

② 共同生活援助（グループホーム） 

・地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助が必要な場合に対象

となります。 

・家事等の日常生活上の支援、日常生活における相談支援や関係機関との連絡調整など必要な

サービスを提供します。 

③ 施設入所支援 

・生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ｂ型の対象となる方に対し、日中活動とあ

わせて夜間等における入浴、排せつ、食事の介護等、障害者支援施設において必要な介護、支

援等を実施します。 

 

必要な見込量 

※令和５年度は見込値、６年度から８年度までは計画値です。 

 単位 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

①自立生活援助 ※１ 人分 ４ ４ ４ ４ 

 うち精神障がい者の利用 人分 ２ ２ ２ ２ 

②共同生活援助 ※１ 人分 ３０３ ３２４ ３５９ ３７５ 

 うち精神障がい者の利用 人分 １４３ １６６ １７８ １９１ 
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③施設入所支援 ※２ 人分 ２１０ ２０７ ２０４ ２０１ 

グループホーム設置目標数 カ所 ６７ ６９ ７１ ７３ 

単位：月間実利用人数  
＜見込量の考え方＞ 
※１ 国の指針に基づき、令和２年度から令和４年度までの実績の伸び率を考慮して、今後３年間の見込
量を推計しました。 

※２ 国、県の入所者削減目標等に基づき算定しました。 
 

計画実施の方向性 

① 自立生活援助 

  障がい者が地域生活へ移行する際に、自立生活援助の活用を促し、障がい者が地域での生活を

継続できるよう事業者と連携しながらサービス提供を進めます。 

② 共同生活援助 

施設入所、入院されている方の地域移行に中心的な役割を担うことが期待されるグループホ

ームの整備を促します。また、さまざまな障がい特性に対応できるグループホームの設置を事業

者に促します。 

併せて、社会福祉施設等施設整備補助金を活用した施設整備について、生活介護事業所の整

備と同様に、当該補助金の交付に当たっては、強度行動障がい者、医療的ケアの必要な重度障が

い者等を受け入れるための共同生活援助事業所を整備する事業者を優先する方針とします。 

③ 施設入所支援 

  地域移行を推進していくとともに、入所の必要性に応じた対応が図られるよう施設と連携してい

きます。 

 

 

（４）相談支援   
 

サービスの概要 

① 計画相談支援（サービス等利用計画等） 

障害福祉サービスを利用する全ての方を対象とし、サービスの利用に向けた連絡、調整、利

用計画の作成などを行います。サービス利用開始後は、サービス利用状況の検証、計画の見直

し（モニタリング）や事業者との連絡調整等を行います。 

② 地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している障がい者または精神科病院に入院している精神障がい者

を対象に、住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談、支援を行います。 

③ 地域定着支援 

居宅において、単身または同居家族の支援を受けられない障がい者を対象に、常時の連絡体

制を確保し、障がい特性に起因して生じた緊急の事態等において相談・訪問などの緊急対応を

行います。 
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必要な見込量 

※令和５年度は見込値、６年度から８年度までは計画値です。 

 単位 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

①計画相談支援 人 ５９７ ６３４ ６７４ ７１６ 

②地域移行支援 人 ０ ３ ３ ３ 

 うち精神障がい者の利用 人 ０ ３ ３ ３ 

③地域定着支援 人 ７ ７ ８ ９ 

 うち精神障がい者の利用 人 ４ ６ ７ ８ 

単位：月間実利用人数  
＜見込量の考え方＞ 
国の指針に基づき、令和２年度から令和４年度までの実績の伸び率を考慮して、今後３年間の見込量を推

計しました。 

 

 

計画実施の方向性 

 

① 計画相談支援事業 

  障がい者一人ひとりに合った適切なサービス利用計画が作成されるように相談支援事業所に

指導・連携するとともに、目安となる介護給付費等の支給決定基準を検討します。 

② 地域移行支援・地域定着支援 

  相談支援事業所に働きかけ、地域移行支援事業所、地域定着支援事業所の指定を受けるよう

促します。 

 

 

（５）障がい児支援 
 

 サービスの概要 

① 児童発達支援 

・未就学の障がい児に対し、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への

適応訓練、その他必要な支援を行います。 

② 放課後等デイサービス 

・就学中の障がい児に対し、放課後又は休校日に、生活能力向上のための必要な訓練、社会と

の交流促進などの支援を行います。 

③ 保育所等訪問支援 

・保育所や、児童が集団生活を営む施設に通う障がい児が対象となります。 

・集団生活の適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。 

④ 居宅訪問型児童発達支援 

・重症心身障がい児などの重度の障がい児等であって、障害児通所支援を受けるための外出が

困難な障がい児が対象となります。 
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・障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び生活

能力向上のために必要な訓練を行います。 

⑤ 障害児相談支援 

・障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案の作成などを行います。 

・給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画の作成を行います。 

⑥ 医療的ケア児等支援コーディネーター 

・医療的ケアが必要な障がい児の総合的な支援体制構築に向けて、関係機関との連携や支援を

調整します。 

⑦ 福祉型児童入所支援 

・施設に入所している障がい児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行いま 

す。 

⑧ 医療型児童入所支援 

・施設に入所又は指定医療機関に入院している障がい児に対して、保護、日常生活の指導及び

知識技能の付与並びに治療を行います。 

 

必要な見込量 

※令和５年度は見込値、６年度から８年度までは計画値です。 

 単位 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

①児童発達支援※１ 
日分 668 722 780 843 

人 165 179 194 210 

②放課後等デイサービス※１ 
日分 5,367 6,065 6,853 7,744 

人 548 619 700 791 

③保育所等訪問支援 
日分 4 6 9 14 

人 3 5 8 12 

④居宅訪問型児童発達支援 
日分 1３ 17 21 26 

人 ２ 3 4 5 

⑤障害児相談支援 人 220 253 291 335 

⑥医療的ケア児に対する関連

分野の支援を調整するコーディ

ネーター  

人 １ １ １ 1 

単位：人＝月間実利用人数、日分＝月間延利用人数  

＜見込量の考え方＞ 

令和 2年度から令和 5年度実績（見込）の伸び率を考慮して、今後 3年間の見込量を推計しました。 

※１児童発達支援、放課後等デイサービスについては、令和 2年度から令和 4年度まで続いた新型コ 

ロナウイルス感染症拡大の影響を考慮し推計しました。 

 

 単位 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

⑦福祉型児童入所支援 人 5 5 5 5 

⑧医療型児童入所支援 人 17 17 17 17 

単位：月間実利用人数 
  ＜見込量の考え方＞ 



 

34 
 

長野県障害児福祉計画策定における、本市の報告値 

 

   計画実施の方向性 

障がい児のサービス需要に合わせ、安定したサービス供給ができるようサービス提供事業所の

確保、サービスの質の向上に努めます。 

児童発達支援センター等を中心に、保育所等訪問支援等を活用し、障がい児の地域社会への参

加・包容（インクルージョン）を推進する体制を構築していきます。 

重症心身障がい児の受け入れ事業所が限られていることから、必要なサービスが提供できるよ

う事業所の新規参入等を促進します。また、医療的ケア児等支援コーディネーターの配置により、

関係機関と密に連携し、地域での支援体制を構築していきます。 

 

①  児童発達支援・放課後等デイサービス 

発達障がい等への理解が進み、診断を受ける児童が増加しています。また、サービスについ

て医療機関や保育所、学校での認知が進み利用につながりやすくなったことから、新規利用者

が増加しています。今後も必要なサービス量の確保に努めるとともに、事業者に対しては、各種

研修等への参加を促し、専門的人材の確保、サービスの質の向上に努めます。 

②  保育所等訪問支援 

   サービスを提供できる事業所が限られているため、事業者と連携し必要量の確保や支援の円

滑な実施・拡充のため関係機関への制度の周知に努めます。児童発達支援センターをはじめと

する障害児通所支援事業所等が、保育所等訪問支援等を活用し、保育所等の育ちの場において

連携・協力しながら支援を行う体制を構築します。 

③  居宅訪問型児童発達支援 

サービスを提供できる事業所が限られているため、事業者と連携し必要量の確保や支援の 

円滑な実施・拡充のため関係機関への制度の周知に努めます。 

④  障害児相談支援 

・ 対象者の拡大に対応するため、松本圏域市村と連携し相談支援事業所の確保・相談支援専 

門員の育成・質の向上を図ります。 

・ 適切なサービス利用計画が作成されるよう、相談支援事業所との連携強化及び支援の円滑

な実施・拡充のため関係機関への制度の周知に努めます。 

⑤  医療的ケア児等支援コーディネーター 

医療的ケア児が必要とする多分野にまたがる支援の利用を調整し、統合的かつ包括的な支援

の提供につなげるとともに、協議の場に参画し地域における課題の整理や地域資源の開発等を

行いながら、医療的ケア児等に対する支援のための地域づくりを推進していきます。 
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１２ 地域生活支援事業 

（１）必須事業 

 

事 業 の概 要 

事業名  事業内容 

１ 理解促進研修・啓発

事業 

障がい者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための

研修及び啓発を行う事業 

２ 自発的活動支援事

業 

 障がい者等、障がい者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障がい

者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための

活動に対する支援を行う事業 

３ 相談支援事業 

 

障害者相談支援事

業 

⑴ 福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等） 

⑵ 社会資源を活用するための支援（各種支援施策に関する助言・指導等） 

⑶ 社会生活力を高めるための支援     ⑷ ピアカウンセリング 

⑸ 権利の擁護のために必要な援助     ⑹ 専門機関の紹介 

基幹相談支援セン

ター等機能強化事

業 

⑴ 総合的・専門的な相談支援の実施 

⑵地域の相談支援体制の強化の取組 

⑶ 地域自立支援協議会を設置する市又は圏域等を単位として実施 

居住サポート事業 

⑴ 入居支援(不動産業者に対する物件斡旋依頼、及び家主等との入居契約手

続き支援を行う。また、地域において公的保証人制度がある場合には、必要

に応じてその利用支援を行う。) 

⑵ ２４時間支援(夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支

援、関係機関との連絡・調整等必要な支援を行う。) 

⑶ 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整(利用者の生活上の

課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行

う。) 

４ 成年後見制度利用

支援事業 

 成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人

等の報酬の全部又は一部を助成する事業 

５ 成年後見制度法人

後見支援事業 

 法人後見実施のための研修、法人後見の活動を安定的に実施するための組

織体制の構築、法人後見の適正な活動のための支援、その他法人後見を行う

事業所の立ち上げ支援など法人後見の活動の推進に関する事業 

６ 意思疎通支援事業 

 

手話通訳・要約筆記者派遣事業 意思疎通を図ることに支障がある障がい者等とその他の者の

意思疎通を仲介する事業 手話通訳者設置事業 

点訳、音訳等支援事業 
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７ 日常生活用具給付

等事業 

 日常生活上の便宜を図るため、重度障がい者に別に定める告示の要件を満

たす６種の用具を給付又は貸与する事業 

８ 手話奉仕員養成研

修事業 

 聴覚障がい者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者とし

て期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研

修を行う事業 

９ 移動支援事業  

 

個別支援型  個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援 

グループ支援型 

⑴ 複数の障がい者等への同時支援 

⑵ 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加 

の際の支援 

10 地域活動支援セ

ンター事業(基礎事

業) 

 創作的活動、生産活動、社会との交流促進 

 

Ⅰ型 

 専門職員（精神保健福祉士等）を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との

連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進

を図るための普及啓発等の事業を実施 

Ⅱ型 
 地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応

訓練、入浴等のサービスを実施 

Ⅲ型 
 地域の障がい者のための援護対策として地域の障がい者団体等が実施する

通所による小規模作業所等 

11 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業（中核市事業） 

 

手話通訳者・要約筆

記者養成事業 

身体障がい者福祉の概要や手話通訳又は要約筆記の役割・責務等について

理解ができ、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術及び基本技術を習得

した手話通訳者並びに要約筆記に必要な要約技術及び基本技術を習得した要

約筆記者を養成研修する事業 

盲ろう者向け通訳・

介助員養成研修事

業 

盲ろう者の自立と社会参加を図るため、盲ろう者向け通訳・介助員を養成研

修する事業 

12 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業（中核市事業） 

 
盲ろう者向け通訳・

介助員派遣事業 

盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーション及び移動等の支

援を行う盲ろう者向け通訳・介助員を派遣する事業 

 

 

各年度における事業量の見込み 

事 業 名 単位 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

１ 理解促進研修・啓発事業 実施の有無 有 有 有 有 

２ 自発的活動支援事業 実施の有無 有 有 有 有 
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事 業 名 単位 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

３ 相談支援事業 

 

障害者相談支援事業 ヵ所 2 2 2 2 

基幹相談支援センター設置事業

業 
設置の有無 有 有 有 有 

基幹相談支援センター等相機能強化

事業 
実施の有無 有 有 有 有 

住宅入居等支援事業 実施の有無 有 有 有 有 

４ 成年後見制度利用支援事業 実施の有無 有 有 

有 

有 有 

５ 成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 有 有 有 有 

６ 意思疎通支援事業 

 
手話通訳者・要約筆記者派遣事業 件 1,412 1,539 1,678 1,828 

手話通訳者設置事業 ヵ所 1 1 1 1 

７ 日常生活用具給付等事業 

  

  

  

    

介護・訓練支援用具 件 ５ １１ １１ １１ 

自立生活支援用具    件 ４８ ３２ ３２ ３２ 

在宅療養等支援用具   件 ５２ ５７ ５７ ５７ 

情報・意思疎通支援用具  件 ６１ ７２ ７２ ７２ 

排泄管理支援用具  件 5,544 5,749 5,961 6,181 

居宅生活動作補助用具  件 ３ ９ ９ ９ 

８ 手話奉仕員養成研修事業 人 30 30 30 30 

９ 移動支援事業 
人 2,926 2,972 2,972 ２,９７２ 

時間 16,616 16,000 16,000 16,000 

10 地域活動支援センター事業 

ヵ所 １０ １０ １０ １０ 

人 ９３ ９３ ９３ ９３ 

11 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業（中核市事業） 

 

 

 

 

手話通訳者・要約筆記者養成

事業 
実施の有無 有 有 有 有 

盲ろう者向け通訳・介助員養成

研修事業 
実施の有無 有 有 有 有 

12 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業（中核市事業） 

 
盲ろう者向け通訳・介助員派遣

事業 
実施の有無 有 有 有 有 

＜見込量の考え方＞ 
平成２年度から令和４年度までの実績の伸び率を考慮して、今後３年間の見込量を推計しました。 
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計画実施の方向性 

・利用者のニーズに応じた日常生活用具を提供できるよう、松本圏域３市５村と連携し、随時種目

の見直しを実施します。 

・手話奉仕員養成研修事業については、質の高い手話奉仕員の養成を目的として、聴覚障がい者

の当事者団体と連携して、実践的な手話を学ぶ機会を提供します。 

・松本市の社会資源の状況や利用者のニーズに応じて、障がいのある方の地域生活支援の促進を

図るため、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地

域活動支援センターの機能を充実強化します。 

・事業者と連携を図りながら、安定したサービスが提供できるよう基盤整備等に努めます。 

・松本圏域で単価設定を統一することにより、他市村の社会資源を利用できる体制を維持します。 

 

（２）任意事業 
 

事 業 の概 要 

 

事業名 事業内容 

１ 日常生活支援 

 

 

訪問入浴サービス事業 
居宅において入浴サービスを提供し、障がいのある方の身体

の清潔の保持、心身機能の維持等を図る事業 

日中一時支援事業 
障がいのある方の日中における活動の場を確保し、日常的

に介護している家族の休息の確保を図る事業 

２ 社会参加支援  

 

レクリエーション活動支援等

事業 

レクリエーション活動を通じて、障がい者の体力増強、交流

余暇等に資するため及び障がい者が運動に触れる機会を増

やすため、各種リクリエーション教室などを開催し、障がい者

が社会参加活動を行うための環境整備や必要な支援を行う

事業 

点字・声の広報等発行事業 点字・声の広報等発行 

奉仕員養成研修事業 点訳奉仕員、朗読奉仕員等を養成：研修開催 

自動車運転免許取得・改造

助成 

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の

一部を助成する事業 
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各年度における事業量の見込み 

 

事 業 名 単位 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

１ 日常生活支援事業 

 
訪問入浴サービス事業 利用回数 2,998 2,894 2,894 2,894 

日中一時支援事業 利用回数 9,419 9,500 9,500 9,500 

２ 社会参加支援事業 

 

レクリエーション活動支援等事業 実施の有無 有 有 有 有 

点字・声の広報等発行事業 実施の有無 有 有 有 有 

奉仕員養成研修事業 実施の有無 有 有 有 有 

自動車運転免許取得・改造

助成 
件数 ５ ５ ５ ５ 

＜見込量の考え方＞ 
令和２年度から令和４年度までの実績の伸び率を考慮して、今後３年間の見込量を推計しました。 
 
 

計画実施の方向性 

・令和４年度から、日中一時支援事業において強度行動障がいのある方を受け入れた際の報酬

単価を設定し、強度行動障がいのある方の日中活動の場の確保に努めています。引き続き松本

圏域市村と受け入れ事業所の拡充等更なる事業の充実を図っていきます。 

・「日中一時支援事業」「訪問入浴サービス事業」については、利用ニーズが高く、市外の事業所

や介護保険事業所の協力を得て、事業所の拡充を進めておりますが、引き続き受入体制の充実

を図っていきます。 

・レクリエーション活動支援等事業については、積極的に活動している団体に補助していきます。 

・その他の事業についても、支援団体等と連携し、地域で自立した生活が営めるよう、また社会

参加の促進が図られるよう推進します。 

 

 

１３ 計画の見込量到達状況の点検及び評価 
松本市自立支援協議会、松本市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会等においてサービス

見込量等について到達状況の点検・評価を行い、その結果に基づいて必要な対策を実施します。 



令和７年度松本市障がい児・者施設整備の基本方針 

  

１  目的  

障害者基本法の「全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択

の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられない。」とす

る理念や松本市第４次障がい者計画及び第７期松本市障がい福祉計画・第３期松本市

障がい児福祉計画の実現に向け、障がい者が地域で自立した生活が送れるよう、また、

安心して暮らせる生活基盤の確保等を図るため、次のとおり施設整備の方針を定める。  

  

２  整備方針 

次の施設整備を優先的に実施する。 

⑴ 障がい児・者の安全対策の促進  

ア 利用者の安全を確保するため、耐震診断や老朽度調査等の結果、耐震化改修や施

設の大規模改修等を行う必要のある施設の整備を優先する。  

イ 利用者の安全を確保するため、非常用自家発電設備の設置、ブロック塀等の倒壊

防止など、施設の防災対策を強化するための施設の整備を優先する。  

⑵ 重度障がい者・児に対応する事業所の整備促進 

重度障がい児・者の日中活動の場の確保や地域生活への移行を進めるため、強度

行動障がい児・者、医療的ケアのある障がい児・者、重症心身障がい児・者等に対応で

きる施設整備（障害児通所支援、生活介護等）を優先する。  

⑶ グループホームの整備促進  

   ア 医療的ケアを有する者や強度行動障がいを有する者が入居できる事業所の整備

を優先する。 

イ 障がい者が地域で安心して暮らすためには、生活の拠点となる住まいの場を確保

する必要があることから、地域バランス等を考慮し設置が遅れている地域の整備を

優先する。  

ウ 地域生活の支援のため、緊急時の対応やレスパイトとしての機能を有する短期入

所の整備が必要であることから、短期入所を併設する施設を優先する。 

⑷ 日中活動の場の整備促進  

地域生活の支援のため、日中活動の場となる通所事業所の整備が必要であること

から、地域バランス等を考慮し設置が遅れている地域の整備を優先する。  

⑸ 発達障がい児支援施設整備の促進  

発達障がい児の支援の充実を図るため、地域での障がい児支援の拠点となる児童

発達支援センターの整備を優先する。 

⑹ 地域生活支援拠点整備の促進 

地域での暮らしの安心感を担保し、親元からの自立を希望する者に対する支援等

を進めるため、短期入所や相談支援機能等を有し、障がい者の地域での暮らしを支え

る、地域生活支援拠点となる施設の整備を優先する。  

⑺ 地域共生社会の促進 



    障がい児・者のみならず、高齢者や貧困等の問題を抱える方が地域で生活が送るこ

とができる社会資源の整備が必要となることから、共生型サービスを提供する施設、

多世代交流や多機能型福祉施設の整備を優先する。 

 

３ その他優先度を判定する観点 

⑴ 市障がい福祉計画及び市障がい児福祉計画に基づく整備目標の達成に資するもの

であること。  

⑵ 施設整備の目的、計画等が具体的であるもの。  

⑶ ニーズ調査等が十分に行われ、真に必要な整備計画となっているもの。  

⑷ 松本市、松本市自立支援協議会等の関係者との調整が十分行われているもの。  

⑸ 設置・運営主体となる法人の組織体制及び運営状況が適正であること。  

⑹ 資金計画が適正で、法人の安定した運営が確保されていること。  

⑺ 利用者の利便性を確保する観点から、施設の立地、構造、設備等において配慮がな

されていること。  

⑻ 環境に配慮された施設となっていること。 

 

４ 留意事項  

⑴ 令和７年度に松本市において障がい児・者の施設整備を希望する事業者は、整備計

画書を令和６年１１月３０日までに所管課（障害福祉サービス事業所は障がい福祉課、

障害児通所支援事業所はこども福祉課）に提出すること。 

⑵ 事業計画は、補助金の内示から令和８年３月３１日までに補助事業が完了するもの

であること。 

⑶ 整備を行う圏域におけるニーズ調査等を十分に行うとともに、整備予定地の近隣住

民等に事前に説明等を行い、理解を得ること。 

⑷ 施設整備については、「松本市社会福祉施設等整備審査会」において審査し、承認を

得た案件について、国庫補助協議を行うものであること。 複数の事業者から施設整

備の希望がある場合は、当該審査会における審査に基づき、優先順位を付すること。 

⑸ 補助基準単価は、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱に記載されてい

る補助基準単価を用いて補助金額を算出するが、今後、国の補助基準単価の変動等

に伴い、補助額が変更となる場合があること。なお、事前に交付要綱をよく確認した

上で、計画書を提出すること。 

⑹ 国庫補助基準単価と、補助対象経費（工事費又は工事請負費及び工事事務費（工事

費の2.6%が上限））の実支出額に３/４を乗じた額を比較して、少ない方の額（千円未

満切り捨て）が補助金額となること。 

⑺ 市は予算の範囲内で補助を行うものとし、国庫補助協議の結果、国庫補助金の交付

対象とされなかった場合は、市は補助を行わないものであること。また、国庫補助金

の内示額が協議額に比して減額された場合は、市補助金も併せて減額となること。 

⑻ 整備計画書の提出された案件が全て補助採択されるとは限らないため、補助採択

されなかった場合の対応について十分に検討しておくこと。 



日中サービス支援型共同生活援助の実施状況報告・評価について 

 

〇平成 30年 4 月に制度開始した日中サービス支援型共同生活援助については、その指定基準（※）によ

り、事業者が実施状況を定期的に自立支援協議会等に報告し評価を受け、協議会等から要望・助言等を

聴くこととしている。※国の省令で定める基準に準拠し市の条例で規定 

１ 制度概要 

（１）趣旨 

  平成 30年 4 月に施行された障害者総合支援法の改正に伴い、共同生活援助（グループホーム）に新た 

な類型である「日中サービス支援型共同生活援助」が創設されました。 

日中サービス支援型共同生活援助の運営に当たっては、地域に開かれたサービスとすることにより、

当該サービスの質の確保を図る観点から、障害者総合支援法第 89 条の 3第 1 項に規定する協議会等に

対し、定期的に（年 1 回以上）事業の実施状況等を報告し、協議会等から評価を受けるとともに、当該

協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないとされております。 

（２）人員配置 

常時の支援体制を確保するため昼夜を通じ１人以上の従業員の配置が必要 

（３）定員・設備 

  住まいの場であるグループホームの特性は従来通り維持しつつ、スケールメリットを生かした重度障 

がい者への支援を可能とするため１つの建物への入居が 20名まで認められている。ただし、10 人以下 

のユニットに分離し、それぞれ独立性があることが条件となる。 

（４）報酬 

  日中を住居で過ごす場合と日中活動サービス等を利用する場合の 2 つの基本報酬が設けられ 1 日単位 

で選択する仕組み。 

 

２ 指定状況 1 事業所（2 ユニット） 

       ソーシャルインクルー松本筑摩 Ｒ5.3.1指定（１ユニット） 

                      Ｒ5.4.1住居追加（１ユニット） 

３ 評価について 

（１）目的 

  地域に開かれたサービスとすることによりサービスの質の確保を図る。 

（２）評価の観点 

  〇常時の支援体制を確保し、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立 

した日常生活又は社会生活を営むことが出来ているか。（基準省令 213 条の 3「基本方針」） 

  〇利用者の意向に反して日中活動サービス等の利用が制限されることなく、個々の利用者に対して適 

切な障害福祉サービス等の利用が図られているか。（解釈通知第 15 4（3）③） 

  〇日中活動サービス等を利用することができず日中を住居で過ごす利用者の支援に当たって、当該利 

用者の意向を踏まえた個別支援計画に基づいて、日常の介護はもとより、当該利用者が充実した地 

域生活を送ることができるよう外出や余暇活動等の社会生活上の支援に努めているか。（解釈通知 

第 15 4（3）④） 

 

 

資料３－１ 



【関係規定】 

 

基準省令：「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービ 

スの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成 18 年 9月 29 日厚生労働省令第 171号) 

 

解釈通知：「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービ 

スの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」（平成 18年 12月 6 日障発第 

1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

 

基準省令第 213 条の 3（基本方針） 

 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支援体制を確保することにより、利用者が

地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居

において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うもの

でなければならない。 

 

基準省令第 213 条の 10（協議の場の設置等 

 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当

たっては、法第 89 条の 3第 1項に規定する協議会その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に

認めるもの（以下「協議会等」という。）に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の

事業の実施状況を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言を

聴く機会を設けなければないらない。 
 

 

解釈通知第 15 4（3） 社会生活上の便宜の供与等 

（略）なお、日中活動サービス等を利用することができず、日中を共同生活住居で過ごす利用者 の

支援に当たっては、当該利用者の意向を踏まえた日中サービス支援型共同生活援助計画に基 づき、日

常の介護はもとより、当該利用者が充実した地域生活を送ることができるよう外出や 余暇活動等の社

会生活上の支援に努めなければならないこととしたものである。  

また、利用者の意向に反して日中活動サービス等の利用が制限されることなく、個々の利用 者に対

して適切な障害福祉サービス等の利用が図られるよう、特定相談支援事業を行う者又は 他の障害福祉

サービスの事業を行う者と緊密な連携を図ることとするものである。 

 

解釈通知第 15 4（3） 協議の場の設置等 

日中サービス支援型指定共同生活援助を行う事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助 事業

所を地域に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、法第 89 条

の３第 1 項に規定する協議会又はその他の都道府県知事がこれに準ずるものとして特に 認めるもの

（都道府県又は市町村職員、障害福祉サービス事業所、医療関係者、相談支援事業所 等が参加して障

害者の地域生活等の検討を行なう会議）（以下「協議会等」という。）に対し、定 期的に（少なくと

も年に１回以上とする。）日中サービス支援型指定共同生活援助の実施状況等を 報告し、当該実施状

況等について当該協議会等による評価を受けるとともに、当該協議会等から 必要な要望、助言等を聴

く機会を設けなければならないこととしたものである。 
 

 

障害者総合支援法第 89 条の 3（協議会の設置） 

１ 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機 関、

関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連 する職務に

従事する者その他の関係者（次項において「関係機関等」という。）により構成され る協議会を置く

ように努めなければならない。 ２ 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地

域における障害者等への支 援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を

図るとともに、地域 の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする 
 

 



報告・評価シート 

【報告日 令和 6年 2月 15日】 

【評価日 令和  年  月  日】 

事業所名 ソーシャルインクルーホーム松本筑摩 

項目 【 事業所記入欄】 

１ 施設概要 

事業者名  ソーシャルインクルーホーム松本筑摩 

人員配置 

日中 

指定日 2024 年 3 月 1 日 世話人 生活支援員 

所在地  松本市筑摩 1丁目 27番 15号 7 人 9 人 

定員数（共同生活援助） 20 人 （常勤換算後） （常勤換算後） 

定員数（短期入所） 2 人 6.7 人 5.6 人 

共同生活住居数 1 戸 看護職員の配置  □ 有  ☑ 無 人 

【住居の内訳】 【定員数の内訳】 夜間 

住居名：ソーシャルインクルーホーム松本筑摩 A 10 名 世話人（夜間） 生活支援員（夜間） 

住居名：ソーシャルインクルーホーム松本筑摩 B 10 名 10 人 5 人 

住居名：短期入所松本筑摩 2 名 （常勤換算後） （常勤換算後） 

住居名： 名 1.3 人 1.24 人 

住居名： 名 看護職員の配置  □ 有  ☑ 無 人 

事業所の特色・独自の取組 利用者様の家族が気軽に立ち寄れる環境を整えている。 

 

２ 利用者状況 

（令和 年 月 日 

 現在）  

障害支援区分 人数 

内訳 

主な障害種別利用者人数（重複はそれぞれ記入） 

非該当 人 
身体 

総 数： 4 人 

区分１ 人 主に日中 GH で過ごす人数： 2 人 

区分２ 人 
知的 

総 数： 8 人 

区分３ 3 人 主に日中 GH で過ごす人数： 2 人 

区分４ 6 人 
精神 

総 数： 7 人 

区分５ 5 人 主に日中 GH で過ごす人数： 6 人 

区分６ 5 人 
難病等 

総 数： 0 人 

合計 人 主に日中 GH で過ごす人数： 0 人 

年齢構成 ・６０歳以上   4 人  ・５０歳代   5 人  ・４０歳代   2 人  ・３０歳以下   8 人 

障害特性等 医療的ケアの必要な者 4 人 強度行動障害のある者 7 人 
  

資料３－２ 



 
事業所名 ソーシャルインクルーホーム松本筑摩               

 

項目 評価の観点 【事業所記入欄】 

具体的な内容 

【専門分科会記入欄】 

要望・助言・評価 

（問題がない場合は□にチェック） 

３地域に開かれ

た運営 

利用者に対する指定計画相談支援

の提供は別法人が行っているか。 

（別法人等による指定計画相談支援の提供状況） 

別法人等 （19）名中（19）名 

 

 問題なし 

 

実習生やボランティアを受入れて

いるか。 

（受入人数） 

実習生  0 名・ボランティア  0 名 

（受入事例） 

 

 

☐ 問題なし 

日中サービス支援型共同生活援助は地域生活

支援の中核的な役割を担うことが期待されて

います。実習生やボランティアの受け入れにつ

いて検討してください。 

地域住民との交流の機会が確保さ

れているか。 

（交流機会の事例） 

 

現在交流は行われておりません。 

 

 

☐ 問題なし 

地域交流は行っていないとのことですが、地域

のイベント等へ参加する等、地域との交流を図

るよう検討してください。 

４常時の支援体

制の確保 

日中・土日を含めた常時の支援体

制が確保されているか。 

（職員の配置状況等） 

 1 フロア 2 名の体制を敷いている。 

 

 

 問題なし 

 

災害時における、利用者への安全

対策（マニュアル作成等）を講じ

ているか。 

（安全対策（マニュアル）や避難訓練の実施等の事例） 

  

安全対策や災害時対策のマニュアルの作成をしてい

る。 

 

☐ 問題なし 

業務継続計画の策定等の努力義務が令和５年

度で終了し、令和６年度から義務化となりま

す。計画の作成が必須となりますので、作成を

お願いします。 

また、各種マニュアルについては、定期的に見

直しを行ってください。 



事業所名 ソーシャルインクルーホーム松本筑摩               
 

項目 評価の観点 【事業所記入欄】 

具体的な内容 

【専門分科会記入欄】 

要望・助言・評価 

（問題がない場合は□にチェック） 

体調急変等への支援体制が確保さ

れているか。迅速に対応したか。 

（緊急時の対応方法（急な体調変化等）） 

 

 急変の場合主治医に報告。119 番通報で対応。 

 

 問題なし 

事故等発生時の対応方法について職員への周

知を徹底してください。 

５短期入所の併

設 

地域で生活する障害者を積極的に

受け入れているか。 

（通常受入人数） 

   2 名 

 問題なし 

指定年度のため、実績としては少ない状況です

が、来年度は緊急利用を想定した積極的な利用

を検討してください。 

緊急・一時的な支援等の受入に対

応しているか。 

（緊急受入人数） 

   0 名 

（緊急受入事例） 

 

 

 問題なし 

 

６支援の実施・

質の確保 

充実した地域生活を送るため、外

出や余暇活動等の支援をしている

か。 

（外出や余暇活動等の事例） 

 

 生活介護や移動支援を積極的に利用している。 

 問題なし 

移動支援を活用することで外出の確保に努め、

余暇の充実を図られていることは評価できま

す。次回は、利用人数や利用割合などもお示し

ください。 

支援の質の確保に努めているか。 

（研修等） 

（参加した研修名等） 

強度行動障害支援者養成研修 （ 2 ）名 

            研修 （  ）名 

 研修受講者により、朝礼及び会議の中で研修未受講

の職員に対し、社内研修を実施している。 

 問題なし 

施設内で研修を行っていることは評価できま

す。強度行動障害のある方も多く入居されてい

るため、パート職員も含めスキル向上のための

体制整備に努めて下さい。 



事業所名 ソーシャルインクルーホーム松本筑摩               
 

項目 評価の観点 【事業所記入欄】 

具体的な内容 

【専門分科会記入欄】 

要望・助言・評価 

（問題がない場合は□にチェック） 

体験的利用の要望に対応している

か。 

（体験利用人数） 3 名 

 

（体験利用の事例） 

 体験利用者３名の内、２名は本入居し、１名につい

ては、物損行為がありグループホームでの生活は困難

との判断で、入居に至らなかった。 

 問題なし 

 

７利用者の権利

擁護等への配

慮について 

利用者の金銭管理については、本

人同意の上、帳簿等により適切に

管理されているか。また、判断能

力が著しく低い利用者について

は、成年後見制度の利用等の支援

を行っているか。 

（金銭管理の支援方法） 

 現金はお預かりせずに、ホームで立て替えをし、 

利用料金と一緒に請求をしている。 

帳簿をつけ、購入品のレシートもお渡ししている。 

（成年後見制度の利用支援及び利用者数） 

  ・利用支援事例等(☑有 □無） 

・有の場合の支援内容記載(利用者数   2 人） 

 入居前から成年後見制度利用者１名。また、後見制

度の利用を検討している方が１名おり、相談員含めサ

ービス利用の検討を行っている。 

 問題なし 

今後も成年後見制度の必要性が高いと思われ

る方については、積極的な支援の提供をお願い

します。 

利用者のプライバシーに配慮した

支援となっているか。(個人情報の

管理、複数の選択肢の提供、自己

決定・家族の合意等) 

（利用者に配慮した支援、取組み） 

 

 個人情報の管理を徹底しており、ご家族・相談員 

と連携を取り配慮をしている。 

 問題なし 

 



事業所名 ソーシャルインクルーホーム松本筑摩               
 

項目 評価の観点 【事業所記入欄】 

具体的な内容 

【専門分科会記入欄】 

要望・助言・評価 

（問題がない場合は□にチェック） 

虐待等の権利侵害の防止、発生時

の対応は適切か。 

（虐待等に関する研修の受講状況） 

 入社時の虐待に関する研修を全員行っている。 

 虐待防止委員会を年 2 回行っている。 

 

（虐待発生時の対応、発生後の対応等） 

 発生時のフローを社内に掲示して、フローに 

 沿って対応している。 

 

 問題なし 

 入社時の研修及び年２回の委員会の開催に

ついては評価が出来ます。定期的な研修の実施

に努めて下さい。 

８入居 /退去状

況について 

報告/評価対象年度中において、退

去理由の確認及び入居時に適切な

判定(流れ)が行われているか。 

（報告・評価対象年度の入居者数）   25 人 

 

（報告・評価対象年度の退去者数及び事由） 

 ・退去者数            6 人 

 ・主な退去事由：物損・他害行為 

 ・主な退去事由： 

☐ 問題なし 

約１年で退去者６人は多く感じられます。 

入居するための基準等（入所希望登録・入所判

定会議など）の体制を構築してください。 

９他の日中活動

サービスの利

用 

ＧＨ内でどのような日中サービス

を提供しているか。 

（日中をＧＨ内で過ごす利用者に対する支援・サービ

スの提供） 

 ・入浴介助 

 ・受診同行 

 ・買い物支援 

 ・服薬管理 

  

 

☐ 問題なし 

多くの入居者が日中をグループホーム内で過

ごされていますので、一人一人に合わせた支援

を提供できるよう検討してください。 



事業所名 ソーシャルインクルーホーム松本筑摩               
 

項目 評価の観点 【事業所記入欄】 

具体的な内容 

【専門分科会記入欄】 

要望・助言・評価 

（問題がない場合は□にチェック） 

他の日中活動サービスの利用を妨

げていないか。 

（他の日中活動の利用状況） 

他の日中活動サービスを利用（19）名中（10）名 

（主な他の日中活動サービス種別・利用先） 

 ・あいらいふ南原（生活介護） 

 ・華いる（生活介護、就労継続Ｂ型） 

 ・コムハウス（生活介護、就労継続Ｂ型） 

 ・ムーブ（就労継続Ｂ型） 

 ・結いの街（生活介護） 

 ・ぽっかぽか（就労継続支援Ｂ型、介護サービス） 

 ・ちくま（生活介護、） 

 問題なし 

入居者一人一人に合わせた外部の日中活動サ

ービスが利用されており評価できます。 

10 利用者の健康

管理 

日々の利用者の健康管理をしっか

り行っているか。 

（医師や看護師の訪問有無及び頻度） 

 なし 

（健康チェック方法について） 

 毎朝バイタルチェックや健康状態を日々確認して

いる。 

 

 問題なし 

 

11 他事業所との

連携 

相談支援事業者や他のサービス事

業所との連携を行っているか。 

（具体的な連携状況の事例について） 

 管理者・サービス管理責任者を中心に、 

 報告・連絡・相談を行い、情報共有をしている。 

 

 問題なし 

 

12その他 ＜独自に定める項目を記載＞  特になし  問題なし 

 



事業所名 ソーシャルインクルーホーム松本筑摩               
 

項目 評価の観点 【事業所記入欄】 

具体的な内容 

【専門分科会記入欄】 

要望・助言・評価 

（問題がない場合は□にチェック） 

13（２回目以降）

専門分科会か

らの要望、助

言への対応 

要望や助言に対応しているか。 （要望・助言の内容及びその対応） ☐ 問題なし 

 

 



 

 

 

 

第４次 

松本市障がい者計画 

（令和４年度～令和８年度） 

 

 
   （長野県障がい者文化芸術祭作品展から）            

 

 

 

 

令和４年（２０２２年）９月 

  



 

 

 

  



 

 

 

一人ひとりが尊重され 

 互いに支え合い認め合える 

              共生のまち 

 
 

 

松本市は、平成２９年に策定した第３次松本市障害者計画で掲げた、「一人ひとりが輝

き、安心した暮らしを続けられるまち」を基本理念に、障がいのある人やその家族が抱え

る不安や心配事を取り除き、住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりを目指して

きました。 

 

少子高齢化や単身世帯の増加、それに伴う地縁・血縁の希薄化など、社会情勢の変化と

ともに、障がいのある人やその家族が抱える課題は、年々多様化・複雑化してきています。 

こうした課題の解決には、子ども・障がい・高齢・生活困窮という従来の縦割りの制度

や分野ごとの支援では限界があり、より一体的で切れ目ない支援が求められています。加

えて、発達障がいによって支援が必要な子どもの数も増えているため、教育的な視点を取

り入れる必要があります。 

 

第４次松本市障がい者計画は、「一人ひとりが尊重され 互いに支え合い認め合える 

共生のまち」を基本理念に据えました。策定にあたっては、障がいのある当事者の声、身

近で支援を行っている現場の声を反映させ、より実現性と実効性のある計画にすることを

重視しました。 

①分野を超えた包括的な相談支援体制の整備、②重度障がい児（者）の受け入れができ

る事業所の整備や福祉人材の育成、③関係機関の連携強化による自立するための就労支援

の充実に重点的に取り組み、一人ひとりのニーズに寄り添った支援体制を整えます。 

 

多様性を認め合い、受け入れ、障がいのある人もない人も、ともに地域で充実した生活

を送ることができる、しなやかなまちへ。松本市は、「シンカ」を続けていきます。 

 

令和４年（２０２２年）９月 

松本市長 臥雲 義尚  
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 第１章  計画策定の概要  

１ 計画策定の趣旨  

現在、日本における障がいのある人は、身体障がい者が４３６万人、知的障がい

者が１０９万４千人、精神障がい者４１９万３千人とされています。松本市の各種

手帳交付者数（令和３年度末）をみると、身体障がい者が９，６０３人、知的障が

い者が２，１９１人、精神障がい者が３，１４９人の合計１４，９４３人（重複あ

り）となり、総人口に占める割合は約６．３パーセントとなっています。高齢化の

進展に伴い身体障がい者の６５歳以上を占める割合が７６パーセントを超えている

こと、発達障がいにより支援が必要な児童・生徒が増えていること、精神障がい者

の伸びが毎年大幅に増加していることに加え、障害福祉サービスの対象となる障が

い者の範囲に難病患者が追加されていることなど、社会情勢の変化とともに、障が

い者やその家族が抱える生活課題や支援ニーズは多様化・複雑化してきています。 

このような状況の中、障害者総合支援法の策定以来、障がいの有無にかかわらず、

地域社会で暮らし続けることを目的に様々な法改正が行われ、日常生活や社会生活

への支援が進められてきました。今後の急激な人口減少社会に対応するため、「こ

どもや高齢者、障がい者」という枠組みや「支えられる側」「支える側」といった

従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割

を持ち、助け合いながら暮らしていくことができる地域共生社会の実現が重要とな

ります。 

松本市では、この地域共生社会の実現を念頭に、障がい者が自立した日常生活や

社会生活を送るための支援の充実を図るとともに、障がいがあっても互いに認め合

いながら自らの意思により社会参加、社会貢献できるまちを目指し「第４次松本市

障がい者計画」を策定します。 

 

 



2 

 

２ 計画の位置付け  

「第４次松本市障がい者計画」は、障害者基本法第１１条第３項に規定されて

いる市町村障害者計画であり、障がい者を支援するための基本的な方向性を定め

るものです。 

この計画を推進するための具体的な取組みについては、障害者総合支援法第８８

条に基づく「第６期松本市障害福祉計画」及び児童福祉法第３３条の２０に基づく

「第２期松本市障害児福祉計画」で定めています。 

また、内容については、国の「障害者基本計画」、県の「長野県障がい者プラン

２０１８」を踏まえるとともに、「松本市総合計画」、「松本市地域福祉計画」等他

の関連する計画と整合性を図るものとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４期松本市地域福祉計画 

松本市障がい者計画 

・障害者基本法 第１１条第３項 

・障がい者に対する基本的な施策の方向を定める 

・中長期的計画 

松本市障がい福祉計画 

・障害者総合支援法第８８条 
 

松本市障がい児福祉計画 

・児童福祉法第３３条の２０ 

 

・具体的な数値目標 

・３か年計画 

介
護
保
険
事
業
計
画
・
高
齢
者
福
祉
計
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健
康
づ
く
り
計
画 
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子
ど
も
・
子
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て
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援
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計
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障害者基本計画 

長野県障がい者プラン２０１８ 

整
合
性 

整合性 整合性 

反映 

松本市総合計画 

基本構想２０３０・第１１次基本計画 
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３ 計画の期間  

「第４次松本市障がい者計画」は、令和４年度を初年度とし、令和８年度まで

の５か年計画です。ただし、国・県の動向により見直しが必要となった場合には、

計画期間内であっても必要に応じて見直しを行います。 

なお、第５次からは、障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画を一

体化した６年間の計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  表記を変更   

        

   
「 障害 」から 「 障がい 」へ 

   

 

近年、漢字表記の「害」に負のイメージを抱く方が多くなっていることや全国的にひらがな

での表記がされていることから、松本市では公文書や広報、ホームページ等の可能なものから

「障がい」に表記を変更することとしました。 

「障害」の「害」は心身の機能ではなく、共生社会を阻む社会の障壁を指すものであること

を理解した上、差別感や不快な思いに少しでも寄り添うことができればと考えています。 

法律名、団体名等の固有の名称は従来どおり「障害」と表記します。 

皆様のご理解をお願いします。 

 

     〇「障がい」の表記例 

障がい 障がい者 障がい特性 強度行動障がい 

    〇「障害」の表記例 ※これまでと変わらないもの 

高次脳機能障害 身体障害者手帳 障害福祉サービス 障害者差別解消法 等 

      

第３次 

松本市障害者計画 

平成 29年度～令和 3年度 

第４次 

松本市障がい者計画 

令和 4年度 

～8年度    

第５期障害福祉計画 

第１期障害児計画 

３０～２年度 

第６期障害福祉計画 

第２期障害児計画 

３～５年度 

第７期障がい福祉計画 

第３期障がい児計画 

6～8年度 

 

 

第５次 

松本市障がい者計画 

令和 9年度～14年度 

第８期障がい福祉計画 

第４期障がい児計画 

9～11年度 

第９期障がい福祉計画 

第５期障がい児計画 

12～14年度 
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 第２章  障がい者を取り巻く現状と課題  

１ 統計データ  

１．松本市の人口データ  

（１）総人口 

 
出典：「住民基本台帳」（４月１日時点） 

 

令和３年の松本市の総人口は、２３７，４８４人となっています。平成２８年以降の

推移をみると、年々減少傾向にあり、平成２８年からの５年間で３，６２８人減少して

います。 

（２）年代別人口割合 

 
出典：「住民基本台帳」（４月１日時点） 

 

令和３年の松本市の年代別人口割合は、「０～１４歳」が１２．８パーセント、「１５

～６４歳」が５９．０パーセント、「６５歳以上」が２８．２パーセントとなっています。

平成２８年以降の推移をみると、「０～１４歳」・「１５～６４歳」は横ばい又は減少傾向、

「６５歳以上」は増加傾向にあります。 

241,112 240,276 239,519 238,647 237,840 237,484 

0人

70,000人

140,000人

210,000人

280,000人

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

13.7 13.5 13.3 13.2 13.0 12.8 

59.4 59.3 59.2 59.0 59.0 59.0 

26.9 27.3 27.6 27.8 28.1 28.2 
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20％

40％

60％

80％

100％

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

０～14歳 15～64歳 65歳以上
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（３）高齢化率 

 
出典：松本市「住民基本台帳」（４月１日時点）、長野県「毎月人口異動調査」（４月１日時点） 

全国「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（総務省）」（１月１日時点） 

令和３年の高齢化率は、「松本市」が２８．２５パーセント、「長野県」が３２．２５パー

セント、「全国」が２８．２４パーセントとなっています。平成２８年以降の推移をみると、

いずれも増加傾向にあるものの、平成２８年からの５年間で「松本市」１．３５ポイント、

「長野県」２．０１ポイント、「全国」１．９９ポイントの増加と、「松本市」は比較的ゆっ

くりとしたペースで高齢化率が進んでいることがわかります。 

 

 

（４）後期高齢者人口割合（総人口に対する割合） 

 
出典：松本市「住民基本台帳」（４月１日時点）、長野県「毎月人口異動調査」（４月１日時点） 

全国「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（総務省）」（１月１日時点） 

令和３年の後期高齢者人口割合は、「松本市」が１５．４６パーセント、「長野県」が

１７．４８パーセント、「全国」が１４．４７パーセントとなっています。平成２８年以

降の推移をみると、いずれも増加傾向にあるものの、直近では前年からの増加幅が小さ

くなっています。 

26.90 27.27 27.55 27.79 28.06 28.25 

30.24 
30.73 

31.14 
31.51 31.87 

32.25 

26.25 
26.80 

27.24 27.61 27.91 28.24 
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25.00％

27.00％

29.00％
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33.00％
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（５）人口ピラミッド 

 
出典：「住民基本台帳」（４月１日時点） 

人口ピラミッドで平成１８年と令和３年の性別・年齢５歳階級別人口を比較すると、

平成１８年は２５～５９歳、令和３年は３５～７４歳の人口が多くなっていることが

わかります。グラフの形をみても、令和３年の方が上部（年齢が高い方）に人口が集

まっていることがわかります。特筆すべきは８５歳以上の区分で、男性は１，９０１

人から４，４８２人、女性は４，４５１人から９，２７６人と、唯一２倍以上に増加

しています。 
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２．障がい者の状況 

（１）手帳の種類別 手帳交付件数 

 
出典：「障がい福祉課資料」（３月 31日時点） 

令和２年度の種類別の手帳交付件数は１４，７３１件で、内訳は「身体障害者手帳」が

９，７０４件、「療育手帳」が２，１１２件、「精神障害者保健福祉手帳」が２，９１５件

となっています。「身体障害者手帳」が最も多く、全体の６５．９パーセントを占めていま

す。平成２８年度以降の推移をみると、手帳交付件数は平成３０年度をピークに減少傾向

に転じたものの、令和２年度に再び増加しています。 

 手帳の種類別にみると、「身体障害者手帳」が減少傾向、「療育手帳」・「精神障害者

保健福祉手帳」が増加傾向にあります。 

 ※手帳返還届未届け分の事務整理のため、交付件数が変動する場合があります。 
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３．身体障害者手帳所持者の状況  

（１）年代別 身体障害者手帳所持者数 

 
出典：「障がい福祉課資料」（３月 31日時点） 

令和２年度の年代別身体障害者手帳所持者数は、「０～１７歳」が１７８人、「１８～

３９歳」が３９１人、「４０～６４歳」が１，７５８人、「６５歳以上」が７，３７７人

と、「６５歳以上」が全体の７６．０パーセントを占めています。平成２８年度以降の推

移をみると、いずれの年齢区分も減少傾向にあります。特に「６５歳以上」の減少幅が

大きくなっています。 

（２）等級別 身体障害者手帳所持者数 

 
出典：「障がい福祉課資料」（３月 31日時点） 

令和２年度の等級別身体障害者手帳所持者数は、「重度（１～２級）」が４，３３１人、

「中度（３～４級）」が４，２７４人、「軽度（５～６級）」が１，０９９人と、「重度

（１～２級）」が全体の４４．６パーセントを占めています。平成２８年度以降の推移を

みると、「中度（３～４級）」・「軽度（５～６級）」は減少傾向にあります。「重度（１～

２級）」は平成２９年度をピークに減少傾向にはあるものの、平成２８年度からの４年間

で６８人の減少と他の等級ほど減少していません。 
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（３）障がいの種類別 身体障害者手帳所持者数 

 
出典：「障がい福祉課資料」（３月 31日時点） 

令和２年度の障がいの種類別身体障害者手帳所持者数は、「肢体不自由」が４，８５３

人と最も多く、次いで「内部障害」が３，５３８人、「聴覚・平衡障害」が６４３人、

「視覚障害」が５６８人、「音声・言語・そしゃく機能障害」が１０２人と、「肢体不自

由」が全体の５０．０パーセントを占めています。平成２８年度以降の推移をみると、

「聴覚・平衡障害」・「肢体不自由」は減少傾向、「視覚障害」・「音声・言語・そしゃく機

能障害」・「内部障害」は年度によって増減はあるものの、ほぼ横ばい傾向にあります。 

（４）障害支援区分別 身体障害者手帳所持者数 

 
出典：「松本広域連合資料」（３月 31日時点） 

令和２年度の障害支援区分別身体障害者手帳所持者数は、「非該当」が０人、「区分１

～２」が１８人、「区分３～４」が４４人、「区分５～６」が７３人となっています。平

成２８年度以降の推移をみると、年度によって増減が大きいものの、「区分５～６」の支

援を必要とする程度が高い方が半数以上を占める傾向が続いています。 
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（５）年代別 重症心身障がい者数 

 
出典：「障がい福祉課資料」（３月 31日時点） 

※重症心身障がい者とは、重度の知的障がい及び重度（１・２級）の肢体不自由を重複して有する者のことです。 

令和２年度の年代別 重症心身障がい者数は１５６人で、内訳は「０～１７歳」が３１

人、「１８～３９歳」が７４人、「４０～６４歳」が４０人、「６５歳以上」が１１人とな

っています。「１８～３９歳」が最も多く、全体の４７．４パーセントを占めています。

平成２８年度以降の推移をみると、年度によって増減があるものの、少しずつ増加傾向に

あります。特に「１８～３９歳」の増加幅が大きく、平成２８年度からの５年間で２１人

増加しています。 
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４．療育手帳所持者の状況  

（１）年代別 療育手帳所持者数 

 
出典：「障がい福祉課資料」（３月 31日時点） 

令和２年度の年代別 療育手帳所持者数は、「０～１７歳」が４９８人、「１８～３９歳」

が８８０人、「４０～６４歳」が５６０人、「６５歳以上」が１７４人と、「１８～３９歳」

が全体の４１．７パーセントを占めています。平成２８年度以降の推移をみると、「０～

１７歳」は減少傾向、「１８～３９歳」・「４０～６４歳」・「６５歳以上」は増加傾向にあ

ります。 

（２）程度別 療育手帳所持者数 

 
出典：「障がい福祉課資料」（３月 31日時点） 

令和２年度の程度別 療育手帳所持者数は、「重度（Ａ１）」が６７３人、「中度（Ａ２・

Ｂ１）」が５７８人、「軽度（Ｂ２）」が８６１人と、「軽度（Ｂ２）」が全体の４０．８パー

セントを占めています。平成２８年度以降の推移をみると、「重度（Ａ１）」と「軽度（Ｂ

２）」は増加傾向、「中度（Ａ２・Ｂ１）」は横ばい傾向にあります。 
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（３）障害支援区分別 療育手帳所持者数 

 
出典：「松本広域連合資料」（３月 31日時点） 

令和２年度の障害支援区分別療育手帳所持者数は、「非該当」が０人、「区分１～２」

が５１人、「区分３～４」が８７人、「区分５～６」が７７人となっています。平成２８

年度以降の推移をみると、年度によって増減が大きいものの、「区分５～６」の程度が高

く支援を必要とする方が最も多い年度が多くなっています。 

 

（４）年代別・程度別 療育手帳所持者数（令和２年度） 

 
出典：「障がい福祉課資料」（令和３年３月 31日時点） 

令和２年度の年代別・程度別療育手帳所持者数をみると、０～１７歳、１８～３９歳

で「軽度（Ｂ２）」が最も多くなっているものの、４０～６４歳では「中度（Ａ２・Ｂ

１）」、６５歳以上では「重度（Ａ１）」が最も多くなっています。「重度（Ａ１）」・「軽度

（Ｂ２）」は１８～３９歳をピークに減少、「中度（Ａ２・Ｂ１）」は４０～６４歳をピー

クに減少しています。 
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５．精神障害者保健福祉手帳等所持者の状況  

（１）年代別 精神障害者保健福祉手帳所持者数 

 
出典：「障がい福祉課資料」（３月 31日時点） 

令和２年度の年代別精神障害者保健福祉手帳所持者数は、「０～１７歳」が８４人、「１８～

３９歳」が８０２人、「４０～６４歳」が１，４８０人、「６５歳以上」が５４９人と、「４０

～６４歳」が全体の５０．８パーセントを占めています。平成２９年度以降の推移をみると、

いずれの年齢区分も増加傾向にあります。特に「４０～６４歳」の増加幅が大きくなっていま

す。 

（２）等級別 精神障害者保健福祉手帳所持者数 

 
出典：「障がい福祉課資料」（３月 31日時点） 

令和２年度の等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数は、「１級」が１，１９３人、

「２級」が１，４８１人、「３級」が２４１人と、「２級」が全体の５０．８パーセント

を占めています。平成２９年度以降の推移をみると、いずれの等級も増加傾向にありま

す。特に「２級」の増加幅が大きくなっています。 
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（３）障害支援区分別 精神障害者保健福祉手帳所持者数 

 
出典：「松本広域連合資料」（３月 31日時点） 

令和２年度の障害支援区分別精神障害者保健福祉手帳所持者数は、「非該当」が０人、「区

分１～２」が１１２人、「区分３～４」が３６人、「区分５～６」が６人となっています。

平成２８年度以降の推移をみると、「区分１～２」の程度が低く支援を必要とする方が大半

を占める傾向が続いています。 

（４）年代別・等級別 精神障害者保健福祉手帳所持者数（令和２年度） 

 
出典：「障がい福祉課資料」（令和３年３月 31日時点） 

令和２年度の年代別・等級別 精神障害者保健福祉手帳所持者数をみると、６５歳以

上を除く年齢区分で「２級」が最も多く、６５歳以上で「１級」が最も多くなっていま

す。また、６５歳未満は年齢区分が高くなるほどいずれの等級も多くなっているものの、

６５歳以上では減少しています。 
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（５）自立支援医療（精神通院医療）受給者数 

 
出典：「障がい福祉課資料」（３月 31日時点） 

令和２年度の自立支援医療（精神通院医療）受給者数は、４，９７８人となっていま

す。平成２８年度以降の推移をみると、平成２９年度に一旦減少したものの、その後は

増加傾向が続いています。 

 

（６）年代別 自立支援医療（精神通院医療）受給者数 

 
出典：「障がい福祉課資料」（３月 31日時点） 

令和２年度の年代別自立支援医療（精神通院医療）受給者数は、「０～１７歳」が

１５７人、「１８～３９歳」が１，５８５人、「４０～６４歳」が２，４３９人、

「６５歳以上」が７９７人と、「４０～６４歳」が全体の４９．０パーセントを占め

ています。平成２９年度以降の推移をみると、「０～１７歳」を除く年齢区分で増加

傾向にあります。「０～１７歳」は増減を繰り返しており、１４０人台から１５０人

台で推移することが多くなっています。 
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（７）精神障害者保健福祉手帳の有無別・自立支援医療（精神通院医療）受給の有無別の人数  

 
出典：「障がい福祉課資料」（３月 31日時点） 

令和２年度の精神障害者保健福祉手帳の有無別・自立支援医療（精神通院医療）受

給の有無別の人数は、「手帳は所持していないが、自立支援医療を受給している方」

が２，６９２人と最も多く、次いで「手帳を所持しているし、自立支援医療も受給し

ている方」が２，２１１人、「手帳を所持しているが、自立支援医療は受給していな

い方」が７３０人となっています。平成２９年度以降の推移をみると、いずれも増加

傾向にあります。特に「手帳は所持していないが、自立支援医療を受給している方」

の増加幅が大きくなっています。 
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６．障がいのある方の就労・就学状況  

 

（１）障がいのある方の雇用状況（民間企業） 

≪雇用率≫ 

 
≪法定雇用率達成企業割合≫ 

 
出典：ハローワーク松本管内「ハローワーク松本管内における『障害者雇用状況』の集計結果」（６月１日時点） 

長野県「長野県内の民間企業における『障害者雇用状況』の集計結果」（６月１日時点） 

全国「障害者雇用状況の集計結果（厚生労働省）」（６月１日時点） 

令和２年度の民間企業での雇用率は、「ハローワーク松本管内」が２．０４パーセント、

「長野県」が２．２５パーセント、「全国」が２．１５パーセントと、「ハローワーク松

本管内」は令和２年６月１日時点の民間企業の法定雇用率２．２パーセントに達してい

ません。平成２８年度以降の推移をみると、いずれも増加傾向にあります。 

令和２年度の法定雇用率達成企業割合は、「ハローワーク松本管内」が５５．６パーセ

ント、「長野県」が５８．８パーセント、「全国」が４８．６パーセントとなっています。

平成２８年度以降の推移をみると、いずれも平成３０年度に大きく減少し、その後は少

しずつ増加しています。 
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（２）特別支援学校に通っている児童・生徒数 

 
出典：「松本市教育要覧 特別支援学級及び通級指導教室調査 学齢簿」（５月１日時点） 

令和３年度の特別支援学校に通っている小学部児童は１２１人、中学部生徒は７５人

となっています。平成２８年度以降の推移をみると、小学部・中学部ともに大きな増減

はないものの、近年小学部児童は増加傾向、中学部生徒は減少傾向にあります。 

 

（３）松本市内の特別支援学校の幼児・児童・生徒数 

 
出典：「長野県教育委員会事務局特別支援教育課調べ」（５月１日時点） 

令和３年度の松本市内にある特別支援学校（幼稚部、小学部、中学部、高等部、専攻

科）に通っている幼児・児童・生徒は４３３人となっています。平成２８年度以降の推

移をみると、全体では４１０人台から４３０人台で推移しており、令和元年度以降、寿

台養護学校の在校生が１００人台と増加傾向にあります。 
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（４）特別支援学級・通級指導教室の状況（小学校） 

 
出典：「松本市教育要覧 特別支援学級及び通級指導教室調査 学齢簿」（５月１日時点） 

※平成２８年度以降、特別支援学級設置校は２５校、通級指導教室設置校は６校です。 

令和３年度の特別支援学級児童数は７２９人、通級指導教室児童数は１３０人となっ

ています。また、特別支援学級数は１２０級となっています。平成２８年度以降の推移

をみると、いずれも増加傾向にあります。平成２８年度からの５年間で、特別支援学級

児童数、通級指導教室児童数ともに１．５倍程度増加しています。 

（５）特別支援学級・通級指導教室の状況（中学校） 

 
出典：「松本市教育要覧 特別支援学級及び通級指導教室調査 学齢簿」（５月１日時点） 

※平成２８年度以降特別支援学級設置校は１６校、平成２９年度以降通級指導教室設置校は１校です。 

令和３年度の特別支援学級生徒数は３０３人、通級指導教室生徒数は２１人となって

います。また、特別支援学級数は５８級となっています。平成２８年度以降の推移をみ

ると、いずれも増加傾向にあります。 
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（６）放課後児童クラブに通っている要支援児童数 

 
出典：「こども育成課資料」（３月 31日時点） 

※本市では、障がいのある児童以外にも、手帳の有無・医師の診断の有無にかかわらず非常に手がかかる・目を離すこ

とができない児童を「要支援児童」と呼んでおり、各施設の「要支援児童」の人数に応じて職員の増配等を行ってい

ます。ここでは、その「要支援児童」の人数を掲載しています。 

令和３年度の放課後児童クラブに通っている要支援児童数は、１４３人となっていま

す。平成２８年度以降の推移をみると、平成２９年度及び平成３０年度をピークに減少

傾向に転じています。 
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７．アンケート調査 ※資料編（第６章）から抜粋  

【身体障害者手帳所持者：問 32、療育手帳所持者：問 31、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 32】 

（１）あなたにとって、現在の困った時の相談体制は十分だと思いますか。 

 

身体障害者手帳所持者は、「ある程度そう思う」が４２．７パーセントと最も多く、次い

で「あまりそう思わない」が２１．３パーセント、「わからない」が１８．９パーセントな

どとなっています。また、『そう思う』（とてもそう思う＋ある程度そう思う）は４７．２

パーセント、『そう思わない』（まったくそう思わない＋あまりそう思わない）は３１．０

パーセントと、『そう思う』が半数近くで多くなっています。 

療育手帳所持者は、「ある程度そう思う」が４０．２パーセントと最も多く、次いで「わ

からない」が２０．１パーセント、「あまりそう思わない」が１８．８パーセントなどとな

っています。また、『そう思う』は５０．１パーセント、『そう思わない』は２６．０パー

セントと、『そう思う』が約半数で多くなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「ある程度そう思う」が３５．４パーセントと最も多

く、次いで「あまりそう思わない」が３０．０パーセント、「まったくそう思わない」が 

１７．２パーセントなどとなっています。また、『そう思う』は４０．０パーセント、『そ

う思わない』は４７．２パーセントと、『そう思わない』が半数近くで多くなっています。 

 

  

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

4.5 

9.9 

4.6 

42.7 

40.2 

35.4 
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18.8 

30.0 

9.7 

7.2 

17.2 
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20.1 

11.4 

2.8 

3.8 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とてもそう思う ある程度そう思う

あまりそう思わない まったくそう思わない

わからない 無回答



22 

 

【身体障害者手帳所持者：問 33、療育手帳所持者：問 32、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 33】 

（２）あなたは、今後福祉や生活に関する相談体制として、どのようなことを希望しますか。 

（複数回答可能：３つまで） 

 

身体障害者手帳所持者は、「どんな時にどこに相談したら良いか、わかるようにし

てほしい」が５６．７パーセントと最も多く、次いで「１か所で色々な問題について

相談できるようにしてほしい」が３１．８パーセント、「休日・夜間などでも必要な

時にすぐ相談できるようにしてほしい」が２０．４パーセントなどとなっています。 

療育手帳所持者は、「どんな時にどこに相談したら良いか、わかるようにしてほし

い」が５４．２パーセントと最も多く、次いで「１か所で色々な問題について相談で

きるようにしてほしい」が３１．９パーセント、「休日・夜間などでも必要な時にす

ぐ相談できるようにしてほしい」が１９．３パーセントなどとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「どんな時にどこに相談したら良いか、わかる

ようにしてほしい」が５６．２パーセントと最も多く、次いで「１か所で色々な問題

について相談できるようにしてほしい」が２９．６パーセント、「休日・夜間などで

も必要な時にすぐ相談できるようにしてほしい」が２８．６パーセントなどとなって

います。 
 

  

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n=500）

どんな時にどこに相談したら良いか、
わかるようにしてほしい

１か所で色々な問題について
相談できるようにしてほしい

休日・夜間などでも
必要な時にすぐ相談できるようにしてほしい

住んでいるところの近くで相談できる場がほしい

相談員の資質向上を図ってほしい

個人情報の取り扱いに十分な配慮をしてほしい

電話やＦＡＸ、メールなどでの相談を
受け付けてほしい

施設入所者の相談にも対応できるよう、
訪問相談を実施してほしい

乳幼児期における相談体制を充実してほしい

その他

特にない

無回答
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【身体障害者手帳所持者：問 19－１、療育手帳所持者：問 18－１、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 19－１】  

（３）あなたは、今後どのように暮らしたいですか。 

 

身体障害者手帳所持者は、「わからない」が２５．３パーセントと最も多く、次いで

「家族と一緒に暮らしたい」が１７．７パーセント、「１人で暮らしたい」、「施設で暮ら

したい」がそれぞれ１６．５パーセントなどとなっています。また、『自宅で暮らしたい』

（１人で暮らしたい＋家族と一緒に暮らしたい）は３４．２パーセント、『入所・入院な

どをしたい』（グループホームなどで暮らしたい＋施設で暮らしたい＋病院に入院したい）

は２４．１パーセントと、『自宅で暮らしたい』が３割を超えて多くなっています。 

療育手帳所持者は、「グループホームなどで暮らしたい」が３０．８パーセントと最も

多く、次いで「１人で暮らしたい」が２８．８パーセント、「わからない」が１７．３ 

パーセントなどとなっています。また、『自宅で暮らしたい』は４２．３パーセント、

『入所・入院などをしたい』は３８．５パーセントと、『自宅で暮らしたい』が４割を超

えて多くなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「わからない」が３１．９パーセントと最も多く、

次いで「１人で暮らしたい」が２３．９パーセント、「家族と一緒に暮らしたい」が  

１０．６パーセントなどとなっています。また、『自宅で暮らしたい』は３４．５パーセ

ント、『入所・入院などをしたい』は１３．３パーセントと、『自宅で暮らしたい』が 

３割を超えて多くなっています。 
 

 

  

身体障害者手帳所持者
（n= 79）

療育手帳所持者
（n= 52）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=113）

16.5 

28.8 

23.9 
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１人で暮らしたい

家族と一緒に暮らしたい

グループホームなどで暮らしたい

施設で暮らしたい

病院に入院したい

その他

わからない

無回答
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【身体障害者手帳所持者：問 39、療育手帳所持者：問 38、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 39】 

（４）あなたは、障がいのある方への差別や偏見があると思いますか。 

 

身体障害者手帳所持者は、「ある」が４２．９パーセントと最も多く、次いで「わか

らない」が３３．３パーセント、「ない」が１６．６パーセントとなっています。 

療育手帳所持者は、「ある」が４８．８パーセントと最も多く、次いで「わからない」

が３５．７パーセント、「ない」が１１．３パーセントとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「ある」が５６．２パーセントと最も多く、次い

で「わからない」が２９．０パーセント、「ない」が９．８パーセントとなっています。 

 

 

 

  

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

42.9 

48.8 
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11.3 
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29.0 
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4.3 

5.0 
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ある ない わからない 無回答 A
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【身体障害者手帳所持者：問 22、療育手帳所持者：問 21、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 22】 

（５）あなたは、今後、仕事（施設・会社）についてどのように考えていますか。 

 

身体障害者手帳所持者は、「働いており、同じところで働き続けたい」が２５．７パーセ

ントと最も多く、次いで「特に考えていない」が１７．７パーセント、「働いていないが、

仕事を見つけて働きたい」が１４．１パーセントなどとなっています。 

療育手帳所持者は、「働いており、同じところで働き続けたい」が３０．８パーセントと

最も多く、次いで「働いていないが、仕事を見つけて働きたい」が２９．２パーセント、

「わからない」が１２．１パーセントなどとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「働いていないが、仕事を見つけて働きたい」が  

２６．８パーセントと最も多く、次いで「働いており、同じところで働き続けたい」が 

１９．２パーセント、「わからない」が１５．４パーセントなどとなっています。 
 

 

 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n=500）

働いており、同じところで働き続けたい

働いているが、今とは別の仕事をしたい

働いているが、仕事はもうしたくない

働いていないが、仕事を見つけて働きたい

働いておらず、これからも働きたくない

働いていないが、
生活できるため働かなくても良い

その他

特に考えていない

年齢や健康を理由に働けない

わからない

無回答

19.2 

9.4 

2.8 

26.8 

7.2 

4.2 

1.4 

7.2 

1.0 

15.4 

5.4 

0％ 20％ 40％

30.8 

5.6 

0.3 

29.2 

3.2 

2.1 

0.5 

7.0 

1.6 

12.1 

7.5 

0％ 20％ 40％

25.7 

5.0 

3.2 

14.1 

4.5 

9.3 

0.8 

17.7 

3.0 

8.5 

8.1 

0％ 20％ 40％
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２ 現状と課題  

（１）相談支援体制 
 

近年、障がい者を取り巻く環境は複雑化・複合化しています。障がいがあっても安心

して生活するためには、本人やその家族だけでは解決できない困りごとが生じた場合、

その解決方法を見出せるような助言等を受けられる相談先が必要です。 

アンケート調査では、困った時の相談体制について、ある程度は十分であるという評

価がある一方で、身体・知的障がい者では約３割、精神障がい者では約５割の方が、

「そう思わない」という評価をしています。また、「どんな時にどこに相談したら良い

か、わかるようにしてほしい」、「１か所で色々な問題について相談できるようにして

ほしい」という声があることから、関係機関と連携を図りながら本人やその家族のライ

フステージに沿った切れ目のない相談支援体制を整備することで、様々な障がいに対応

した障害福祉サービスの提供につなげることができると考えられます。 

 
（２）暮らしと理解 

 

地域、学校、社会等あらゆる場において、障がいのある人もない人も相互に人格と個

性を尊重できるよう共生社会の実現に努める必要があります。障がいのある人が、安心

して自分らしく暮らしていくには、地域の方やその周囲の理解や支援が重要です。 

アンケート調査から「あなたは、今後どのように暮らしたいですか」の問いに対し

て、「家族と一緒に暮らしたい」、「１人で暮らしたい」、「グループホームや施設で

暮らしたい」等、様々な考えがあることがわかります。 

また、「障がいのある人への差別や偏見があると思いますか」の問いに対して、障が

い種別に関係なく、「ある」が最も多く、特に、精神障がい者では半数を超えて多いこ

とから、障がい者が、地域の一員として胸を張って自分らしい暮らしができる体制の整

備と障がいへの理解促進が必要だと考えられます。 

 
（３）就労と活動 

 

働く意欲のある障がい者が、その適性に応じて能力を十分に発揮することができるよ

う支援することは、人生の生きがいの実感につながることとして大切です。さらに、障

がい者が、遠慮することなく社会参加できる機会や環境も同様に大切なことです。 

アンケート調査では「あなたは、今後、仕事（施設・会社）についてどのように考え

ていますか」の問いに対して、「同じところで働き続けたい」、「働いていないが、仕

事を見つけて働きたい」と就労に対して積極的に考えている声があります。障がい者の

社会参加は、障がい者の自立につながるために大切なことであると捉え、障がいがあっ

ても生きがいや役割を持ち、暮らし続けるよう支援することが必要です。 
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 第３章  計画の基本的考え方  

１ 基本理念  

近年、障害者基本法の改正や新たな関連法の施行及び制度改革に伴い、障がい

者を取り巻く環境は大きく変化し、障害福祉サービス利用者の大幅な増加や、障

がいのある人の地域生活への移行等が進められています。このような状況の中、

障がいのある人やその家族が抱えている不安や心配ごとを取り除き、住み慣れた

地域で安心して生活できるまちづくりを推進していくため、本計画の基本理念は、

松本市総合計画『基本構想２０３０・第１１次基本計画』の障がい福祉に関する

まちづくりの基本目標や政策の方向を踏まえ、“

”とします。 

 

 

 

２ 基本施策の設定  

基本理念の実現に向け、国が示す障がい者施策に基づくとともに、アンケート

調査の結果等を踏まえ、障がいのある人の自立と社会参加の支援のための施策を

総合的に実施するために、第３次計画の大幅な見直しを行いました。計画の柱と

して３つの基本目標を設定し、その目標を実現するために７つの基本施策を位置

付け、そのうち３つを重点施策としています。 
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３ 基本目標  

本計画は、前項の考え方に沿って基本理念を実現するため、以下の３つを基本

目標とします。 

 

基本目標 Ⅰ  障がいのある人に対する支援体制の整備 

障がい者が地域で自分らしく自立した生活をしていくためには、主体的に社会

との関わりを持つことが重要です。相談支援体制の充実を図り、幼児期から将来

を見据えた療育・教育の取組みを進め、障がいの状況に応じた一人ひとりの個性

や可能性を伸ばし、社会の一員として自立し、生活を営む力を育みます。 

また、障がい福祉教育を推進することで「福祉」意識の醸成を促進し、地域共

生社会の実現を目指して取組みを進め、さらに、福祉人材の育成を支援し、地域

福祉の推進を促します。 

 

 

 

  基本目標 Ⅱ  障がいのある人の心豊かな暮らしの支援 
 

地域生活の移行の進展やニーズの高まりを受け、生活・居住基盤の整備に計画

的に取り組み、障がいのある人が、住みなれた地域で安心して暮らし続けられる

よう希望する暮らしの支援、自立の促進を図ります。 

また、権利擁護の推進を図り、障がいによる差別のない地域社会を目指し、障

がいへの理解促進に取り組みます。 

 

 

基本目標 Ⅲ  障がいのある人の就労及び地域活動の支援 

地域での「暮らし」と「自立した生活」を支援、促進することを目的に、就労

の機会づくり、定着・継続のための相談等生活支援を行います。 

また、生きがいのある生活を送れるよう、地域活動や芸術・文化、スポーツ等

へ参加しやすい環境づくりや参加の機会づくりを行うほか、関係団体等と連携し、

活動を通した障がいのある人の社会参加を促進します。 
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４ 施策の体系  

以下の体系に沿って、総合計画や関連計画と連携を図りながら、施策を実施します。 

基本 
理念 基本目標 基本施策 施策の方向 

一
人
ひ
と
り
が
尊
重
さ
れ 

互
い
に
支
え
合
い
認
め
合
え
る 

共
生
の
ま
ち 

 

Ⅰ 

障がいのある人に 

対する支援体制の 

整備 

１ 

包括的相談支援体制の 

整備 

（重点施策） 

⑴ 各種支援の一体的な実施 

⑵ 相談支援体制の充実 

２ 

重度障がい児（者） 

支援の充実 

（重点施策） 

⑴ 強度行動障がい・医療的ケア支援 

⑵ 教育・福祉分野と連携した受入環境整備  

⑶ 福祉人材育成と確保 

Ⅱ 

障がいのある人の 

心豊かな暮らしの 

支援 

３ 
地域における生活支援 

の推進 

⑴ 地域生活支援体制の整備 

⑵ 住まいの場の整備 

⑶ 地域生活を目指す体験の機会の提供 

４ 障がい者理解の促進 

⑴ 虐待防止の徹底 

⑵ 差別解消と合理的配慮の促進 

⑶ 理解を深める機会の充実 

５ 意思決定の尊重 

⑴ 権利擁護の推進 

⑵ 手話通訳・要約筆記の充実 

Ⅲ 

障がいのある人の 

就労及び地域活動 

の支援 

６ 
就労支援の充実 

（重点施策） 

⑴ 就業機会の拡大と受注機会の確保 

⑵ 就学から就労への連携 

⑶ 就労支援の充実 

７ 
学習・文化芸術活動等 

の参加 

⑴ 交流機会や場の推進 

⑵ 生涯学習・スポーツ活動への参加の促進  

⑶ 文化芸術活動への参加の促進 
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主な取組み 

地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の構築 精神障がいのある人に対応した地域包括ケアシステムの構築  

緊急時の支援 日中活動の支援 

多様な障がいの方への支援 相談支援体制の整備 

生活困窮者自立支援事業 計画相談支援事業の整備 

ＩＣＴの活用  福祉サービス等の情報提供の充実 

情報の共有と個人情報の保護 ピアサポート活動支援 

障がい特性に配慮した情報提供 障がいの発見からの適切な支援 

居宅介護 重度訪問介護 

行動援護 重度障害者等包括支援 

短期入所 療養介護 

生活介護 施設入所支援 

共同生活援助 重度身体障害者日常生活用具給付事業 

訪問入浴 日中一時支援 

強度行動障がい・医療的ケア支援 身体障がい者住宅整備事業 

強度行動障がい者住宅整備事業 強度行動障がいに対応するための施設改修事業 

重層的支援体制整備 児童発達支援事業 

放課後等デイサービス事業 居宅訪問型児童発達支援 

地域移行支援 地域定着支援 

松本圏域障がい者相談支援センター事業 手話通訳者派遣事業 ／ 要約筆記派遣事業 

手話通訳者派遣事業 ／ 要約筆記派遣事業 重度身体障害者日常生活用具給付事業 

松本市あいサポーター研修 ひとり暮らし体験事業 

移動支援 災害時要援護者支援プラン推進事業 

障害福祉サービスの質の向上  

啓発活動の推進 虐待の防止 

合理的配慮の理解促進 身体障害者補助犬法の周知 

人権教育の推進 市職員に対する障がい者理解の周知・啓発 

成年後見制度利用促進 成年後見支援センター 

手話通訳者派遣事業 ／ 要約筆記派遣事業 点字広報発行事業 

声の広報発行事業  

障がい者就労支援訓練事業 就労機会確保事業 

重度障がい者等に対する通勤等支援業務 障がい者雇用理解促進業務 

障がい者理解広報啓発業務（あいサポート運動） 松本市職員採用試験（障がい者枠） 

障がい者優先調達の推進 一般就労者の就労支援業務 

養護学校と連携した就労支援業務 就労継続支援事業所ネットワーク 

就労に関する相談窓口、支援制度の周知 就労支援体制の整備 

就労支援業務 職場定着支援業務 

福祉的就労から一般就労への移行推進 

移動支援 障がい者スポーツ大会 

聴覚障がい者と学ぶ成人学校事業 手話通訳者・要約筆記者派遣事業 

長野県障がい者文化芸術祭作品展  



 第４章 基本施策  

基本目標Ⅰ 障がいのある人に対する支援体制の整備 
基本施策１ 包括的相談支援体制の整備（重点施策） 
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 第４章  基本施策  

基本目標Ⅰ 障がいのある人に対する支援体制の整備 

 基本施策１ 包括的相談支援体制の整備 （重点施策）  

 ■ 現状と課題  

障がいのある人が地域で自立した生活をしていく上で、本人や家族だけでは解

決できない困りごとが生じた場合、その生じている困りごとについて、より良い

解決の方法を助言し、安心して生活を送ることができるよう支援する必要があり

ます。そのためには、本人や家族のライフステージに沿った切れ目のない相談支

援体制や障がいの特性や状況に応じた支援体制を、関係機関と連携を図りながら

構築する必要があります。 

近年、少子高齢化、単身世帯の増加、地縁・血縁の希薄化などが進み、障がい

者を取り巻く環境は一層複雑化・複合化しています。高齢・障がい・子ども・貧

困といった各分野での取組みを充実させ、必要に応じて分野を超えた包括的な相

談支援体制構築が求められています。 

また、これらの相談支援体制や相談できる窓口について、市民に分かりやすい

情報提供を行っていく必要があります。 

 

 ■ 施策の方向  

⑴ 各種支援の一体的な実施 

障がい者を取り巻く環境は複雑化・複合化し、本人への支援の相談だけでは

なく、８０５０問題、ヤングケアラーなど、家族も問題を抱えている場合があ

ることから一体的に支援することが求められる場合があります。あるぷキッズ

支援室や地域包括支援センターなど各分野の関係機関と連携し、課題を解決す

る仕組みづくりに取り組みます。 

⑵ 相談支援体制の充実 

１８歳に到達したときの障害福祉サービス、さらには、６５歳に到達してか

らの介護保険サービスへの移行といった制度の狭間において、切れ目のない支

援ができるよう関係機関との連携を強化します。 

また、障がい者やその家族からの多様な相談内容に応じることができるよう、

関係機関との連携を図りながら、個別性を意識した相談窓口の充実と必要な支

援につなげる市民に身近な相談支援体制の充実を目指します。 
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 ■ 主な取組み  

項 目 取 組 み の 概 要 

地域共生社会の実現に
向けた包括的な支援体
制の構築 

高齢者、障がい者、子育て世帯等市民の誰もが尊厳を保ち、可能な限
り住み慣れた地域で最期まで暮らし続けることができるよう、基幹相談
支援センターや総合相談支援センターを中心にした相談支援体制を整
え、複雑化・複合化した課題に対して、スピード感を持って対応します。 

精神障がいのある人に
対応した地域包括ケア
システムの構築 

精神障がい者が、胸を張って地域の一員として自分らしい暮らしができ
るよう、医療（精神科医療・一般医療）、障がい福祉・介護、住まい、社会
参加（就労）及び地域の助け合いが包括的に確保された地域包括ケア
システムの構築を目指します。また、障がいだけではなく、経済的問題
や介護、生活支援など複合的課題について、一体的な支援を行います。 

緊急時の支援 

これまで支援が行き届かなかった障がいのある人にも支援が届くような
アプローチとして、市及び相談支援事業所が中心となり、介護者の急な
疾病等から、在宅の生活を継続することが困難となった場合等の緊急
時における相談窓口の整備、障害福祉サービス事業所と連携した一時
的な居室の確保を行います。 

日中活動の支援 
介護を目的としたデイサービス、創作活動等を実施する地域活動支援
センターでは、障がいのある人がいきいきとした日常生活が送れるよ
う、継続的にサービス提供に努めるとともに、事業所の充実を図ります。 

多様な障がいの方への
支援 

難病、高次脳機能障害、発達障がいの方には、個々の状態に応じて、手
帳取得の案内、障害福祉サービスの提供に努めます。また、発達に心配
のある子どもや発達障がいの子どもと保護者を、専門職チームが継続
して総合的に支援していく「あるぷキッズ支援事業」の更なる充実を図
ります。 

相談支援体制の整備 

地域包括ケアの考え方を念頭に、障がいのある人や家族が身近な地域
で相談支援を受けることができるよう、様々な障がい種別に対応すると
ともに、世帯の複合的なニーズやライフステージの変化に柔軟に対応で
きるよう、制度を超えた横断的かつ一体的な相談支援を提供できる体
制を整備します。また、体制の整備に当たっては、個別のニーズ増加を
鑑み、伴走的な支援が可能となる適切な人員の確保に努めます。 

生活困窮者自立支援
事業 

生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に応じ、抱えている課題を適
切に評価・分析し、その課題を踏まえた「自立支援計画」を作成するなど
の支援を行います。また、課題に応じて専門の関係機関へのつなぎや
調整を行います。 

計画相談支援事業の整
備 

相談支援専門員の人材確保、研修の実施など、障がい福祉サービス利
用に必要な支援体制の充実を図ります。また、相談支援事業所等にお
いて、サービス利用者にサービス等利用計画の作成とモニタリングを実
施します。 

ＩＣＴの活用 
可能な限り来庁せず、誰でも簡単に申請や相談ができるよう、様々な手
続きのオンライン化を進めます。また、障がいに配慮した通信媒体等の
活用促進を図る等情報のバリアフリー化を目指します。 



 第４章 基本施策  

基本目標Ⅰ 障がいのある人に対する支援体制の整備 
基本施策１ 包括的相談支援体制の整備（重点施策） 
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項 目 取 組 み の 概 要 

福祉サービス等の情報
提供の充実 

必要な情報をメールやSNSなどで配信し、適時適切な情報提供に努め
ます。また、重度障がい等で情報が得られにくい方については、必要に
応じて市ケースワーカーが訪問等を実施し、よりきめ細かな方法でサー
ビス情報を提供します。 

情報の共有と個人情報
の保護 

相談者に対する総合的な支援を行うため、関係機関が連携することが
重要となります。個人情報の取扱いについて、十分配慮することはもち
ろん、相談者の同意を得ながら、支援者との情報共有を行います。 

ピアサポート活動支援 
障がい者やその家族が互いの悩みを共有したり、情報交換したりでき
る交流会活動を支援します。また、ピアサポーター養成講座を開催しま
す。 

障がい特性に配慮した
情報提供 

点字広報、声の広報の発行、各種催しへの手話通訳・要約筆記の派遣
等、障がい特性に配慮した情報提供、意思疎通を支援する事業の充実
に努めます。 

障がいの発見からの適
切な支援 

乳幼児健康診査、相談等で障がいが発見された場合、医療機関やある
ぷキッズ支援室、児童発達支援事業所等、障がいの状況により適切な
支援につながるよう、庁内の関係課及び関係機関が連携し、相談支援
体制の充実を図ります。 
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 基本施策２ 重度障がい児（者）支援の充実 （重点施策）  

 ■ 現状と課題  

松本市での重度の障がい者の割合は、身体障害者手帳１・２級が４９パーセント、

療育手帳Ａ判定が３０パーセント、精神保健福祉手帳１・２級が８８パーセントと

なっています。 

その中で、重症心身障がい者は、平成２８年度の１１５人から令和２年度には

１５６人と増加し、強度行動障がい者は令和３年度現在２０４人です。今後も、

毎年２名から５名の当該障がい者が養護学校を卒業することが見込まれています。 

障害福祉サービスについては、軽・中度の障がい者に対応できる居宅介護、就

労継続支援事業所、グループホーム等の社会資源の整備が進んできましたが、強

度行動障がいや医療的ケアのある障がい児・者などの重度障がい者に対応できる

福祉サービスは、整備が進んでいない状況にあります。 

医療的ケアのある障がい児・者を受入れ可能な施設は、松本市の南部に集中し

ており、市北部の当該障がい者は福祉サービスを利用することが難しい状況です。

また、利用に当たっての移動が大変難しいため、福祉サービスを利用する際の障

壁となっています。 

強度行動障がい者については、利用できるサービスが不足しているため、県外

や松本障がい保健福祉圏域外の施設又は在宅で家族の負担により当該障がい者を

支えているのが現状です。 

重度の障がい児・者は多くの福祉サービスの活用が必要ですが、教育、児童福

祉、障がい福祉及び介護保険の制度の違いによりサービスの継続性が問題となる

ことがあります。 

 

 ■ 施策の方向  

⑴ 強度行動障がい・医療的ケア支援  

強度行動障がい者や医療的ケアのある障がい児・者を提供する事業所は少な

く、今後整備を図る必要があります。 

ア 強度行動障がい 

（ア）在宅支援については、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援

の拡充を図ります。 

（イ）日中の支援として当該障がいに対応する生活介護の整備及び日中一時支

援事業に強度行動障がい者の単価を設定します。 

（ウ）地域の居場所として、当該障がいを受け入れ可能なグループホームの整

備を進めます。 

イ 医療的ケアのある障がい児・者 

市北部に重症心身障がい児・者の児童発達支援事業、放課後等デイサービ

ス、生活介護等の日中支援や短期入所等の支援の拠点整備を進めます。 

医療的ケアが必要な障がい児の総合的な支援体制構築のために、関係機関

との連携や支援を調整するコーディネーターを配置していきます。 



 第４章 基本施策  

基本目標Ⅰ 障がいのある人に対する支援体制の整備 
基本施策２ 重度障がい児（者）支援の充実（重点施策） 
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⑵ 教育・福祉分野と連携した受入環境整備  

強度行動障がいは、知的障がい者に多い二次障がいです。教育、福祉、医療

が連携し、障がいを作らない支援の方法を研究します。 

重度の障がい者は、福祉サービスを多く利用していますが、児童福祉から障

がい福祉、障がい福祉から高齢福祉に切り替わるときに適切な福祉サービスを

適用することができるよう体制を構築します。 

⑶ 福祉人材の育成と確保  

強度行動障がいの受入態勢を整える事業所に対して支援する仕組みの創設や、

既に重度の障がい者を受け入れている事業所に対する補助金の創設を検討しま

す。 

また、松本障がい保健福祉圏域の市村、基幹相談支援センター等と連携し、重

度の障がい者に対するサービス向上のための研修会を開催します。その他、手話

奉仕員養成講座やガイドヘルパー養成講座開催による支援者の人材育成や人材確保

に努めます。 

 

 ■ 主な取組み  

項 目 取 組 み の 概 要 

居宅介護 

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調
理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般に
わたる援助を行います。 
障がいのある人の地域での生活を支えるために基本となるサービス
で、利用者本人のために使われるサービスです。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由又は重度の知的障がい若しくは精神障がいがあり
常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入
浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関す
る相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の
介護を総合的に行います。 
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供するこ
とで、常に介護が必要な重い障がいがある人でも、在宅での生活が続
けられるように支援します。 

行動援護 

行動に著しい困難を有する知的障がいや精神障がいのある人が、行動
する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における
移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援
助を行います。 
障がいの特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、
知的障がいや精神障がいのある人の社会参加と地域生活を支援しま
す。 
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項 目 取 組 み の 概 要 

重度障害者等包括支
援 

四肢全てに麻痺等があり寝たきり状態にある人、障害支援区分の行動
関連項目１０点以上障がいを有する方が対象のサービスです。 
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、
自立訓練、就労移行支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援
助（外部サービス利用除く）の１１のサービスから選んで組み合わせるこ
とができます。 

短期入所 

自宅で介護を行っている方が病気等の理由により介護を行うことがで
きない場合に、障がいのある人に障害者支援施設や児童福祉施設等に
短期間入所し、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。 
このサービスは、介護者のレスパイトサービス（休息）としての役割も担
っています。 

療養介護 

病院において医療的ケアを必要とする障がいのある人のうち常に介護
を必要とする方に対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、
療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の
世話を行います。 
また、療養介護のうち医療に関わるものを療養介護医療として提供しま
す。 

生活介護 

障害者支援施設や通所施設において、常に介護を必要とする方に対し
て、主に昼間において、身体介護や家事援助、生活等に関する相談・助
言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の
提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行いま
す。 

施設入所支援 

施設に入所する障がいのある人に対して、主に夜間において、入浴、排
せつ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生
活上の支援を行います。 
生活介護等の日中活動とあわせて、こうした夜間等におけるサービスを
提供することで、障がいのある人の日常生活を一体的に支援します。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

障がいのある人に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で
相談、入浴、排せつ又は食事の介護、その他の日常生活上の援助を行
います。 
このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による
身体・精神状態の安定等が期待されます。 

重度身体障害者日常
生活用具給付事業 

重度障がいのある人等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具
の給付又は貸与を行います。 
日常生活用具を使用することにより、介護者の負担軽減や、重度身体
障がい者の生活の自立につながります。 

訪問入浴 
訪問入浴とは、自宅での入浴が困難な方に入浴サービスを提供する地
域生活支援事業の障がい者のサービスです。 

日中一時支援 

障がい児・者の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援及び
障がい者等を日常的に介護している家族の一次的な休息が得られるよ
うにする事業です。 
強度行動障がい児・者に対応する単価設定を行います。 



 第４章 基本施策  

基本目標Ⅰ 障がいのある人に対する支援体制の整備 
基本施策２ 重度障がい児（者）支援の充実（重点施策） 
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項 目 取 組 み の 概 要 

強度行動障害・医療的
ケア支援 

医療的ケア児の学校への受入れについては、学校生活における保護者
の付添い等本人や家族の負担を減じるためにも、医療的ケアのできる
看護師の配置を進めます。それぞれのライフステージで支援が途切れ
ないよう、関係各機関と連携し、小中学校での学びを希望する全ての子
どもへの配置を達成します。 

身体障がい者住宅整備
事業 

身体障がい者の日常生活の利便を図るため、住宅等の整備改善を行
います。 

強度行動障がい者住宅
整備事業 

強度行動障がい者が在宅で快適に過ごせるよう、また、介護している家
族の負担軽減を図るため、住宅等の整備改善を行う費用を補助しま
す。 

強度行動障がいに対応
するための施設改修事
業 

強度行動障がいに対応するための施設の改修に係る費用に対する補
助を行います。 

重層的支援体制整備 
障がい児・者やその家族の複合・複雑化した支援ニーズに対応する、継
続的かつ包括的な支援体制の整備を行います。 

児童発達支援事業 

未就学の障がいのある児童を通所させて、日常生活における基本的動
作の指導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生活への適応の
ための訓練を行う施設です。 
福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医
療型」があります。 

放課後等デイサービス
事業 

就学中の障がい児に対し、放課後や休校日において、生活能力向上の
ための訓練、社会との交流促進等を提供することにより、障がい児の自
立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。 

居宅訪問型児童発達
支援 

重症心身障がい児などの重度の障がい児であって、障がい児通所支援
を受けるための外出が困難な障がい児が対象となります。 
障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的動作の指導、自活
に必要な知識や技能の付与及び生活能力向上のために必要な訓練を
行います。 
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基本目標Ⅱ 障がいのある人の心豊かな暮らしの支援 

 基本施策３ 地域における生活支援の推進  

 ■ 現状と課題  

障がい者の高齢化や重度化、核家族化が進む中、親なき後も安心安全に生活し

ていくには、障がい者が地域の一員として胸を張って安心して自分らしい暮らし

ができる体制の整備が課題となっています。 

松本市におけるグループホームの設置数は、平成３０年度以降年間で３から５

件ずつ増加しています。 

国の指針における施設入所者の地域生活への移行を推進するには、重度の障が

い者や高齢の障がい者に対応したグループホーム及び日中活動系の障害福祉サー

ビスの整備が必要となります。 

障がいのある人が、市営住宅や県営住宅を利用することについては、障がいの

種別や一人ひとりの状況により入居が難しい状況にあります。バリアフリー化等、

求められる二―ズに応えられる施設整備、支援体制の強化を図る必要があります。 

 

 

 ■ 施策の方向  

⑴ 地域生活支援体制の整備  

障がい者がともに地域で自立した生活を送れるよう相談窓口やコミュニケー

ション支援事業等地域生活支援事業の充実を図ります。関係機関と連携し、医

療、障がい福祉、教育等が包括的に支援する体制整備を推進します。 

⑵ 住まいの場の整備  

障がいのある人が地域で自立した生活を送るには、グループホームや公営住

宅が重要な役割を果たしています。団体等と連携し住まいの場の確保に努めま

す。 

⑶ 地域生活を目指す体験の機会の提供  

自立を体験できる機会として、体験的宿泊支援事業の実施事業者と連携し、

事業の拡充に努めます。 

 



 第４章 基本施策  

基本目標Ⅱ 障がいのある人の心豊かな暮らしの支援 
基本施策３ 地域における生活支援の推進 
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 ■ 主な取組み  

項 目 取 組 み の 概 要 

地域移行支援 
施設や精神科病院等へ入所・入院している障がい者が、地域で生活で
きるよう、住居の確保や地域移行のための活動を支援します。 

地域定着支援 
地域生活を継続していくための常時の連絡体制を確保し、障がい特性
に起因して生じた緊急事態等に必要な支援を行います。 

松本圏域障がい者相談
支援センター事業 

障がい者に対して、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や
社会生活を高めるための支援、ピアカウンセリング・介護相談、情報提
供等を総合的に行うことにより、障がい者の地域における生活を支援
し、障がい者の自立と社会参加を促進します。 

手話通訳者派遣事業 

要約筆記派遣事業 

聴覚障がい者等が、官公庁・病院・学校等に所用が生じた時、手話通訳
者・要約筆記者を派遣し意思の疎通を図ります。 

重度身体障害者日常
生活用具給付事業 

在宅の重度身体障がい者に対し浴槽等の日常生活用具を給付又は貸
与することにより、日常生活の便宜を図ります。 

松本市あいサポーター
研修 

障がいの種類と、障がい者の抱えている状況を説明し、障がいのある
人もない人も共に歩み共に生きる社会づくりを目指すため、障がい者
福祉の取組み及び制度について研修を実施します。 

ひとり暮らし体験事業 
自立を体験できる機会と場を確保し、体験環境整備、体験支援事業を
実施します。 

移動支援 
屋外での移動が困難な障がい者等に対して、屋外での移動、外出先で
の見守り介助等の支援を行います 

災害時要援護者支援プ
ラン推進事業 

災害時に避難が困難となる障がい者や高齢者等の要援護者を支援す
るため、日常から地域で見守る体制や、情報の共有、福祉事業者との連
絡体制の構築を図ります。 

障害福祉サービスの質
の向上 

中核市移行に伴い、事業所の指定、指導、監査等一貫して対応すること
が可能となったため、実地指導の結果を共有し、適正な事業運営が行
われるよう集団指導等を行い、障がい者が地域で安心して自立した生
活を送ることができるようサービスの質の確保や運営の適正化を図りま
す。 
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 基本施策４ 障がい者理解の促進  

 ■ 現状と課題  

障がいのある人が地域で暮らすためには、障がいの有無にかかわらず、全ての

市民がお互いを尊重し、助け合い、あらゆる差別のない共生社会を実現すること

が重要です。しかしながら、未だ社会全体には、障がいや障がいのある人に対す

る偏見や誤解、無理解がみられ、障がいのある人が差別を受けたり不快な思いを

しているケースがあり、障がいや障がいのある人に対する正しい知識と理解を深

めることが求められています。様々な媒体による広報や啓発はもちろんのこと、

学校における福祉教育や生涯学習等の機会を通じて、多くの市民が障がいや障が

いのある人に対する理解を深めていくことが必要です。 

また、障害者虐待防止法や障害者差別解消法を踏まえ、国の方針に沿った具体

的な取組みを行い、地域、学校、社会等あらゆる場において、障がいのある人も

ない人も相互に人格と個性を尊重できるよう共生社会の実現に努める必要があり

ます。 

 

 

 ■ 施策の方向  

⑴ 虐待防止の徹底  

虐待に関する相談支援体制の充実を図るとともに、虐待の防止、予防、早期発

見のための関係機関との連携強化、普及啓発活動等を推進します。 

⑵ 差別解消と合理的配慮の推進  

障害者差別解消法の趣旨を取り入れ、市民相互に障がいについての正しい知識

を広め、広く市民や事業者に向けて障がいの理解や差別禁止などの啓発活動の充

実を図ります。また、障がい福祉に対する意識の普及や活動への参加を促進し、

支え合いの地域づくりを進めます。 

⑶ 理解を深める機会の充実  

障がいへの理解促進に関する講演会等の開催や、「ヘルプマーク」・「ヘルプカー

ド」の普及啓発活動などを通じて、障がいや障がいのある人への理解を深め、互

いを思いやる心を育む「心のバリアフリー」の推進に取り組んでいきます。 
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 ■ 主な取組み  

項 目 取 組 み の 概 要 

啓発活動の推進 

虐待防止や障がいに関する地域社会の理解を深めるため広報紙や市
ホームページ、SNSを利用した周知、また 12月 3日から 9日の「障害
者週間」における啓発事業を関係団体と連携して行います。 
障がいのある人や障がいに対する偏見や差別をなくし、ノーマライゼー
ションの理念の広まりや障がいのある人に対する理解と認識を深める
ため、各種啓発活動の推進を図ります。 

虐待の防止 

「障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法
律」に基づき、障がい福祉課及び西部福祉課内に設置している障がい
者虐待防止センターの機能及び関係機関との連携を強化し、高齢福祉
課やこども福祉課と連携して虐待防止に取り組みます。 

合理的配慮の理解促進 

合理的配慮の相談事案について定期的に調査を行い、収集した事案を
職員に周知することで情報共有を図り、市における合理的配慮の質を
高めます。また、「ヘルプマーク」や「ヘルプカード」を活用し、合理的配
慮について市民、事業者への理解促進を図ります。 

身体障害者補助犬法の
周知 

補助犬に対する理解と飲食店等の受入れを促進するため、身体障がい
者補助犬についての更なる周知、啓発活動を行います。 

人権教育の推進 

障がいや障がい者に対する偏見と差別をなくすため、学校、家庭、地域
及び企業と連携して、障がいや障がい者への正しい知識と理解を深め
る人権教育の推進に努めます。また、障がいのある人同士や、障がいの
ある人とない人の相互理解を深めるため、年代別、世代別に合わせた
勉強会や交流機会の提供に努めます。 

市職員に対する障がい
者理解の周知・啓発 

障害者差別解消法の基本方針に基づき、社会的障壁の除去の実施及
び合理的配慮の提供について、職員対応要領を活用し、職員に対して
研修を実施します。 
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 基本施策５ 意思決定の尊重  

 ■ 現状と課題  

様々な権利関係が存在する社会において、知的障がい、精神障がい、認知症等

の理由で判断能力の不十分な方々の権利と財産を守る法的な制度である成年後見

制度の利用需要が、今後ますます高まることが予想されるため、成年後見制度の

周知及び利用促進に努めます。 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ること

に支障がある障がいのある人の円滑な意思疎通と確実な情報保障の確保に努めま

す。 

 

 

 ■ 施策の方向  

⑴ 権利擁護の推進  

「障害者差別解消法」及び「障害者虐待防止法」に基づき、障がいのある人

に対する差別や虐待に関する広報活動や啓発活動等を通じて、その解消や防止

に努めます。 

また、「成年後見制度利用促進法」の趣旨に基づき、障がいのある人の権利が

保障され、安心して生活できるよう、司法関係等の専門職を含めた地域連携ネ

ットワークの体制により権利擁護の推進を図ります。 

⑵ 手話通訳・要約筆記の充実  

ア 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図る

ことに支障がある障がいのある人の円滑な意思疎通のために、障がい福祉

課に手話通訳者（要約筆記を含む）を設置し、市役所内での申請手続き等

における手話通訳等を行います。また、利用者からの申請により、市登録

の手話通訳者・要約筆記者を派遣します。 

イ ＩｏＴを活用した遠隔での通訳支援や、生活上の相談窓口として支援を行

います。 

ウ 支援団体と連携して、研修会等を充実し、登録手話通訳者・要約筆記者の

研鑽に努めます。 

 

 
※ＩｏＴ・・・Internet of Things （モノのインターネット）の略。自動車、家電、ロボッ

ト、施設などあらゆるモノがインターネットにつながり、情報のやり取りをすることで、

モノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出すというコン

セプトを表した語 

 



 第４章 基本施策  

基本目標Ⅱ 障がいのある人の心豊かな暮らしの支援 
基本施策５ 意思決定の尊重 

 43 

 

 ■ 主な取組み  

項 目 取 組 み の 概 要 

成年後見制度利用促
進 

第 4 期松本市地域福祉計画に企図された松本市成年後見制度利用促
進基本計画に基づき、必要な施策を行います。また、適切な支援につな
げる成年後見利用促進地域連携ネットワークを構築します。さらに、中
核機関の一次相談機関として、専門相談の活用及び成年後見支援セン
ターと連携し、制度の利用促進を図ります。 

成年後見支援センター 

認知症・精神障がい・知的障がい等により判断能力の低下した住民が
安心して地域で生活できるように、成年後見制度に関する相談や成年
後見制度の普及・啓発、法人後見の受任を行うこと等により、住民の権
利擁護を推進します。 

手話通訳者派遣事業 

要約筆記派遣事業 

聴覚障がい者等が、官公庁・病院・学校等に所用が生じた時、手話通訳
者・要約筆記者を派遣し、意思の疎通を支援します。 

点字広報発行事業 
点字を読むことができる視覚障がい者に、市の広報内容を点字にして
お知らせします。 

声の広報発行事業 
点字の読めない視覚障がい者に、市の広報内容等を音声でお知らせし
ます。 
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基本目標Ⅲ 障がいのある人の就労及び地域活動の支援 

 基本施策６ 就労支援の充実 （重点施策）  

 ■ 現状と課題  

障がいのある人の就労に関して、アンケート結果では、「障がいに応じた職場を

選びたい」、「職場での障がいに対する配慮」等の声があります。地域共生社会の

実現に向けては、障がいがあっても生きがいや役割を持ち、暮らし続けるために

多様な就労機会の創設に向け、農業や商工業といった様々な産業と連携していく

必要があります。 

また、希望する就労に結び付くよう就労支援を行う相談窓口の体制強化や相談

先の周知に努めることが望まれます。 

さらに、学校卒業により生活環境が大きく変化することを踏まえ、教育から社

会活動へスムーズな移行につながる支援の検討が必要です。 

 

 ■ 施策の方向  

⑴ 就業機会の拡大と受注機会の確保  

障がいのある人が社会の中で安心して就労できるようにするため、就労機会

の拡大及び受注機会の確保に努めます。 

⑵ 就学から就労への連携  

就学から就労へスムーズに移行、定着できるよう、養護学校等との連携を深

め、相談しやすい窓口の確保、教育と福祉の連携を確実に行い、就労に向けて

の準備、学習する機会等必要なサービスの創設を進めます。 

⑶ 就労支援の充実  

就労支援体制を整備するとともに、就労相談窓口や就労施策などが利用され

るよう、障がい者や事業主に対し周知を進めます。 
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 ■ 主な取組み  

項 目 取 組 み の 概 要 

障がい者就労支援訓練
事業 

障がい者の就労機会の拡大や就労訓練の場とするため、市役所１階ロ
ビーに障がい者福祉施設等の製品を販売する場所を提供するととも
に、障がい者と市民との交流の場となることを目指します。 

就労機会確保事業 
就労機会の拡大を目的として、就労支援事業所と意見交換をしながら、
新たな場所での販売会の実施等、就労機会の確保に向けて検討しま
す。 

重度障がい者等に対す
る通勤等支援業務 

「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」が令和２
年１０月に創設されたことから、先行する自治体の実施状況を確認する
など、事業内容の研究を進めます。 

障がい者雇用理解促進
業務 

国、県や特別支援学校等の関係機関と連携して、障がいのある人の社
会的自立と社会参加を促進していくために、市内の事業所等へ一般就
労ができるように雇用の拡大を要請していくとともに、各種助成制度等
の周知を図るなど啓発活動を継続的に推進します。 
平成 28 年度から改正障害者雇用促進法が施行されたことに伴い、松
本公共職業安定所（ハローワーク）等と連携し、主な改正点である①雇
用の分野における障がいを理由とする差別の禁止、②障がいのある人
が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置（合理的配慮の
提供義務）、③法定雇用率の算定基礎に精神障がい者が追加されたこ
となどの普及・啓発に努めます。 

障がい者理解広報啓発
業務（あいサポート運
動） 

障がいのある人が、長期間安定して就労するためには、障がいの特性
に配慮した職種、就業形態であることが重要です。市内の事業所等に
対して、障がいに関する知識と理解を深めるため、あいサポート運動等
の啓発活動を実施するとともに、行政、事業所、関係機関が一体となっ
て、就業時のバックアップ体制の整備等を図ります。 

松本市職員採用試験
（障がい者枠） 

松本市職員の採用に当たって、障がい者枠を設け、障がいのある人の
積極的な採用を進めています。 

障がい者優先調達の推
進 

障害者優先調達推進法に基づき、障がい者就労施設等から優先的・積
極的に物品やサービスを購入するよう、市内事業所を対象に提供でき
る物品や役務の内容を調査し、調査結果を各課に毎年度周知を行うと
ともに、予算編成時に改めて周知し、発注の増加を図り、工賃アップを
通じて働く障がい者の就労意欲の向上を目指します。また、市内の民間
事業所等に対して、就労支援施設等への委託に関する情報提供と啓発
を行います。 

一般就労者の就労支援
業務 

養護学校を卒業し一般就労した障がい者の就業面や生活面などの支
援について、障害者就業・生活支援センターの支援とともに、市の障が
い者就労・生活支援ワーカーの関わりを深め、養護学校等の関係機関
と連携するなど、障がい者が安心して就労が継続できる体制の整備を
進めます。 
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項 目 取 組 み の 概 要 

養護学校と連携した就
労支援業務 

養護学校での取組みが、障がい福祉サービス事業所等に切れ目なく繋
がるよう、卒業後、相談支援事業所を中心に養護学校と連携して、職場
訪問やケース会議などを行い、就労定着の取組みを進めます。 
学級担任、進路指導主事を中心に、養護学校、ハローワーク等関係機
関と連携を図りながら、保護者・生徒に対して適切な進路実現が図れる
よう、実習同行や移行支援会議に出席するなどの支援を行います。 
なお、個別支援が必要な場合には、養護学校とこども福祉課、障がい福
祉課、相談支援事業所等が連携して卒業後の進路相談の対応を行い
ます。 

就労継続支援事業所ネ
ットワーク 

就労継続支援事業所のネットワーク等を通じて、事業所職員の支援力
の向上に向けた取組みの実施を検討していきます。 

就労に関する相談窓
口、支援制度の周知 

障がいのある人や事業主に対し、就労や雇用に関する相談窓口や支援
制度の周知に努めます。 

就労支援体制の整備 

障がいのある人が、安心して就労を継続していけるよう就労定着支援
等のサービス実施体制の確保を図ります。 
自立支援協議会を中心として、関係機関で就労支援に関する事例検討
などを通じて、障がいのある人の就労に伴う生活面の課題の把握や支
援内容の共有を図り、就労支援事業所のサービスの質の向上に向けた
取組みを検討します。 

就労支援業務 

障がい者の就労を生活面と一体的に支援するため配置されている、障
害者就業・生活支援センターの就業・生活支援ワーカーや市の障がい
者就労･生活支援ワーカーと連携し、障がいのある人一人ひとりの就労
支援の充実を図ります。また、県のコーディネーターと連携し、雇用する
側・される側への情報提供、マッチングを行い、農業分野（農福連携）な
ど新たな雇用の場の創出に努めます。 

職場定着支援業務 

松本公共職業安定所（ハローワーク）や障害者就業・生活支援センター
と連携し、ジョブコーチの派遣による企業での直接的支援、事業主に対
する助成金の交付、訓練事業による技能や職場適応力の向上等によ
り、職場定着のための支援をします。 

福祉的就労から一般就
労への移行推進 

就労に必要な知識と能力向上のために訓練等を行う就労移行支援サ
ービスの利用を通じて、福祉的就労から一般企業への更なる就労移行
を進めます。 
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 基本施策７ 学習・文化芸術活動等の参加  

 ■ 現状と課題  

保育園・幼稚園から、小・中・高等学校、そして大学まで、障がいのある人と

ない人が共に生活し、集団の中での育ちにつなげる取組みや障がいに対する理解

を進める必要があります。 

通常の学級において、障がい者に対する支援力の向上や、障がいがある人の個

性を活かしつつ多様性を認め合える社会づくりが求められています。 

小・中学校の総合的な学習時間の中で、障がい者に対する理解を促進します。 

障がいのある人にとって利用しやすい市有施設を目指し、時間帯によっては、

優先して利用できる施設を設ける必要があります。 

スポーツに限らず文化芸術活動、音楽、料理等、公民館活動を通じて乳幼児期

から集う場を提供することが必要です。 

 

 

 ■ 施策の方向  

⑴ 交流機会の場の推進  

障がい者が日常的にスポーツや文化活動に気軽に参加することができるよう

障がい者団体と連携し、地域支援体制を充実するため通所施設や入所施設、グ

ループホームや地域活動支援センター等が、地域との交流事業に取り組めるよ

う支援します。 

⑵ 生涯学習・スポーツ活動への参加の促進  

障がいがあっても気兼ねなく参加しやすいように環境を整え、関係者団体と

連携し各種講習会やスポーツ活動ができる場を提供します。 

⑶ 文化芸術活動への参加の促進  

障がい者が文化芸術を享受鑑賞し、又は創造や発表等の多様な活動に参加す

る機会の確保等を通じて、障がい者の個性や能力の発揮及び社会参加を促進し

ます。 
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 ■ 主な取組み  

項 目 取 組 み の 概 要 

移動支援 

スポーツや文化活動に参加する際、屋外での移動が困難な障がい者等
に対して、移動、外出先での見守り及び介助等の支援を行います。ま
た、ガイドヘルパー養成講座の開催等を通じ、支援者の人材育成や人
材確保に努めます。 

障がい者スポーツ大会 
スポーツを通じて親睦と交流を図る中で、体力の維持・増進を図り、社
会参加を促進します。 

聴覚障がい者と学ぶ成
人学校事業 

聴覚障がい者が多様化した現代社会の中で、自立した文化的な生活を
営むための学習を提供します。 

手話通訳者・要約筆記
者派遣事業 

聴覚障がいのある人が、病院や公的機関等でコミュニケーションが取
れない場合や会議や講演会等で通訳が必要な場合に手話通訳者・要
約筆記者を派遣します。 

長野県障がい者文化芸
術祭作品展 

長野県障がい者文化芸術祭が、毎年９月に開催されます。長野県と協
力し、作品の募集及び作品の搬入出を行います。 
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第５章  計画の推進に向けて  

１ 松本市の推進体制  

障がい者施策は、福祉、保健、医療、教育など広範囲にわたり、世代により支

援制度が異なっています。障がい者計画を推進するため、障がい福祉課及びこど

も福祉課が中心となり、国、県、関係団体・機関と連携し、高齢・障がい・子ど

も・貧困といった分野を超えた松本市独自の支援体制を整備していきます。 
 

２ 松本市障がい者自立支援協議会との連携  

障がい者自立支援協議会は、障がいのある人を支えるための地域づくりの中核

として、障がい者施策や困難事例への対応など、地域の課題を共有し、解決に向

けて関係者が協議を行う機会として設置しています。 

令和３年度までは、松本障がい保健福祉圏域（３市、５村）で協議会を設置し

ていましたが、地域課題にスピード感を持って対応することができるよう、令和

４年度からは、松本市単独で設置することとなりました。協議会の中核を担う基

幹相談支援センターや、市民等から総合的な相談を受ける総合相談支援センター

の役割を整理し、障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための検討

機関として位置付けます。 

本計画における障害福祉サービス等の取組みは、協議会からの意見・提言等を

踏まえ、圏域内の協議会とも情報共有しながら事業を実施します。 
 

３ 適時・適切な情報提供  

必要とする障害福祉サービス等の情報が誰でも適切に利用できるよう、ＩＣＴ

の活用を進め、サービスの内容、利用手続き等の情報の提供に努めるとともに、

本計画の周知を図り、市民に対して、障がいに関する正しい知識の啓発を図りま

す。 
 

４ 適切なサービスの質と量の確保  

障害福祉サービス及び地域生活支援事業については、中核市である松本市が指

定又は登録を行った事業所が、サービスの提供者となります。 

これら事業所に対しては、一定の基準を設けるとともに、集団指導、実地指導

や事業者からの日頃の相談対応を通じて、サービスの均一化及び質の向上を図っ

ていきます。 

また、増加するサービス利用量に対応するため、事業者等への情報提供を進め、

新たな障害福祉サービスの提供事業者参入を促進し、サービス基盤の整備につな

げます。 
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１８歳 ６５歳

松本市の推進体制（イメージ図）

【基幹相談支援センター】など

国、県、関係団体・機関

子ども分野

【こども福祉課】

【学校教育課】

【松本養護学校】

など

障がい者分野

【障がい福祉課】

高齢者分野

【高齢福祉課】

【地域包括支援センター】など

生活困窮分野など

【生活福祉課】

【市民相談課】

【まいさぽ松本】など
連

携
連

携

 

５ 計画の進行管理  

「第４次松本市障がい者計画」は、令和４年度から令和８年度までの５年間の

計画とし、本計画に基づく障がい者や障がい児の支援策については、障がい福祉

計画及び障がい児福祉計画により数値目標を定めて実行します。 

また、松本市社会福祉審議会において、ＰＤＣＡサイクルに基づき適宜、計画

の進行管理・進捗について評価を行い、計画を着実に進めていきます。 
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 第６章  資料編  

１ アンケート調査  

（１）調査概要  

１．調査の目的  

障がい者の自立と社会参加を目指し、市の障がい者福祉の方向性を定めた「第３次松

本市障害者計画（平成２９年度～令和３年度）」の最終年度を迎えたことから、新たな

「第４次松本市障がい者計画（令和４年度～令和８年度）」策定の基礎資料とするために

アンケート調査を実施しました。 

２．調査の項目  

１．あなたご自身のことについて ２．障がいの状態などについて 

３．日常生活について ４．平日の過ごし方について 

５．情報収集・相談体制について   ６．災害時のことについて 

７．今後の取り組みについて  

３．調査の方法  

対 象 者：松本市に住んでいる身体障害者手帳所持者     1,889人（無作為抽出） 

松本市に住んでいる療育手帳所持者          910人（無作為抽出） 

松本市に住んでいる精神障害者保健福祉手帳所持者 1,210人（無作為抽出） 

調査方法：郵送配布・郵送回収 

調査期間：令和３年８月４日～令和３年１０月１１日 

４．回収状況  

調査種類 対象数 有効回収数 有効回収率 

身体障害者手帳所持者 1,889人 956票 50.6％ 

療育手帳所持者 910人 373票 41.0％ 

精神障害者保健福祉手帳所持者 1,210人 500票 41.3％ 

５．注意点  

◎ 回答は、各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示しています。 

◎ 百分率は小数点以下第２位を四捨五入して算出しました。このため、百分率の合計

が１００％にならないことがあります。 

◎ １つの質問に２つ以上答えられる“複数回答可能”の場合は、回答比率の合計が 

１００％を超える場合があります。 

◎ 問や選択肢が長い場合、スペースの関係上、省略して表記していることがあります。 
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（２）調査結果  

◆ はじめに、調査票の記入者についてうかがいます。 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者は「ご本人が回答」、療育手帳所持者は

「ご本人以外の方が回答」が最も多い。 

▸ 身体障害者手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者で「ご本人が回答」が約７割と多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「ご本人が回答」が 70.9％と最も多く、次いで「ご本人の回答を他の

方が代筆」が 8.5％、「ご本人以外の方が回答」が 8.3％となっています。 

療育手帳所持者は、「ご本人以外の方が回答」が 37.3％と最も多く、次いで「ご本人が回答」が

28.2％、「ご本人の回答を他の方が代筆」が 24.4％となっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「ご本人が回答」が 70.2％と最も多く、次いで「ご本人の回

答を他の方が代筆」が 7.6％、「ご本人以外の方が回答」が 7.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

70.9 

28.2 

70.2 

8.5 

24.4 

7.6 

8.3 

37.3 

7.2 

12.3 

10.2 

15.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ご本人が回答

ご本人の回答を他の方が代筆

ご本人以外の方が回答

無回答
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１．あなたご自身のことについて  
【身体障害者手帳所持者：問１、療育手帳所持者：問１、精神障害者保健福祉手帳所持者：問１】 

あなた（あて名のご本人）の性別をお答えください。 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「男性」が最も多い。特に、療育手帳所持者で６割を超えて多い。 

▸ 精神障害者保健福祉手帳所持者で「男性」と「女性」がほぼ同率。 
 

身体障害者手帳所持者は、「男性」が 55.3％と最も多く、次いで「女性」が 43.0％、「その他」が

0.2％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「男性」が 63.5％と最も多く、次いで「女性」が 35.1％、「回答したくない」が

0.8％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「男性」が 50.2％と最も多く、次いで「女性」が 47.6％、「回

答したくない」が 0.8％となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

55.3 

63.5 

50.2 

43.0 

35.1 

47.6 

0.2 

0.3 

0.0 

0.1 

0.8 

0.8 

1.4 

0.3 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性 その他 回答したくない 無回答 A
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【身体障害者手帳所持者：問２、療育手帳所持者：問２、精神障害者保健福祉手帳所持者：問２】 

あなたの年齢をお答えください。（令和３年７月１日時点） 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者は「65 歳以上」、療育手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者は「18

～64歳」が最も多い。 

▸ 精神障害者保健福祉手帳所持者で「18～64歳」が８割を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「65 歳以上」が 50.5％と最も多く、次いで「18～64 歳」が 43.4％、

「17歳以下」が 3.7％となっています。 

療育手帳所持者は、「18～64 歳」が 68.4％と最も多く、次いで「17 歳以下」が 26.0％、「65 歳

以上」が 2.4％となっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「18～64 歳」が 83.6％と最も多く、次いで「65 歳以上」が

12.0％、「17歳以下」が 1.8％となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

3.7 

26.0 

1.8 

43.4 

68.4 

83.6 

50.5 

2.4 

12.0 

2.4 

3.2 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

17歳以下 18～64歳 65歳以上 無回答 A
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【身体障害者手帳所持者：問３、療育手帳所持者：問３、精神障害者保健福祉手帳所持者：問３】 

あなたがお住まいの地区をお答えください。 

 
 
 

▸ 「寿地区」、「芳川地区」、「波田地区」、「鎌田地区」が多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「寿地区」が 7.7％と最も多く、次いで「芳川地区」が 7.1％、「波田地

区」が 6.3％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「芳川地区」が 8.3％と最も多く、次いで「波田地区」が 7.2％、「鎌田地区」が

7.0％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「寿地区」が 7.8％と最も多く、次いで「芳川地区」、「鎌田地

区」がそれぞれ 6.2％、「波田地区」、「里山辺地区」がそれぞれ 5.6％などとなっています。 

 
 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n=500）

寿地区
芳川地区
波田地区
鎌田地区
庄内地区
島内地区
梓川地区

里山辺地区
本郷地区
笹賀地区
松南地区
島立地区
白板地区
岡田地区
城北地区
第３地区
和田地区
神林地区
寿台地区
安原地区
新村地区
四賀地区
中山地区
城東地区
今井地区
田川地区
中央地区
第２地区
東部地区
松原地区
内田地区
第１地区
安曇地区

入山辺地区
奈川地区

わからない
無回答

7.8 
6.2 

5.6 
6.2 

5.4 
5.4 

5.0 
5.6 

4.8 
4.2 
4.0 

3.4 
5.0 

2.8 
2.6 
2.6 

1.4 
2.4 

1.8 
2.6 

1.2 
0.6 
1.0 
1.4 

0.6 
0.6 
1.2 
1.0 

0.6 
1.0 

0.0 
0.8 
0.8 

0.4 
0.2 
0.2 

3.6 

0％ 5％ 10％

6.7 
8.3 

7.2 
7.0 
6.7 

4.8 
5.9 

3.8 
2.9 
3.5 

2.9 
3.2 

1.3 
2.1 
2.7 

1.9 
2.9 

2.1 
2.1 

0.5 
2.9 

1.3 
1.6 
1.6 

2.9 
1.1 
1.3 

0.8 
1.1 
0.8 

1.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.3 
0.8 
1.3 

0％ 5％ 10％

7.7 
7.1 

6.3 
5.9 

5.0 
5.5 

5.1 
4.5 
5.2 

4.3 
3.1 
3.1 

2.7 
3.5 

2.6 
1.7 
1.8 
1.6 
1.6 
1.6 
1.4 

2.3 
1.9 

1.5 
1.3 
1.8 

1.2 
1.3 
1.4 

1.0 
1.2 
0.9 
0.7 
0.5 

0.1 
0.5 

1.3 

0％ 5％ 10％
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【身体障害者手帳所持者：問４、療育手帳所持者：問４、精神障害者保健福祉手帳所持者：問４】 

あなたは、現在の生活（住環境、福祉サービスなど）に満足していますか。 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も『満足している』が最も多い。しかし、精神障害者保健福祉手帳所持者

で約６割と少ない。 

▸ 精神障害者保健福祉手帳所持者で『満足していない』が約３割と多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「ある程度満足している」が 59.2％と最も多く、次いで「あまり満足し

ていない」が 14.5％、「とても満足している」が 10.0％などとなっています。また、『満足している』 

（とても満足している＋ある程度満足している）は 69.2％、『満足していない』（まったく満足していな

い＋あまり満足していない）は 19.0％と、『満足している』が約７割で多くなっています。 

療育手帳所持者は、「ある程度満足している」が 55.5％と最も多く、次いで「とても満足している」

が 14.7％、「わからない」が 12.9％などとなっています。また、『満足している』は 70.2％、『満足し

ていない』は 14.7％と、『満足している』が約７割で多くなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「ある程度満足している」が 50.8％と最も多く、次いで「あま

り満足していない」が 21.4％、「わからない」が 9.4％などとなっています。また、『満足している』は

59.4％、『満足していない』は 28.2％と、『満足している』が約６割で多くなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

10.0 

14.7 

8.6 

59.2 

55.5 

50.8 

14.5 

12.3 

21.4 

4.5 

2.4 

6.8 

8.3 

12.9 

9.4 

3.5 

2.1 

3.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても満足している ある程度満足している

あまり満足していない まったく満足していない

わからない 無回答
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あなたは、どのような方法で収入を得ていますか。（複数回答可能） 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者は「就労による収入」、療育手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者

は「障がいを理由とする年金」が最も多い。 

▸ 身体障害者手帳所持者で「障がいを理由としない年金」が４割近くと多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「就労による収入」が 38.4％と最も多く、次いで「障がいを理由としな

い年金」が 37.7％、「障がいを理由とする年金」が 31.8％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「障がいを理由とする年金」が 55.0％と最も多く、次いで「就労による収入」

が 44.2％、「収入はない」が 24.4％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「障がいを理由とする年金」が 70.0％と最も多く、次いで

「就労による収入」が 34.6％、「家族からの援助・仕送り」が 17.2％などとなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n=500）

障害を理由とする年金

就労による収入

障害を理由としない年金

家族からの援助・仕送り

障害を理由とする手当

生活保護

事業収入

財産収入

その他

収入はない

無回答

70.0 

34.6 

7.0 

17.2 

10.8 

6.0 

1.4 

1.6 

1.2 

5.8 

1.0 

0％ 40％ 80％

55.0 

44.2 

0.8 

10.7 

12.9 

2.9 

2.1 

0.8 

0.3 

24.4 

0.0 

0％ 40％ 80％

31.8 

38.4 

37.7 

9.2 

4.4 

3.5 

5.6 

2.4 

1.6 

6.8 

0.9 

0％ 40％ 80％



58 

 
【身体障害者手帳所持者：問６、療育手帳所持者：問６、精神障害者保健福祉手帳所持者：問６】 

あなたは、現在どこで生活していますか。 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「自宅（借家・公営住宅含む）」が最も多い。しかし、療育手帳所持者で
９割を下回って少ない。 
 

身体障害者手帳所持者は、「自宅（借家・公営住宅含む）」が 94.2％と突出しています。 

療育手帳所持者は、「自宅（借家・公営住宅含む）」が 86.6％と突出しています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「自宅（借家・公営住宅含む）」が 91.0％と突出しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

94.2 

86.6 

91.0 

2.5 

4.8 

1.4 

1.7 

2.9 

3.6 

0.4 

5.1 

2.4 

0.3 

0.0 

0.4 

0.8 

0.5 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅（借家・公営住宅含む）

福祉施設・高齢者施設に長期入所中

病院に長期入院中

グループホームなど（共同生活ができる住まい）

その他

無回答
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「自宅（借家・公営住宅含む）」で生活していると回答した方のみ  

【 身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 ： 問 ６ － １ 、 療 育 手 帳 所 持 者 ： 問 ６ － １ 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 所 持 者 ： 問 ６ － １ 】  

あなたが同居している方はどなたですか。（複数回答可能） 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者は「配偶者」、療育手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者は「父

母」が最も多い。 

▸ 身体障害者手帳所持者で「配偶者」、「子ども」が多く、療育手帳所持者で「父母」、「兄弟姉

妹」が多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「配偶者」が62.7％と最も多く、次いで「子ども」が32.2％、「父母」が

19.4％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「父母」が 87.0％と最も多く、次いで「兄弟姉妹」が 47.1％、「祖父母」が

13.9％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「父母」が 52.5％と最も多く、次いで「配偶者」が 25.7％、

「兄弟姉妹」が 20.0％などとなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=901） （n=323） （n=455）

ひとり暮らし

父母

配偶者

子ども

兄弟姉妹

祖父母

孫

その他

無回答

16.0 

52.5 

25.7 

17.8 

20.0 

6.6 

0.7 

2.0 

0.7 

0％ 50％ 100％

5.0 

87.0 

3.4 

0.6 

47.1 

13.9 

0.0 

1.9 

0.6 

0％ 50％ 100％

15.3 

19.4 

62.7 

32.2 

7.7 

1.6 

5.5 

1.1 

0.7 

0％ 50％ 100％



60 

 

２．障がいの状態などについて  

【身体障害者手帳所持者：問７】 

あなたの身体障害者手帳に記載されている障がいの等級は次のどれですか。 

障がいが複数ある場合は、総合の等級をお答えください。 

 
 
 

▸ １～２級『重度』、３～４級『中度』で８割以上を占める。５～６級『軽度』は１割程度に留ま
る。 
 

身体障害者手帳所持者は、「１級」が 32.3％と最も多く、次いで「４級」が 21.0％、「３級」が

17.4％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

32.3 14.7 17.4 21.0 
7.7 

4.6 
2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１級 ２級 ３級

４級 ５級 ６級

無回答 A
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【身体障害者手帳所持者：問８】 

あなたの身体障害者手帳に記載されている障がいの種類は次のどれですか。 

（複数回答可能） 

 
 
 

▸ 「肢体不自由」が約半数と最も多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「肢体不自由」が 50.5％と最も多く、次いで「心臓機能障がい」が

14.7％、「じん臓機能障がい」が 10.1％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

肢体不自由

心臓機能障害

じん臓機能障害

視覚障害

聴覚障害

ぼうこうまたは直腸機能障害

呼吸器機能障害

平衡機能障害

音声・言語またはそしゃく機能障害

免疫機能障害

肝臓機能障害

小腸機能障害

無回答

50.5 

14.7 

10.1 

6.5 

5.9 

5.8 

4.4 

4.3 

2.8 

1.0 

0.8 

0.4 

3.6 

0％ 20％ 40％ 60％



62 

 
【療育手帳所持者：問７】 

あなたの療育手帳に記載されている判定は次のどれですか。 

 
 
 

▸ 「B」は「A」の２倍以上。 
 

療育手帳所持者は、「Ａ」が 30.0％、「Ｂ」が 67.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 
【精神障害者保健福祉手帳所持者：問７】 

もし、よろしければ、あなたの診断名について、お教えください。（複数回答可能） 

 
 
 

▸ 「統合失調症」が約半数と最も多い。 
 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「統合失調症」が 48.4％と最も多く、次いで「そううつ病・ 

うつ病」が 29.4％、「発達障がい（自閉症、学習障がいなど）」が 19.0％などとなっています。 
 

療育手帳所持者
（n=373）

30.0 67.8 2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ Ｂ 無回答 A

精神障害者保健福祉手帳所持者
（n=500）

統合失調症

そううつ病・うつ病

発達障害（自閉症、学習障害など）

てんかん

高次脳機能障害

アルコール・薬物依存症

人格障害

その他

無回答

48.4 

29.4 

19.0 

4.8 

3.2 

2.4 

0.6 

6.4 

3.2 

0％ 20％ 40％ 60％
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【精神障害者保健福祉手帳所持者：問８】 

精神障害者保健福祉手帳の判定は次のどれですか。 

 
 
 

▸ １～２級『中重度』で約９割を占める。３級『軽度』は約１割に留まる。 
 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「２級」が 54.0％と最も多く、次いで「１級」が 34.0％、「３級」

が 9.8％となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 
【療育手帳所持者：問８、精神障害者保健福祉手帳所持者：問９】 

あなたは、身体障害者手帳を持っていますか。 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「持っていない」が最も多い。 
 

療育手帳所持者は、「持っていない」が 62.5％と最も多く、次いで「２級」が 15.0％、「１級」が

10.5％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「持っていない」が 64.8％と最も多く、次いで「２級」が

15.8％、「１級」が 11.8％などとなっています。 
 

 

 

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）
34.0 54.0 9.8 2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１級 ２級 ３級 無回答 A

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

10.5 

11.8 

15.0 

15.8 

0.5 

2.2 

1.9 

0.8 

0.5 

0.0 

0.8 

0.4 

62.5 

64.8 

8.3 

4.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１級 ２級 ３級

４級 ５級 ６級

持っていない 無回答 A



64 

 
【身体障害者手帳所持者：問９、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 10】 

あなたは、療育手帳を持っていますか。 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「持っていない」が最も多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「持っていない」が 89.4％と突出しています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「持っていない」が 93.8％と突出しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【身体障害者手帳所持者：問 10、療育手帳所持者：問９】 

あなたは、精神障害者保健福祉手帳を持っていますか。 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「持っていない」が最も多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「持っていない」が 91.3％と突出しています。 

療育手帳所持者は、「持っていない」が 85.5％と突出しています。 
 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

3.9 

0.8 

1.4 

1.0 

89.4 

93.8 

5.3 

4.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ Ｂ 持っていない 無回答 A

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

2.1 

3.5 

1.3 

3.2 

0.8 

0.0 

91.3 

85.5 

4.5 

7.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１級 ２級 ３級 持っていない 無回答 A



 第６章 資料編  

 65 

 
【身体障害者手帳所持者：問 11、療育手帳所持者：問 10、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 11】 

あなたは、障害支援区分の認定を受けていますか。 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「受けていない」が最も多い。しかし、療育手帳所持者で６割を下回っ

て少ない。 
 

身体障害者手帳所持者は、「受けていない」が 76.0％と突出しています。 

療育手帳所持者は、「受けていない」が 53.6％と突出しています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「受けていない」が 69.4％と突出しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n=500）

受けていない

非該当

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

無回答

69.4 

1.8 

0.8 

3.8 

1.6 

0.2 

0.0 

0.0 

22.4 

0％ 45％ 90％

53.6 

2.1 

2.4 

4.8 

2.9 

6.4 

3.8 

5.1 

18.8 

0％ 45％ 90％

76.0 

1.2 

0.9 

0.9 

0.8 

0.5 

0.9 

1.5 

17.2 

0％ 45％ 90％



66 

 
【身体障害者手帳所持者：問 12、療育手帳所持者：問 11、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 12】 

あなたは、自分自身の健康状態をどう思いますか。 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者・療育手帳所持者は『健康である』が多く、精神障害者保健福祉手帳所

持者は『健康である』と『健康でない』がほぼ同率。 

▸ 療育手帳所持者で『健康である』が８割を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「ある程度健康である」が 52.6％と最も多く、次いで「あまり健康でな

い」が 29.3％、「まったく健康でない」が 9.0％などとなっています。また、『健康である』（とても健康

である＋ある程度健康である）は 58.0％、『健康でない』（まったく健康でない＋あまり健康でない）

は 38.3％と、『健康である』が約６割で多くなっています。 

療育手帳所持者は、「ある程度健康である」が 55.2％と最も多く、次いで「とても健康である」が

28.2％、「あまり健康でない」が 11.8％などとなっています。また、『健康である』は 83.4％、『健康

でない』は 13.7％と、『健康である』が８割を超えて多くなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「ある程度健康である」が 42.6％と最も多く、次いで「あまり

健康でない」が 39.0％、「まったく健康でない」が 11.4％などとなっています。また、『健康である』は

48.6％、『健康でない』は 50.4％と、大きな差異はみられません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

5.4 

28.2 

6.0 

52.6 

55.2 

42.6 

29.3 

11.8 

39.0 

9.0 

1.9 

11.4 

3.7 

2.9 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても健康である ある程度健康である

あまり健康でない まったく健康でない

無回答 A
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３．日常生活について  

【身体障害者手帳所持者：問 13、療育手帳所持者：問 12、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 13】 

あなたは、１週間あたり、どれくらいの頻度で外出（買い物や通院だけでなく、 

通所や散歩といった自宅の敷地外に出ることも含む）していますか。 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者・療育手帳所持者は「週に６日以上」、精神障害者保健福祉手帳所持者は

「週に４～５日」が最も多い。 

▸ 療育手帳所持者で『週に４日以上』が８割近くと多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「週に６日以上」が 33.6％と最も多く、次いで「週に４～５日」が

23.6％、「週に２～３日」が 22.9％などとなっています。また、『週に４日以上』（週に６日以上＋週に

４～５日）は 57.2％と、６割近くになっています。 

療育手帳所持者は、「週に６日以上」が41.6％と最も多く、次いで「週に４～５日」が36.2％、 「週

に２～３日」が 9.7％などとなっています。また、『週に４日以上』は 77.8％と、８割近くになっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「週に４～５日」が 26.6％と最も多く、次いで「週に２～３日」

が 25.2％、「週に６日以上」が 23.2％などとなっています。また、『週に４日以上』は 49.8％と、約半

数になっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

33.6 

41.6 

23.2 

23.6 

36.2 

26.6 

22.9 

9.7 

25.2 

10.4 

5.1 

14.8 

6.6 

5.6 

9.2 

2.9 

1.9 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

週に６日以上 週に４～５日

週に２～３日 週に１日

まったく外出しない 無回答



68 

 
【身体障害者手帳所持者：問 14、療育手帳所持者：問 13、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 14】 

あなたは、外出する時にどのような移動手段を使いますか。（複数回答可能） 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者は「自分が運転する車」、療育手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持

者は「家族や友人・知人が運転する車」が最も多い。 

▸ 身体障害者手帳所持者で「自分が運転する車」が半数を超えて多く、療育手帳所持者で「家族

や友人・知人が運転する車」が６割を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「自分が運転する車」が 55.5％と最も多く、次いで「家族や友人・知人

が運転する車」が 35.7％、「徒歩」が 23.6％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「家族や友人・知人が運転する車」が 66.5％と最も多く、次いで「徒歩」が

47.7％、「自転車・電動アシスト付自転車」が 23.9％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「家族や友人・知人が運転する車」が 41.6％と最も多く、  

次いで「自分が運転する車」が 41.4％、「徒歩」が 40.6％などとなっています。 

 
 

 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n=500）

家族や友人・知人が運転する車

自分が運転する車

徒歩

バス

自転車・電動アシスト付自転車

電車

タクシー

車いす

介護タクシー

バイク

電動車いす

その他

まったく外出しない

無回答

41.6 

41.4 

40.6 

22.2 

23.0 

14.2 

9.0 

1.0 

0.8 

2.4 

0.2 

2.0 

3.0 

0.4 

0％ 40％ 80％

66.5 

7.2 

47.7 

22.0 

23.9 

17.7 

4.3 

3.2 

1.9 

0.8 

0.0 

7.0 

1.1 

0.8 

0％ 40％ 80％

35.7 

55.5 

23.6 

11.4 

8.4 

7.4 

7.7 

5.5 

3.2 

2.6 

0.8 

2.3 

2.8 

2.2 

0％ 40％ 80％
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【身体障害者手帳所持者：問 15、療育手帳所持者：問 14、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 15】 

あなたは、外出する時に介助者が必要ですか。 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「必要ない」が最も多い。しかし、療育手帳所持者は「常に必要」も同

率で最も多い。 

▸ 療育手帳所持者で『必要』が６割近くと多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「必要ない」が 61.8％と最も多く、次いで「常に必要」が 18.6％、「とき

どき必要」が 16.3％となっています。また、『必要』（常に必要＋ときどき必要）は 34.9％と、３割を超

えています。 

療育手帳所持者は、「常に必要」、「必要ない」がそれぞれ 40.5％と最も多く、次いで「ときどき必

要」が 17.2％となっています。また、『必要』は 57.7％と、６割近くになっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「必要ない」が 63.6％と最も多く、次いで「ときどき必要」が

22.2％、「常に必要」が 10.8％となっています。また、『必要』は 33.0％と、３割を超えています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

18.6 

40.5 

10.8 

16.3 

17.2 

22.2 

61.8 

40.5 

63.6 

3.2 

1.9 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

常に必要 ときどき必要 必要ない 無回答 A
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 外出する時に介助者が「常に必要」または「ときどき必要」と回答した方のみ  

【 身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 ： 問 1 5－ １ 、 療 育 手 帳 所 持 者 ： 問 1 4－ １ 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 所 持 者 ： 問 1 5－ １ 】 

あなたが外出する時の主な介助者は誰ですか。（複数回答可能：３つまで） 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者は「配偶者」、療育手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者は「父

母」が最も多い。 

▸ 身体障害者手帳所持者で「配偶者」、「子ども」が多く、療育手帳所持者で「父母」、「福祉施設

の職員」が多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「配偶者」が 51.5％と最も多く、次いで「子ども」が 22.5％、「父母」が

21.6％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「父母」が 82.3％と最も多く、次いで「福祉施設の職員」が 34.9％、「兄弟姉

妹」が 20.5％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「父母」が 48.5％と最も多く、次いで「配偶者」が 26.7％、

「兄弟姉妹」が 18.2％などとなっています。 
 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=334） （n=215） （n=165）

父母

配偶者

福祉施設の職員

兄弟姉妹

子ども

隣人、友人・知人

ガイドヘルパー（外出支援）

ガイドヘルパー（行動援護）

その他の家族・親族

祖父母

ホームヘルパー（通所介助）

ガイドヘルパー（同行援護）

ボランティア

その他

介助は必要だが、いない

無回答

48.5 

26.7 

6.1 

18.2 

9.1 

6.7 

2.4 

1.2 

3.6 

1.2 

2.4 

4.8 

0.0 

2.4 

1.8 

2.4 

0％ 45％ 90％

82.3 

2.8 

34.9 

20.5 

0.0 

1.4 

9.8 

11.6 

5.1 

7.0 

4.2 

2.8 

0.0 

2.3 

0.0 

0.5 

0％ 45％ 90％

21.6 

51.5 

15.9 

10.2 

22.5 

7.8 

3.3 

1.5 

2.7 

2.4 

2.7 

2.1 

0.3 

1.2 

1.8 

1.8 

0％ 45％ 90％
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【身体障害者手帳所持者：問 16、療育手帳所持者：問 15、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 16】 

あなたは、どのような目的で外出することが多いですか。（複数回答可能） 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「買い物・食事などの用事」が最も多い。特に、精神障害者保健福祉手

帳所持者で７割を超えて多い。 

▸ 療育手帳所持者で「通勤・通学」、「福祉施設・事業所などへの通所」が多く、精神障害者保健

福祉手帳所持者で「通院」が７割を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「買い物・食事などの用事」が 68.1％と最も多く、次いで「通院」が

63.6％、「通勤・通学」が 32.7％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「買い物・食事などの用事」が 64.1％と最も多く、次いで「通勤・通学」が

51.2％、「通院」が 40.2％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「買い物・食事などの用事」が 74.6％と最も多く、次いで 

「通院」が 72.6％、「通勤・通学」が 26.6％などとなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n=500）

買い物・食事などの用事

通院

通勤・通学

散歩

福祉施設・事業所などへの通所

友人・知人と会う用事

趣味の活動（習い事も含む）

市役所・福祉事務所への用事

スポーツ

その他

まったく外出しない

無回答

74.6 

72.6 

26.6 

23.6 

19.6 

19.2 

11.8 

21.2 

5.4 

3.4 

2.8 

0.6 

0％ 45％ 90％

64.1 

40.2 

51.2 

29.0 

39.9 

12.9 

15.8 

5.9 

8.3 

2.7 

0.8 

0.8 

0％ 45％ 90％

68.1 

63.6 

32.7 

24.7 

12.6 

17.2 

13.9 

11.6 

6.9 

3.2 

2.5 

2.0 

0％ 45％ 90％
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【身体障害者手帳所持者：問 17、療育手帳所持者：問 16、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 17】 

あなたは、外出する時に松本市内でどのようなことに困ったり、不便に感じたりしますか。 

（複数回答可能）  

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「特にない」が最も多い。 

▸ 身体障害者手帳所持者で「道路の段差や、電車などの乗り降りが大変である」、「駐車スペース

など、障がいのある方に配慮した設備が不十分である」、「障がいのある方用トイレなどが使い

たい時に使えない」が多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「特にない」が 33.9％と最も多く、次いで「道路の段差や、電車などの

乗り降りが大変である」が23.3％、「駐車スペースなど、障がいのある方に配慮した設備が不十分で

ある」が 22.4％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「特にない」が 34.3％と最も多く、次いで「わからない」が 16.6％、「商店など

でコミュニケーションがとりにくい」が 16.4％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「特にない」が 37.6％と最も多く、次いで「わからない」が

16.8％、「必要な時に、周りの方の手助け・配慮が足りない」が 12.6％などとなっています。 
 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n=500）

道路の段差や、電車などの乗り降りが大変である

駐車スペースなど、
障害のある方に配慮した設備が不十分である

障害のある方用トイレなどが使いたい時に使えない

気軽に利用できる移送手段が少ない

必要な時に、周りの方の手助け・配慮が足りない

障害のある方用トイレが少ない

商店などでコミュニケーションがとりにくい

通路上に自転車などの障害物があって通りにくい

介助者がいない

その他

特にない

わからない

無回答

7.2 

6.8 

6.0 

10.6 

12.6 

2.6 

11.8 

5.4 

3.4 

7.4 

37.6 

16.8 

4.8 

0％ 25％ 50％

10.2 

12.6 

12.1 

14.5 

15.3 

8.0 

16.4 

7.2 

5.6 

3.5 

34.3 

16.6 

4.3 

0％ 25％ 50％

23.3 

22.4 

22.1 

12.8 

7.9 

15.0 

5.4 

8.8 

3.2 

4.7 

33.9 

5.4 

4.8 

0％ 25％ 50％
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【身体障害者手帳所持者：問 18、療育手帳所持者：問 17、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 18】 

あなたは、趣味・学習・スポーツ・社会活動などに参加しやすくなるために、 

どのようなことが必要だと思いますか。（複数回答可能：３つまで） 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者は「経済的な負担が少ない」、療育手帳

所持者は「身近なところで活動できる」が最も多い。 

▸ 精神障害者保健福祉手帳所持者で「経済的な負担が少ない」が４割近くと多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「経済的な負担が少ない」が 28.3％と最も多く、次いで「身近なところ

で活動できる」が 28.2％、「活動情報の提供がある」が 22.3％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「身近なところで活動できる」が24.9％と最も多く、次いで「友人・仲間がいる」

が 24.1％、「活動情報の提供がある」が 20.9％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「経済的な負担が少ない」が 37.6％と最も多く、次いで 

「身近なところで活動できる」が 27.4％、「友人・仲間がいる」が 26.4％などとなっています。 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n=500）

経済的な負担が少ない

身近なところで活動できる

友人・仲間がいる

活動情報の提供がある

障害に配慮した施設・設備がある

家族や周囲の方の理解がある

外出手段が確保されている

障害のある方もない方も一緒にできる

適切な指導者・リーダーがいる

心身の健康の維持・向上につながる

やり方をわかりやすく教えてくれる

介助者がいる

色々な方との出会いの場・機会がある

施設の予約が取りやすい

その他

特にない

わからない

無回答

37.6 

27.4 

26.4 

22.8 

14.8 

18.6 

11.4 

10.2 

10.8 

14.2 

13.0 

6.8 

8.8 

3.4 

0.8 

7.8 

10.2 

2.6 

0％ 25％ 50％

19.3 

24.9 

24.1 

20.9 

18.5 

16.1 

14.5 

12.9 

16.4 

6.7 

18.8 

17.2 

14.2 

4.3 

0.0 

10.5 

8.6 

2.7 

0％ 25％ 50％

28.3 

28.2 

21.3 

22.3 

20.1 

9.8 

13.0 

11.6 

9.0 

10.7 

6.5 

8.4 

7.2 

2.6 

0.6 

15.6 

7.3 

4.4 

0％ 25％ 50％
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【身体障害者手帳所持者：問 19、療育手帳所持者：問 18、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 19】 

あなたは、今後も現在の生活を続けたいですか。 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「続けたい」が多い。しかし、精神障害者保健福祉手帳所持者で８割を

下回って少ない。 

▸ 精神障害者保健福祉手帳所持者で「続けたくない」が２割を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

87.7 

83.9 

74.0 

8.3 

13.9 

22.6 

4.1 

2.1 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答 A



 第６章 資料編  

 75 

 

 今後は現在の生活を「続けたくない」と回答した方のみ  

【 身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 ： 問 1 9－ １ 、 療 育 手 帳 所 持 者 ： 問 1 8－ １ 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 所 持 者 ： 問 1 9－ １ 】 

あなたは、今後どのように暮らしたいですか。 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者は「わからない」、療育手帳所持者は

「グループホームなどで暮らしたい」が最も多い。 

▸ 療育手帳所持者で『入所・入院などをしたい』が約４割と多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「わからない」が 25.3％と最も多く、次いで「家族と一緒に暮らしたい」

が 17.7％、「１人で暮らしたい」、「施設で暮らしたい」がそれぞれ 16.5％などとなっています。また、

『自宅で暮らしたい』（１人で暮らしたい＋家族と一緒に暮らしたい）は 34.2％、『入所・入院などをし

たい』（グループホームなどで暮らしたい＋施設で暮らしたい＋病院に入院したい）は 24.1％と、 

『自宅で暮らしたい』が３割を超えて多くなっています。 

療育手帳所持者は、「グループホームなどで暮らしたい」が 30.8％と最も多く、次いで「１人で暮ら

したい」が 28.8％、「わからない」が 17.3％などとなっています。また、『自宅で暮らしたい』は

42.3％、『入所・入院などをしたい』は 38.5％と、『自宅で暮らしたい』が４割を超えて多くなっていま

す。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「わからない」が 31.9％と最も多く、次いで「１人で暮らした

い」が 23.9％、「家族と一緒に暮らしたい」が 10.6％などとなっています。また、『自宅で暮らしたい』

は 34.5％、『入所・入院などをしたい』は 13.3％と、『自宅で暮らしたい』が３割を超えて多くなって

います。 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n= 79）

療育手帳所持者
（n= 52）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=113）

16.5 

28.8 

23.9 

17.7 

13.5 

10.6 

7.6 

30.8 

6.2 

16.5 

5.8 

5.3 

0.0 

1.9 

1.8 

1.3 

0.0 

7.1 

25.3 

17.3 

31.9 

15.2 

1.9 

13.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１人で暮らしたい

家族と一緒に暮らしたい

グループホームなどで暮らしたい

施設で暮らしたい

病院に入院したい

その他

わからない

無回答
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【身体障害者手帳所持者：問 20、療育手帳所持者：問 19、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 20】 

あなたは、あなたが希望するところで生活していくために、 

どのような支援が必要だと思いますか。（複数回答可能） 

 
※スペースの関係で上位 10項目をグラフにしています。全選択肢の集計結果は次のページの集計表をご確認ください。 

 
 

▸ 身体障害者手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者は「経済的な負担が軽減される」、療育

手帳所持者は「何でも相談できる相談員や相談窓口があり、必要な支援を受けることができ

る」が最も多い。 

▸ 療育手帳所持者で「生活訓練や就労支援が充実する」が約３割と多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「経済的な負担が軽減される」が 41.1％と最も多く、次いで「何でも相

談できる相談員や相談窓口があり、必要な支援を受けることができる」が30.6％、「家族の負担が軽

減される」が 27.7％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「何でも相談できる相談員や相談窓口があり、必要な支援を受けることがで

きる」が 48.0％と最も多く、次いで「経済的な負担が軽減される」が 40.5％、「家族の負担が軽減さ

れる」が 37.3％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「経済的な負担が軽減される」が 52.6％と最も多く、次いで

「何でも相談できる相談員や相談窓口があり、必要な支援を受けることができる」が 49.0％、「家族

の負担が軽減される」が 35.8％などとなっています。 
 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n= 500）

経済的な負担が軽減される

何でも相談できる相談員や相談窓口があり、
必要な支援を受けることができる

家族の負担が軽減される

地域に働ける場がある

障害のある方に適した住まいが確保される

在宅で適切な医療ケアなどが受けられる

必要な在宅サービスが確保される

外出支援のサービスが利用できる

生活訓練や就労支援が充実する

緊急時に宿泊できるところがある

52.6 

49.0 

35.8 

32.8 

18.8 

15.6 

15.4 

15.6 

21.2 

15.4 

0％ 30％ 60％

40.5 

48.0 

37.3 

32.7 

25.2 

13.7 

15.8 

26.8 

30.8 

23.1 

0％ 30％ 60％

41.1 

30.6 

27.7 

15.8 

20.2 

24.2 

18.8 

13.9 

7.0 

11.6 

0％ 30％ 60％
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調
査
数

経
済
的
な
負
担
が
軽
減
さ
れ
る

何
で
も
相
談
で
き
る
相
談
員
や
相
談

窓
口
が
あ
り
、

必
要
な
支
援
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る

家
族
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る

地
域
に
働
け
る
場
が
あ
る

障
害
の
あ
る
方
に
適
し
た
住
ま
い
が

確
保
さ
れ
る

在
宅
で
適
切
な
医
療
ケ
ア
な
ど
が
受

け
ら
れ
る

必
要
な
在
宅
サ
ー

ビ
ス
が
確
保
さ
れ

る 外
出
支
援
の
サ
ー

ビ
ス
が
利
用
で
き

る 生
活
訓
練
や
就
労
支
援
が
充
実
す
る

身体障害者手帳所持者 956 393 293 265 151 193 231 180 133 67
 100.0 41.1 30.6 27.7 15.8 20.2 24.2 18.8 13.9 7.0
療育手帳所持者 373 151 179 139 122 94 51 59 100 115
 100.0 40.5 48.0 37.3 32.7 25.2 13.7 15.8 26.8 30.8
精神障害者保健福祉手帳所持者 500 263 245 179 164 94 78 77 78 106
 100.0 52.6 49.0 35.8 32.8 18.8 15.6 15.4 15.6 21.2

緊
急
時
に
宿
泊
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ

る 地
域
住
民
な
ど
の
理
解
を
得
ら
れ
る

仲
間
と
共
同
生
活
で
き
る
場
が
あ
る

地
域
住
民
な
ど
と
交
流
で
き
る

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

　
無
回
答

身体障害者手帳所持者 111 74 22 39 5 147 50 69

 11.6 7.7 2.3 4.1 0.5 15.4 5.2 7.2

療育手帳所持者 86 84 79 36 3 25 35 5

 23.1 22.5 21.2 9.7 0.8 6.7 9.4 1.3

精神障害者保健福祉手帳所持者 77 100 22 38 4 35 39 16

 15.4 20.0 4.4 7.6 0.8 7.0 7.8 3.2
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４．平日の過ごし方について  

【身体障害者手帳所持者：問 21、療育手帳所持者：問 20、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 21】 

あなたは、現在仕事をしていますか。 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「仕事をしていない」が多い。特に、精神障害者保健福祉手帳所持者で

６割を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「はい（仕事をしている）」が 41.3％、「いいえ（仕事をしていない）」が

56.9％となっています。 

療育手帳所持者は、「はい（仕事をしている）」が45.6％、「いいえ（仕事をしていない）」が54.4％

となっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「はい（仕事をしている）」が 36.2％、「いいえ（仕事をしてい

ない）」が 63.2％となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

41.3 

45.6 

36.2 

56.9 

54.4 

63.2 

1.8 

0.0 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答 A
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「仕事をしている」と回答した方のみ  

【 身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 ： 問 2 1－ １ 、 療 育 手 帳 所 持 者 ： 問 2 0－ １ 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 所 持 者 ： 問 2 1－ １ 】 

あなたの仕事は次のどれですか。 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者は「常勤の会社員・職員」、療育手帳所持者は「福祉的就労（就労移行支

援・就労継続支援）」、精神障害者保健福祉手帳所持者は「非常勤の会社員・職員（パート等）」

が最も多い。 

▸ 身体障害者手帳所持者で「常勤の会社員・職員」が３割を超えて多く、療育手帳所持者で「福

祉的就労（就労移行支援・就労継続支援）」が半数を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「常勤の会社員・職員」が 35.9％と最も多く、次いで「非常勤の会社

員・職員（パート等）」が 26.1％、「自営・経営者」が 19.7％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「福祉的就労（就労移行支援・就労継続支援）」が 55.3％と最も多く、次いで

「非常勤の会社員・職員（パート等）」が 22.9％、「常勤の会社員・職員」が 15.3％などとなっていま

す。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「非常勤の会社員・職員（パート等）」が 40.9％と最も多く、

次いで「福祉的就労（就労移行支援・就労継続支援）」が 29.8％、「常勤の会社員・職員」が 13.8％

などとなっています。 
 

 

 

 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=395） （n=170） （n=181）

非常勤の会社員・職員（パート等）

常勤の会社員・職員

福祉的就労
（就労移行支援・就労継続支援）

自営・経営者

家業の手伝い

内職

在宅勤務（フリーランス）

その他

無回答

40.9 

13.8 

29.8 

3.9 

6.6 

1.7 

0.6 

0.6 

2.2 

0％ 35％ 70％

22.9 

15.3 

55.3 

0.6 

0.0 

0.6 

0.0 

1.2 

4.1 

0％ 35％ 70％

26.1 

35.9 

4.1 

19.7 

6.1 

1.3 

0.5 

2.3 

4.1 

0％ 35％ 70％
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「仕事をしている」と回答した方のみ  

【 身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 ： 問 2 1－ ２ 、 療 育 手 帳 所 持 者 ： 問 2 0－ ２ 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 所 持 者 ： 問 2 1－ ２ 】 

あなたは、現在の仕事をどのような方法で見つけましたか。（複数回答可能） 

 
※「学校からの紹介・学生時の就活」、「自営・自営手伝い」は、その他の具体的内容に多く記載されていたため、集計

時に追加した選択肢です。 

 
 

▸ 身体障害者手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者は「自分で探した」、療育手帳所持者は

「就労継続支援事業所などの支援を受けた」が最も多い。 

▸ 身体障害者手帳所持者で「自分で探した」が４割近くと多く、療育手帳所持者で「相談支援専

門員の支援を受けた」、「就労継続支援事業所などの支援を受けた」が多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「自分で探した」が 37.7％と最も多く、次いで「家族、友人・知人から

紹介された」が 19.5％、「ハローワークから紹介された」が 14.7％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「就労継続支援事業所などの支援を受けた」が 30.0％と最も多く、次いで

「相談支援専門員の支援を受けた」が 28.8％、「家族、友人・知人から紹介された」が 17.6％などと

なっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「自分で探した」が 26.5％と最も多く、次いで「ハローワーク

から紹介された」が 19.9％、「就労継続支援事業所などの支援を受けた」が 19.3％などとなっていま

す。 
 

 

 

 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=395） （n=170） （n=181）

自分で探した

家族、友人・知人から紹介された

ハローワークから紹介された

就労継続支援事業所などの支援を受けた

相談支援専門員の支援を受けた

学校からの紹介・学生時の就活

自営・自営手伝い

求人情報誌で見つけた

その他

無回答

26.5 

17.7 

19.9 

19.3 

17.7 

0.6 

1.1 

3.9 

5.0 

5.0 

0％ 25％ 50％

6.5 

17.6 

11.2 

30.0 

28.8 

17.1 

0.0 

2.4 

2.4 

5.3 

0％ 25％ 50％

37.7 

19.5 

14.7 

2.0 

2.5 

2.0 

6.8 

4.1 

11.6 

9.4 

0％ 25％ 50％
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「仕事をしている」と回答した方のみ  

【 身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 ： 問 2 1－ ３ 、 療 育 手 帳 所 持 者 ： 問 2 0－ ３ 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 所 持 者 ： 問 2 1－ ３ 】 

あなたが働いている職場では、障がい害に対する理解はどの程度進んでいると思いますか。 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も『理解されている』が最も多い。特に、療育手帳所持者で９割近くと多

い。 

▸ 精神障害者保健福祉手帳所持者で『理解されていない』が２割を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「ある程度理解されている」が 43.5％と最も多く、次いで「とても理解

されている」が 22.3％、「あまり理解されていない」が 9.6％などとなっています。また、『理解されて

いる』（とても理解されている＋ある程度理解されている）は 65.8％、『理解されていない』（まったく

理解されていない＋あまり理解されていない）は 12.6％と、『理解されている』が６割を超えて多くな

っています。 

療育手帳所持者は、「とても理解されている」が 53.5％と最も多く、次いで「ある程度理解されて

いる」が34.1％、「あまり理解されていない」が5.9％などとなっています。また、『理解されている』は

87.6％、『理解されていない』は 8.8％と、『理解されている』が９割近くで多くなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「ある程度理解されている」が 39.3％と最も多く、次いで 

「とても理解されている」が 22.1％、「あまり理解されていない」が 13.8％などとなっています。また、

『理解されている』は 61.3％、『理解されていない』は 22.1％と、『理解されている』が約６割で多くな

っています。 

 
 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=395）

療育手帳所持者
（n=170）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=181）

22.3 

53.5 

22.1 

43.5 

34.1 

39.2 

9.6 

5.9 

13.8 

3.0 

2.9 

8.3 

9.1 

1.8 

11.0 

12.4 

1.8 

5.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても理解されている

ある程度理解されている

あまり理解されていない

まったく理解されていない

職場に障害のことを伝えていない

無回答
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「仕事をしている」と回答した方のみ  

【 身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 ： 問 2 1－ ４ 、 療 育 手 帳 所 持 者 ： 問 2 0－ ４ 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 所 持 者 ： 問 2 1－ ４ 】 

あなたは、仕事をする上でどのようなことに困っていますか。（複数回答可能） 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者は「特にない」、療育手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者は「収

入が少ない」が最も多い。 

▸ 療育手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者で「職場の人間関係が難しい」が２割を超え

て多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「特にない」が 36.7％と最も多く、次いで「収入が少ない」が 34.2％、

「仕事がつらい」が 10.1％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「収入が少ない」が 38.8％と最も多く、次いで「特にない」が 31.2％、「職場

の人間関係が難しい」が 23.5％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「収入が少ない」が 52.5％と最も多く、次いで「職場の人間

関係が難しい」が 28.2％、「職場での身分が安定していない（永年勤務できるか不安）」が 23.2％

などとなっています。 
 

 

 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=395） （n=170） （n=181）

収入が少ない

職場の人間関係が難しい

仕事がつらい

職場での身分が安定していない
（永年勤務できるか不安）

通勤が大変

昇給・昇進が平等ではない

自分にあった内容の仕事ではない

仕事が難しい

障害のある方用の設備が十分ではない

その他

特にない

無回答

52.5 

28.2 

21.5 

23.2 

15.5 

7.2 

9.4 

11.0 

3.9 

6.6 

17.1 

3.3 

0％ 30％ 60％

38.8 

23.5 

7.6 

12.9 

12.9 

7.1 

8.2 

9.4 

2.4 

2.4 

31.2 

4.1 

0％ 30％ 60％

34.2 

6.3 

10.1 

7.1 

4.6 

9.9 

5.1 

2.8 

7.8 

3.5 

36.7 

8.4 

0％ 30％ 60％
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「仕事をしていない」と回答した方のみ  

【 身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 ： 問 2 1－ ５ 、 療 育 手 帳 所 持 者 ： 問 2 0－ ５ 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 所 持 者 ： 問 2 1－ ５ 】 

あなたが働いていない理由は何ですか。 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者は「障がいにより働ける状態にない」、

療育手帳所持者は「働く必要がない（未就学児・児童・学生含む）」が最も多い。 

▸ 療育手帳所持者で「働く必要がない（未就学児・児童・学生含む）」、精神障害者保健福祉手帳

所持者で「障がいにより働ける状態にない」がそれぞれ半数を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「障がいにより働ける状態にない」が 44.3％と最も多く、次いで「働く

必要がない（未就学児・児童・学生含む）」が 23.5％、「働きたいけど仕事がない」が 11.6％などとな

っています。 

療育手帳所持者は、「働く必要がない（未就学児・児童・学生含む）」が 56.2％と最も多く、次いで

「障がいにより働ける状態にない」が 18.2％、「入院中・入所中のため、働けない」が 9.4％などとな

っています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「障がいにより働ける状態にない」が 56.6％と最も多く、  

次いで「働きたいけど仕事がない」が 15.8％、「入院中・入所中のため、働けない」が 8.2％などとな

っています。 

 
 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=544）

療育手帳所持者
（n=203）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=316）

44.3 

18.2 

56.6 

23.5 

56.2 

7.3 

11.6 

8.4 

15.8 

7.0 

9.4 

8.2 

2.4 

2.5 

3.8 

4.8 

0.5 

5.4 

6.4 

4.9 

2.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

障害により働ける状態にない

働く必要がない（未就学児・児童・学生含む）

働きたいけど仕事がない

入院中・入所中のため、働けない

働きたくない

その他

無回答
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「仕事をしていない」と回答した方のみ  

【 身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 ： 問 2 1－ ６ 、 療 育 手 帳 所 持 者 ： 問 2 0－ ６ 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 所 持 者 ： 問 2 1－ ６ 】 

あなたは、収入を得る仕事につくために、職業訓練などを受けたいと思いますか。 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者は「受けたくない、必要ない」、療育手帳所持者・精神障害者保健福祉手

帳所持者は「わからない」が最も多い。 

▸ 身体障害者手帳所持者で「受けたくない、必要ない」が約４割と多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「受けたくない、必要ない」が 40.4％と最も多く、次いで「わからない」

が 28.9％、「受けたい」が 12.3％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「わからない」が 35.0％と最も多く、次いで「受けたい」が 27.1％、「受けたく

ない、必要ない」が 14.8％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「わからない」が 42.4％と最も多く、次いで「受けたい」、 

「受けたくない、必要ない」がそれぞれ 22.8％、「すでに受けている」が 4.4％となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=544）

療育手帳所持者
（n=203）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=316）

1.7 

3.4 

4.4 

12.3 

27.1 

22.8 

40.4 

14.8 

22.8 

28.9 

35.0 

42.4 

16.7 

19.7 

7.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

すでに受けている 受けたい

受けたくない、必要ない わからない

無回答 A
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【身体障害者手帳所持者：問 22、療育手帳所持者：問 21、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 22】 

あなたは、今後、仕事（施設・会社）についてどのように考えていますか。 

 
※「年齢や健康を理由に働けない」は、その他の具体的内容に多く記載されていたため、集計時に追加した選択肢です。 

 
 

▸ 身体障害者手帳所持者・療育手帳所持者は「働いており、同じところで働き続けたい」、精神障

害者保健福祉手帳所持者は「働いていないが、仕事を見つけて働きたい」が最も多い。 

▸ 療育手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者で「働いていないが、仕事を見つけて働きた

い」が２割を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「働いており、同じところで働き続けたい」が 25.7％と最も多く、次い

で「特に考えていない」が 17.7％、「働いていないが、仕事を見つけて働きたい」が 14.1％などと  

なっています。 

療育手帳所持者は、「働いており、同じところで働き続けたい」が 30.8％と最も多く、次いで「働い

ていないが、仕事を見つけて働きたい」が 29.2％、「わからない」が 12.1％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「働いていないが、仕事を見つけて働きたい」が 26.8％と最

も多く、次いで「働いており、同じところで働き続けたい」が 19.2％、「わからない」が 15.4％などと 

なっています。 
 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n=500）

働いており、同じところで働き続けたい

働いているが、今とは別の仕事をしたい

働いているが、仕事はもうしたくない

働いていないが、仕事を見つけて働きたい

働いておらず、これからも働きたくない

働いていないが、
生活できるため働かなくても良い

その他

特に考えていない

年齢や健康を理由に働けない

わからない

無回答

19.2 

9.4 

2.8 

26.8 

7.2 

4.2 

1.4 

7.2 

1.0 

15.4 

5.4 

0％ 20％ 40％

30.8 

5.6 

0.3 

29.2 

3.2 

2.1 

0.5 

7.0 

1.6 

12.1 

7.5 

0％ 20％ 40％

25.7 

5.0 

3.2 

14.1 

4.5 

9.3 

0.8 

17.7 

3.0 

8.5 

8.1 

0％ 20％ 40％
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【身体障害者手帳所持者：問 23、療育手帳所持者：問 22、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 23】 

あなたは、今後障がいのある方が働きやすくなるために、 

どのような条件や環境整備が必要だと考えますか。（複数回答可能：３つまで） 

 
※スペースの関係で上位 10項目をグラフにしています。全選択肢の集計結果は次のページの集計表をご確認ください。 

 
 

▸ いずれの手帳所持者も「事業主や職場の方が、障がいのある方を理解してくれる」が最も多

い。しかし、身体障害者手帳所持者で約３割と少ない。 

▸ 身体障害者手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者で「自宅で仕事ができる」が２割を超

えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「事業主や職場の方が、障がいのある方を理解してくれる」が 29.2％

と最も多く、次いで「自宅で仕事ができる」が 25.5％、「勤務時間内でも通院できる」が 19.1％など

となっています。 

療育手帳所持者は、「事業主や職場の方が、障がいのある方を理解してくれる」が 38.3％と最も

多く、次いで「通勤の手段が確保される」が 33.8％、「ジョブコーチから支援が受けられる」が

20.1％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「事業主や職場の方が、障がいのある方を理解してくれる」

が 36.0％と最も多く、次いで「自宅で仕事ができる」が 29.8％、「勤務時間や日数が短縮される」が

25.8％などとなっています。 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n= 500）

事業主や職場の方が、
障害のある方を理解してくれる

自宅で仕事ができる

通勤の手段が確保される

勤務時間や日数が短縮される

あらゆる業種で障害のある方の雇用枠を増やす

勤務時間内でも通院できる

フレックスタイムなどで自由な働き方ができる

仕事の相談や紹介をする場を充実する

職場の施設や設備が障害のある方にも
利用できるように配慮されている

ジョブコーチから支援が受けられる

36.0 

29.8 

18.2 

25.8 

18.2 

16.8 

18.4 

17.2 

6.8 

13.0 

0％ 25％ 50％

38.3 

12.3 

33.8 

10.7 

18.2 

9.7 

7.5 

17.4 

11.0 

20.1 

0％ 25％ 50％

29.2 

25.5 

18.5 

18.1 

18.5 

19.1 

17.3 

12.6 

15.4 

5.5 

0％ 25％ 50％
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調
査
数

事
業
主
や
職
場
の
方
が
、

障
害
の
あ

る
方
を
理
解
し
て
く
れ
る

自
宅
で
仕
事
が
で
き
る

通
勤
の
手
段
が
確
保
さ
れ
る

勤
務
時
間
や
日
数
が
短
縮
さ
れ
る

あ
ら
ゆ
る
業
種
で
障
害
の
あ
る
方
の

雇
用
枠
を
増
や
す

勤
務
時
間
内
で
も
通
院
で
き
る

フ
レ
ッ

ク
ス
タ
イ
ム
な
ど
で
自
由
な

働
き
方
が
で
き
る

仕
事
の
相
談
や
紹
介
を
す
る
場
を
充

実
す
る

職
場
の
施
設
や
設
備
が
障
害
の
あ
る

方
に
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
配
慮
さ

れ
て
い
る

身体障害者手帳所持者 956 279 244 177 173 177 183 165 120 147
 100.0 29.2 25.5 18.5 18.1 18.5 19.1 17.3 12.6 15.4
療育手帳所持者 373 143 46 126 40 68 36 28 65 41
 100.0 38.3 12.3 33.8 10.7 18.2 9.7 7.5 17.4 11.0
精神障害者保健福祉手帳所持者 500 180 149 91 129 91 84 92 86 34
 100.0 36.0 29.8 18.2 25.8 18.2 16.8 18.4 17.2 6.8

ジ
ョ

ブ
コ
ー

チ
か
ら
支
援
が
受
け
ら

れ
る

職
業
訓
練
を
充
実
し
、

就
労
の
た
め

の
技
術
を
身
に
つ
け
る

就
労
継
続
支
援
事
業
所
な
ど
へ
の
支

援
（

注
文
を
増
や
す
な
ど
）

を
充
実

す
る

職
場
で
の
介
助
者
が
保
障
さ
れ
て
い

る そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

　
無
回
答

身体障害者手帳所持者 53 64 33 54 9 95 89 63

 5.5 6.7 3.5 5.6 0.9 9.9 9.3 6.6

療育手帳所持者 75 60 65 46 3 30 35 9

 20.1 16.1 17.4 12.3 0.8 8.0 9.4 2.4

精神障害者保健福祉手帳所持者 65 55 27 19 13 25 47 24

 13.0 11.0 5.4 3.8 2.6 5.0 9.4 4.8
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【身体障害者手帳所持者：問 24、療育手帳所持者：問 23、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 24】 

あなたは、現在児童発達支援施設・幼稚園・保育園・学校に通っていますか。 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「通っていない」が多い。しかし、療育手帳所持者で約７割と少ない。 
 

身体障害者手帳所持者は、「はい（通っている）」が 3.8％、「いいえ（通っていない）」が 96.1％と

なっています。 

療育手帳所持者は、「はい（通っている）」が 29.0％、「いいえ（通っていない）」が 70.2％となって

います。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「はい（通っている）」が 2.4％、「いいえ（通っていない）」が

97.2％となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

3.8 

29.0 

2.4 

96.1 

70.2 

97.2 

0.1 

0.8 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答 A
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 児童発達支援施設・幼稚園・保育園・学校に「通っている」と回答した方のみ  

【 身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 ： 問 2 4－ １ 、 療 育 手 帳 所 持 者 ： 問 2 3－ １ 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 所 持 者 ： 問 2 4－ １ 】 

あなたが現在通っているところはどこですか。（複数回答可能） 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者は「特別支援学校小学部」、療育手帳所持者は「特別支援学校高等部」が

最も多い。 

▸ 身体障害者手帳所持者で「特別支援学校小学部」が３割を超えて多く、療育手帳所持者で「小

学校（特別支援学級）」、「特別支援学校高等部」が多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「特別支援学校小学部」が 33.3％と最も多く、次いで「特別支援学校

中学部」、「高等学校」がそれぞれ 11.1％、「保育園」、「小学校（通常学級）」、「特別支援学校高等部」

がそれぞれ 8.3％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「特別支援学校高等部」が 25.9％と最も多く、次いで「特別支援学校小学部」

が 22.2％、「小学校（特別支援学級）」が 17.6％などとなっています。 

（精神障害者保健福祉手帳所持者は、サンプル数が少ないため、コメントを割愛します。） 

 

 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n= 36） （n=108） （n= 12）

幼稚園

保育園

児童発達支援施設

小学校（通常学級）

小学校（特別支援学級）

特別支援学校小学部

中学校（通常学級）

中学校（特別支援学級）

特別支援学校中学部

高等学校

特別支援学校高等部

訪問教育

大学・短大・専門学校

その他

無回答

0.0 

0.0 

0.0 

25.0 

33.3 

0.0 

8.3 

0.0 

0.0 

33.3 

0.0 

0.0 

8.3 

8.3 

8.3 

0％ 20％ 40％

2.8 

3.7 

12.0 

4.6 

17.6 

22.2 

2.8 

6.5 

12.0 

4.6 

25.9 

0.9 

0.9 

0.0 

0.9 

0％ 20％ 40％

2.8 

8.3 

5.6 

8.3 

2.8 

33.3 

2.8 

5.6 

11.1 

11.1 

8.3 

0.0 

2.8 

0.0 

2.8 

0％ 20％ 40％
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 児童発達支援施設・幼稚園・保育園・学校に「通っている」と回答した方のみ  

【 身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 ： 問 2 4－ ２ 、 療 育 手 帳 所 持 者 ： 問 2 3－ ２ 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 所 持 者 ： 問 2 4－ ２ 】 

あなたは、通園・通学をする上でどのようなことに困っていますか。（複数回答可能） 

 
※スペースの関係で上位 10項目をグラフにしています。全選択肢の集計結果は次のページの集計表をご確認ください。 

 
 

▸ 身体障害者手帳所持者は「通うのが大変である」、「トイレなどの設備が不十分である」、「特に

ない」、療育手帳所持者は「特にない」が最も多い。 

▸ 身体障害者手帳所持者で「トイレなどの設備が不十分である」が３割近くと多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「通うのが大変である」、「トイレなどの設備が不十分である」、「特にな

い」がそれぞれ 27.8％と最も多く、次いで「介助体制が十分ではない」が 22.2％、「職員の理解や

配慮が足りない」、「家族の同伴を求められる」がそれぞれ 13.9％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「特にない」が 38.0％と最も多く、次いで「通うのが大変である」が 23.1％、

「職員の理解や配慮が足りない」が 15.7％などとなっています。 

（精神障害者保健福祉手帳所持者は、サンプル数が少ないため、コメントを割愛します。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n= 36） （n=108） （n= 12）

通うのが大変である

職員の理解や配慮が足りない

トイレなどの設備が不十分である

授業についていけない

友人ができない

介助体制が十分ではない

周りの生徒の理解が得られない

学校の数が少ない

家族の同伴を求められる

特にない

16.7 

16.7 

0.0 

25.0 

25.0 

8.3 

25.0 

0.0 

0.0 

25.0 

0％ 25％ 50％

23.1 

15.7 

8.3 

12.0 

11.1 

7.4 

10.2 

7.4 

4.6 

38.0 

0％ 25％ 50％

27.8 

13.9 

27.8 

5.6 

8.3 

22.2 

5.6 

8.3 

13.9 

27.8 

0％ 25％ 50％
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調
査
数

通
う
の
が
大
変
で
あ
る

職
員
の
理
解
や
配
慮
が
足
り
な
い

ト
イ
レ
な
ど
の
設
備
が
不
十
分
で
あ

る 授
業
に
つ
い
て
い
け
な
い

友
人
が
で
き
な
い

介
助
体
制
が
十
分
で
は
な
い

周
り
の
生
徒
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い

学
校
の
数
が
少
な
い

身体障害者手帳所持者 36 10 5 10 2 3 8 2 3
 100.0 27.8 13.9 27.8 5.6 8.3 22.2 5.6 8.3
療育手帳所持者 108 25 17 9 13 12 8 11 8
 100.0 23.1 15.7 8.3 12.0 11.1 7.4 10.2 7.4
精神障害者保健福祉手帳所持者 12 2 2      - 3 3 1 3      -
 100.0 16.7 16.7      - 25.0 25.0 8.3 25.0      -

家
族
の
同
伴
を
求
め
ら
れ
る

通
常
学
級
に
入
れ
な
い

受
け
入
れ
て
く
れ
る
学
校
が
な
い

医
療
的
ケ
ア
（

吸
引
・
経
管
栄
養
な

ど
）

が
受
け
ら
れ
な
い

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

　
無
回
答

身体障害者手帳所持者 5      - 1 1 1 10 1 1

 13.9      - 2.8 2.8 2.8 27.8 2.8 2.8

療育手帳所持者 5 4      -      - 3 41 7 3

 4.6 3.7      -      - 2.8 38.0 6.5 2.8

精神障害者保健福祉手帳所持者      -      -      -      -      - 3      -      -

      -      -      -      -      - 25.0      -      -
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 児童発達支援施設・幼稚園・保育園・学校に「通っている」と回答した方のみ  

【 身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 ： 問 2 4－ ３ 、 療 育 手 帳 所 持 者 ： 問 2 3－ ３ 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 所 持 者 ： 問 2 4－ ３ 】 

あなたは、どのようなことを学校教育に望みますか。（複数回答可能） 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「能力や障がいの状況にあった指導（訓練）をしてほしい」が最も多

い。 

▸ 身体障害者手帳所持者で「施設、設備を充実してほしい」が約６割と多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「能力や障がいの状況にあった指導（訓練）をしてほしい」が 61.1％と

最も多く、次いで「施設、設備を充実してほしい」が 58.3％、「就学相談や学習・生活相談・進路相談

など、相談体制を充実してほしい」が 41.7％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「能力や障がいの状況にあった指導（訓練）をしてほしい」が 61.1％と最も 

多く、次いで「就学相談や学習・生活相談・進路相談など、相談体制を充実してほしい」が 41.7％、

「個別指導を充実してほしい」が 35.2％などとなっています。 

（精神障害者保健福祉手帳所持者は、サンプル数が少ないため、コメントを割愛します。） 

 

 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n= 36） （n=108） （n= 12）

能力や障害の状況にあった指導（訓練）を
してほしい

就学相談や学習・生活相談・進路相談など、
相談体制を充実してほしい

個別指導を充実してほしい

施設、設備を充実してほしい

療育に関する相談や指導を充実してほしい

教材、教具を充実してほしい

小・中学校（通常学級）との交流の機会を
増やしてほしい

医療的ケアを受け入れてほしい

小・中学校（通常学級）で受け入れてほしい

その他

特にない

わからない

無回答

58.3 

75.0 

33.3 

8.3 

25.0 

25.0 

16.7 

0.0 

0.0 

8.3 

8.3 

0.0 

0.0 

0％ 45％ 90％

61.1 

41.7 

35.2 

26.9 

32.4 

22.2 

4.6 

0.9 

4.6 

5.6 

10.2 

9.3 

1.9 

0％ 45％ 90％

61.1 

41.7 

33.3 

58.3 

16.7 

36.1 

2.8 

13.9 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

0％ 45％ 90％
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【身体障害者手帳所持者：問 25、療育手帳所持者：問 24、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 25】 

あなたは、障害福祉サービス事業所などに通っていますか。 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「通っていない」が多い。しかし、療育手帳所持者で６割近くと少な

い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「はい（通っている）」が 7.8％、「いいえ（通っていない）」が 89.6％と

なっています。 

療育手帳所持者は、「はい（通っている）」が 40.2％、「いいえ（通っていない）」が 57.4％となって

います。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「はい（通っている）」が 17.8％、「いいえ（通っていない）」が

80.6％となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

7.8 

40.2 

17.8 

89.6 

57.4 

80.6 

2.5 

2.4 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答 A
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 障害福祉サービス事業所などに「通っている」と回答した方のみ  

【 身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 ： 問 2 5－ １ 、 療 育 手 帳 所 持 者 ： 問 2 4－ １ 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 所 持 者 ： 問 2 5－ １ 】 

あなたは、通所する上でどのようなことに困っていますか。（複数回答可能） 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者・療育手帳所持者は「特にない」、精神障害者保健福祉手帳所持者は「活

動中の体調変化が気になる」が最も多い。 

▸ 精神障害者保健福祉手帳所持者で「活動中の体調変化が気になる」が４割近くと多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「特にない」が 34.7％と最も多く、次いで「自分の考えを伝えられな

い」、「工賃に不満がある」がそれぞれ 13.3％、「通所するのが大変である」、「利用者との人間関係

がうまくいかない」がそれぞれ 8.0％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「特にない」が 31.3％と最も多く、次いで「自分の考えを伝えられない」が

24.7％、「工賃に不満がある」が 17.3％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「活動中の体調変化が気になる」が 37.1％と最も多く、次い

で「特にない」が 23.6％、「工賃に不満がある」が 21.3％などとなっています。 
 

 

 

 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n= 75） （n=150） （n= 89）

活動中の体調変化が気になる

自分の考えを伝えられない

工賃に不満がある

通所するのが大変である

利用者との人間関係がうまくいかない

気楽に相談できる方がいない

活動する上で配慮が不足している

作業時間や日数に不満がある

サービスの内容があっていない

トイレなど施設の設備が不十分である

その他

特にない

わからない

無回答

37.1 

15.7 

21.3 

16.9 

18.0 

14.6 

7.9 

11.2 

10.1 

6.7 

3.4 

23.6 

2.2 

4.5 

0％ 25％ 50％

16.7 

24.7 

17.3 

14.0 

12.7 

7.3 

9.3 

8.0 

4.0 

6.0 

2.0 

31.3 

4.7 

6.7 

0％ 25％ 50％

6.7 

13.3 

13.3 

8.0 

8.0 

4.0 

2.7 

0.0 

6.7 

6.7 

6.7 

34.7 

4.0 

14.7 

0％ 25％ 50％
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 障害福祉サービス事業所などに「通っている」と回答した方のみ  

【 身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 ： 問 2 5－ ２ 、 療 育 手 帳 所 持 者 ： 問 2 4－ ２ 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 所 持 者 ： 問 2 5－ ２ 】 

あなたは、今後どのような過ごし方を希望しますか。（複数回答可能） 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「現在の施設に通いたい」が最も多い。しかし、精神障害者保健福祉手

帳所持者で半数を下回って少ない。 

▸ 精神障害者保健福祉手帳所持者で「一般企業等に就職したい」が約４割と多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「現在の施設に通いたい」が60.0％と最も多く、次いで「自宅で過ごし

たい」が 25.3％、「一般企業等に就職したい」が 9.3％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「現在の施設に通いたい」が 69.3％と最も多く、次いで「一般企業等に就職

したい」、「就労移行支援事業所・就労継続支援事業所で活動したい」がそれぞれ 10.7％、「わから

ない」が 10.0％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「現在の施設に通いたい」が 43.8％と最も多く、次いで  

「一般企業等に就職したい」が38.2％、「就労移行支援事業所・就労継続支援事業所で活動したい」

が 16.9％などとなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n= 75） （n=150） （n= 89）

現在の施設に通いたい

一般企業等に就職したい

自宅で過ごしたい

就労移行支援事業所・
就労継続支援事業所で活動したい

別の施設に移りたい

入所施設に入りたい

介護保険サービスに移行したい

その他

わからない

無回答

43.8 

38.2 

13.5 

16.9 

5.6 

1.1 

2.2 

0.0 

9.0 

2.2 

0％ 40％ 80％

69.3 

10.7 

8.7 

10.7 

4.7 

3.3 

0.0 

0.0 

10.0 

0.7 

0％ 40％ 80％

60.0 

9.3 

25.3 

4.0 

4.0 

1.3 

0.0 

1.3 

6.7 

5.3 

0％ 40％ 80％
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「一般企業等に就職したい」と回答した方のみ  

【 身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 ： 問 2 5－ ２ － １ 、 療 育 手 帳 所 持 者 ： 問 2 4－ ２ － １ 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 所 持 者 ： 問 2 5－ ２ － １ 】 

あなたは、どのような働き方をしたいですか。 

 
 
 

▸ 「常勤の会社員・職員」が約４割と最も多い。 
 

（身体障害者手帳所持者・療育手帳所持者は、サンプル数が少ないため、コメントを割愛します。） 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「常勤の会社員・職員」が 38.2％と最も多く、次いで「非常

勤の会社員・職員（パート等）」が 29.4％、「わからない」が 14.7％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=  7）

療育手帳所持者
（n= 16）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n= 34）

28.6 

25.0 

38.2 

28.6 

43.8 

29.4 

0.0 

0.0 

11.8 

0.0 

0.0 

2.9 

0.0 

0.0 

2.9 

0.0 

0.0 

0.0 

14.3 

25.0 

14.7 

28.6 

6.3 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

常勤の会社員・職員

非常勤の会社員・職員（パート等）

在宅勤務（フリーランス）

自営業またはその手伝い

内職

その他

わからない

無回答
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「一般企業等に就職したい」と回答した方のみ  

【 身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 ： 問 2 5－ ２ － ２ 、 療 育 手 帳 所 持 者 ： 問 2 4－ ２ － ２ 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 所 持 者 ： 問 2 5－ ２ － ２ 】 

あなたは、就職するために、どのような支援を希望しますか。（複数回答可能） 

 
 
 

▸ 「仕事の適性の見極め」が６割を超えて最も多い。 
 

（身体障害者手帳所持者・療育手帳所持者は、サンプル数が少ないため、コメントを割愛します。） 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「仕事の適性の見極め」が 64.7％と最も多く、次いで「障が

いのある方が働く企業などの見学」が 52.9％、「企業などでの体験実習」、「履歴書の作成や面接の

同行支援」がそれぞれ 50.0％などとなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=  7） （n= 16） （n= 34）

障害のある方が働く企業などの見学

仕事の適性の見極め

企業などでの体験実習

求職活動の支援

履歴書の作成や面接の同行支援

ビジネスマナーを学ぶ機会

就労意欲を向上させるプログラム

その他

特にない

わからない

無回答

52.9 

64.7 

50.0 

41.2 

50.0 

20.6 

20.6 

2.9 

0.0 

2.9 

0.0 

0％ 40％ 80％

50.0 

56.3 

50.0 

50.0 

6.3 

12.5 

18.8 

0.0 

0.0 

12.5 

0.0 

0％ 40％ 80％

71.4 

0.0 

71.4 

42.9 

0.0 

28.6 

0.0 

0.0 

0.0 

14.3 

0.0 

0％ 40％ 80％
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５．情報収集・相談体制について  

【身体障害者手帳所持者：問 26、療育手帳所持者：問 25、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 26】 

あなたは、ふだん、福祉サービスに関する情報を、主にどこから得ていますか。 

（複数回答可能） 

 
※「ケアマネジャー」は、その他の具体的内容に多く記載されていたため、集計時に追加した選択肢です。 

※「身体障害者相談員」は、身体障害者手帳所持者のみの選択肢です。 

 
 

▸ 身体障害者手帳所持者は「広報紙・パンフレット（県・市）」、療育手帳所持者は「家族、友

人・知人」、精神障害者保健福祉手帳所持者は「病院・診療所・薬局など」が最も多い。 

▸ 精神障害者保健福祉手帳所持者で「病院・診療所・薬局など」が４割近くと多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「広報紙・パンフレット（県・市）」が 31.0％と最も多く、次いで「病院・診

療所・薬局など」が 20.5％、「特にない」が 20.3％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「家族、友人・知人」が 28.4％と最も多く、次いで「障害者相談支援事業所」

が 23.3％、「特にない」が 20.1％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「病院・診療所・薬局など」が 37.0％と最も多く、次いで 

「市役所の窓口」が 27.0％、「インターネット・ＳＮＳ」が 26.0％などとなっています。 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n=500）

広報紙・パンフレット（県・市）

病院・診療所・薬局など

市役所の窓口

インターネット・ＳＮＳ

新聞・雑誌

家族、友人・知人

テレビ・ラジオ

障害者相談支援事業所

福祉施設

学校・職場

所属している団体の会合や会報

訪問看護師

ホームヘルパー

身体障害者相談員

民生委員・児童委員

ケアマネジャー

ボランティア

その他

特にない

無回答

18.4 

37.0 

27.0 

26.0 

16.2 

18.4 

12.2 

12.0 

6.8 

2.6 

3.2 

5.6 

1.4 

1.8 

0.8 

0.6 

1.0 

17.4 

1.2 

0％ 25％ 50％

10.5 

12.1 

12.1 

12.6 

12.9 

28.4 

9.1 

23.3 

19.3 

19.0 

9.7 

1.6 

1.9 

0.8 

0.0 

0.0 

1.6 

20.1 

4.0 

0％ 25％ 50％

31.0 

20.5 

19.4 

18.4 

20.1 

11.3 

14.5 

6.3 

5.3 

3.1 

4.5 

3.6 

2.9 

4.1 

2.4 

2.0 

0.2 

0.4 

20.3 

2.7 

0％ 25％ 50％
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【身体障害者手帳所持者：問 27、療育手帳所持者：問 26、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 27】 

あなたにとって、現在の福祉に関する情報の入手方法は十分だと思いますか。 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者は『そう思わない』が最も多く、療育

手帳所持者は『そう思う』と『そう思わない』がほぼ同率。 

▸ 身体障害者手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者で『そう思わない』が４割を超えて多

い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「ある程度そう思う」が31.6％と最も多く、次いで「あまりそう思わない」

が 28.7％、「わからない」が 22.0％などとなっています。また、『そう思う』（とてもそう思う＋ある程

度そう思う）は 33.9％、『そう思わない』（まったくそう思わない＋あまりそう思わない）は 41.9％と、

『そう思わない』が約４割で多くなっています。 

療育手帳所持者は、「ある程度そう思う」が 33.2％と最も多く、次いで「わからない」が 25.5％、

「あまりそう思わない」が 20.1％などとなっています。また、『そう思う』は 36.7％、『そう思わない』は

33.2％と、大きな差異はみられません。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「あまりそう思わない」が 30.4％と最も多く、次いで「ある程

度そう思う」が 30.2％、「わからない」が 19.8％などとなっています。また、『そう思う』は 33.0％、

『そう思わない』は 46.0％と、『そう思わない』が４割を超えて多くなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

2.3 

3.5 

2.8 

31.6 

33.2 

30.2 

28.7 

20.1 

30.4 

13.2 

13.1 

15.6 

22.0 

25.5 

19.8 

2.3 

4.6 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とてもそう思う ある程度そう思う

あまりそう思わない まったくそう思わない

わからない 無回答
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【身体障害者手帳所持者：問 28、療育手帳所持者：問 27、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 28】 

あなたは、現在福祉に関する知りたい情報を十分に得られていると思いますか。 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者は『そう思わない』が最も多く、療育

手帳所持者は『そう思う』と『そう思わない』がほぼ同率。 
 

身体障害者手帳所持者は、「あまりそう思わない」が 31.6％と最も多く、次いで「ある程度そう思

う」が 31.0％、「わからない」が 19.5％などとなっています。また、『そう思う』（とてもそう思う＋ある

程度そう思う）は 32.9％、『そう思わない』（まったくそう思わない＋あまりそう思わない）は 45.3％

と、『そう思わない』が４割を超えて多くなっています。 

療育手帳所持者は、「ある程度そう思う」が 29.2％と最も多く、次いで「わからない」が 25.7％、

「あまりそう思わない」が 24.1％などとなっています。また、『そう思う』は 32.4％、『そう思わない』は

37.2％と、大きな差異はみられません。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「あまりそう思わない」が 33.2％と最も多く、次いで「ある程

度そう思う」が 28.0％、「わからない」が 18.4％などとなっています。また、『そう思う』は 29.6％、

『そう思わない』は 51.0％と、『そう思わない』が約半数で多くなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

1.9 

3.2 

1.6 

31.0 

29.2 

28.0 

31.6 

24.1 

33.2 

13.7 

13.1 

17.8 

19.5 

25.7 

18.4 

2.4 

4.6 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とてもそう思う ある程度そう思う

あまりそう思わない まったくそう思わない

わからない 無回答
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【身体障害者手帳所持者：問 29、療育手帳所持者：問 28、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 29】 

あなたは、今後どのような情報を充実してほしいと思いますか。 

（複数回答可能：３つまで） 

 
※スペースの関係で上位 10項目をグラフにしています。全選択肢の集計結果は次のページの集計表をご確認ください。 

 
 

▸ 身体障害者手帳所持者は「福祉サービスの具体的内容や利用方法などに関する情報」、療育手帳

所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者は「困った時に相談（経済的支援を含む）ができる機

関・場所についての情報」が最も多い。 

▸ 精神障害者保健福祉手帳所持者で「就職に関する情報」が２割を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「福祉サービスの具体的内容や利用方法などに関する情報」が

46.9％と最も多く、次いで「困った時に相談（経済的支援を含む）ができる機関・場所についての  

情報」が 39.4％、「保健、医療に関する情報」が 30.4％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「困った時に相談（経済的支援を含む）ができる機関・場所についての情報」

が42.1％と最も多く、次いで「福祉サービスの具体的内容や利用方法などに関する情報」が32.4％、

「就職に関する情報」が 19.8％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「困った時に相談（経済的支援を含む）ができる機関・場所に

ついての情報」が 54.8％と最も多く、次いで「福祉サービスの具体的内容や利用方法などに関する

情報」が 38.2％、「就職に関する情報」が 25.2％などとなっています。 
 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n=500）

困った時に相談（経済的支援を含む）が
できる機関・場所についての情報

福祉サービスの具体的内容や利用方法などに
関する情報

保健、医療に関する情報

福祉サービスに関する情報

緊急時の対応についての情報

就職に関する情報

社会情勢や福祉制度の変化に関する情報

災害時の避難情報

特にない

わからない

54.8 

38.2 

21.8 

20.0 

13.4 

25.2 

17.8 

11.2 

5.8 

8.0 

0％ 35％ 70％

42.1 

32.4 

13.9 

19.6 

16.9 

19.8 

11.5 

16.1 

7.2 

10.2 

0％ 35％ 70％

39.4 

46.9 

30.4 

25.5 

16.4 

7.2 

14.0 

15.0 

9.7 

4.5 

0％ 35％ 70％
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調
査
数

困
っ

た
時
に
相
談
（

経
済
的
支
援
を

含
む
）

が
で
き
る
機
関
・
場
所
に
つ

い
て
の
情
報

福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
具
体
的
内
容
や
利

用
方
法
な
ど
に
関
す
る
情
報

保
健
、

医
療
に
関
す
る
情
報

福
祉
サ
ー

ビ
ス
に
関
す
る
情
報

緊
急
時
の
対
応
に
つ
い
て
の
情
報

就
職
に
関
す
る
情
報

社
会
情
勢
や
福
祉
制
度
の
変
化
に
関

す
る
情
報

災
害
時
の
避
難
情
報

身体障害者手帳所持者 956 377 448 291 244 157 69 134 143
 100.0 39.4 46.9 30.4 25.5 16.4 7.2 14.0 15.0
療育手帳所持者 373 157 121 52 73 63 74 43 60
 100.0 42.1 32.4 13.9 19.6 16.9 19.8 11.5 16.1
精神障害者保健福祉手帳所持者 500 274 191 109 100 67 126 89 56
 100.0 54.8 38.2 21.8 20.0 13.4 25.2 17.8 11.2

余
暇
活
動
・
レ
ジ
ャ
ー

に
関
す
る
情

報 就
学
に
関
す
る
相
談
・
情
報
提
供
窓

口
・
機
関
に
関
す
る
情
報

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
な
ど
に
つ
い
て

の
情
報

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

　
無
回
答

身体障害者手帳所持者 42 28 24 2 93 43 19

 4.4 2.9 2.5 0.2 9.7 4.5 2.0

療育手帳所持者 52 38 16      - 27 38 17

 13.9 10.2 4.3      - 7.2 10.2 4.6

精神障害者保健福祉手帳所持者 26 28 18 3 29 40 8

 5.2 5.6 3.6 0.6 5.8 8.0 1.6
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【身体障害者手帳所持者：問 30、療育手帳所持者：問 29、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 30】 

あなたは、現在どのようなことに困ったり、悩んだりしていますか。 

（複数回答可能：３つまで） 

 
※スペースの関係で上位 10項目をグラフにしています。全選択肢の集計結果は次のページの集計表をご確認ください。 

 
 

▸ いずれの手帳所持者も「自分の老後」が最も多い。しかし、療育手帳所持者で約２割と少な

い。 

▸ 身体障害者手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者で「健康や身体に関すること」が３割

を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「自分の老後」が 39.7％と最も多く、次いで「健康や身体に関すること」

が 34.8％、「特にない」が 18.0％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「自分の老後」が 21.2％と最も多く、次いで「特にない」が 18.5％、「緊急時

の対応（自分や家族の急病などへの対応）」が 15.8％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「自分の老後」が 36.8％と最も多く、次いで「健康や身体に

関すること」が 32.0％、「親の老後」が 22.4％などとなっています。 

 
 

 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n=500）

自分の老後

健康や身体に関すること

緊急時の対応
（自分や家族の急病などへの対応）

親の老後

仕事・職場

お金の管理

家族に関すること

進学や就職

災害時の対応

特にない

36.8 

32.0 

11.0 

22.4 

19.0 

18.6 

10.6 

10.2 

4.0 

5.8 

0％ 25％ 50％

21.2 

14.7 

15.8 

14.2 

7.8 

13.1 

8.3 

15.5 

5.6 

18.5 

0％ 25％ 50％

39.7 

34.8 

15.0 

8.8 

7.9 

4.9 

7.4 

3.6 

9.6 

18.0 

0％ 25％ 50％
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調
査
数

自
分
の
老
後

健
康
や
身
体
に
関
す
る
こ
と

緊
急
時
の
対
応
（

自
分
や
家
族
の
急

病
な
ど
へ
の
対
応
）

親
の
老
後

仕
事
・
職
場

お
金
の
管
理

家
族
に
関
す
る
こ
と

進
学
や
就
職

身体障害者手帳所持者 956 380 333 143 84 76 47 71 34
 100.0 39.7 34.8 15.0 8.8 7.9 4.9 7.4 3.6
療育手帳所持者 373 79 55 59 53 29 49 31 58
 100.0 21.2 14.7 15.8 14.2 7.8 13.1 8.3 15.5
精神障害者保健福祉手帳所持者 500 184 160 55 112 95 93 53 51
 100.0 36.8 32.0 11.0 22.4 19.0 18.6 10.6 10.2

災
害
時
の
対
応

住
ま
い
に
関
す
る
こ
と

家
事
・
家
族
の
世
話

友
だ
ち
づ
く
り

福
祉
・
保
健
サ
ー

ビ
ス
の
利
用

恋
愛
・
結
婚

余
暇
（

趣
味
、

旅
行
な
ど
）

の
過
ご

し
方

市
役
所
・
銀
行
な
ど
の
手
続
き

身体障害者手帳所持者 92 68 62 18 59 21 42 30

 9.6 7.1 6.5 1.9 6.2 2.2 4.4 3.1

療育手帳所持者 21 24 14 50 22 33 33 23

 5.6 6.4 3.8 13.4 5.9 8.8 8.8 6.2

精神障害者保健福祉手帳所持者 20 39 43 49 24 50 24 38

 4.0 7.8 8.6 9.8 4.8 10.0 4.8 7.6

買
い
物

社
会
情
勢
や
福
祉
制
度
の
変
化
へ
の

対
応

近
所
と
の
付
き
合
い

子
育
て
や
子
ど
も
の
教
育

学
校
生
活

そ
の
他

特
に
な
い

　
無
回
答

身体障害者手帳所持者 42 45 19 24 7 18 172 24
 4.4 4.7 2.0 2.5 0.7 1.9 18.0 2.5
療育手帳所持者 16 12 12 2 27 8 69 16
 4.3 3.2 3.2 0.5 7.2 2.1 18.5 4.3
精神障害者保健福祉手帳所持者 27 28 23 23 9 26 29 15
 5.4 5.6 4.6 4.6 1.8 5.2 5.8 3.0
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【身体障害者手帳所持者：問 31、療育手帳所持者：問 30、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 31】 

あなたが困った時の主な相談先はどこですか。（複数回答可能：３つまで） 

 
※「ケアマネジャー」は、その他の具体的内容に多く記載されていたため、集計時に追加した選択肢です。 

※「身体障害者相談員」は、身体障害者手帳所持者のみの選択肢です。 

 
 

▸ いずれの手帳所持者も「家族・親族」が最も多い。 

▸ 精神障害者保健福祉手帳所持者で「病院・医療機関」が４割を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「家族・親族」が 70.8％と最も多く、次いで「病院・医療機関」が

22.2％、「隣人、友人・知人」が 21.7％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「家族・親族」が 74.8％と最も多く、次いで「障害者相談支援事業所」が

24.9％、「福祉施設」、「学校・教師」がそれぞれ 16.6％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「家族・親族」が 70.0％と最も多く、次いで「病院・医療機関」

が 46.8％、「隣人、友人・知人」が 18.6％などとなっています。 
 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n=500）

家族・親族

病院・医療機関

隣人、友人・知人

市役所

障害者相談支援事業所

福祉施設

職場の同僚・上司

学校・教師

訪問看護師

社会福祉協議会

ホームヘルパー

民生委員・児童委員

身体障害者相談員

ケアマネジャー

障害者団体・家族会

ボランティア

その他

特にない

無回答

70.0 

46.8 

18.6 

18.0 

13.0 

7.4 

5.6 

1.2 

5.6 

2.2 

1.2 

1.4 

0.4 

0.2 

0.6 

1.0 

8.2 

1.0 

0％ 45％ 90％

74.8 

15.8 

9.7 

11.0 

24.9 

16.6 

9.4 

16.6 

1.3 

2.9 

1.6 

1.3 

0.0 

2.7 

0.0 

0.8 

4.6 

3.2 

0％ 45％ 90％

70.8 

22.2 

21.7 

13.5 

5.4 

4.3 

4.3 

2.2 

3.3 

4.2 

2.7 

1.8 

2.8 

2.5 

0.8 

0.0 

0.9 

11.0 

1.5 

0％ 45％ 90％
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【身体障害者手帳所持者：問 32、療育手帳所持者：問 31、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 32】 

あなたにとって、現在の困った時の相談体制は十分だと思いますか。 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者・療育手帳所持者は『そう思う』、精神障害者保健福祉手帳所持者は『そ

う思わない』が最も多い。 

▸ 精神障害者保健福祉手帳所持者で『そう思わない』が半数近くと多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「ある程度そう思う」が 42.7％と最も多く、次いで「あまりそう思わな

い」が 21.3％、「わからない」が 18.9％などとなっています。また、『そう思う』（とてもそう思う＋ある

程度そう思う）は 47.2％、『そう思わない』（まったくそう思わない＋あまりそう思わない）は 31.0％

と、『そう思う』が半数近くで多くなっています。 

療育手帳所持者は、「ある程度そう思う」が 40.2％と最も多く、次いで「わからない」が 20.1％、

「あまりそう思わない」が 18.8％などとなっています。また、『そう思う』は 50.1％、『そう思わない』は

26.0％と、『そう思う』が約半数で多くなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「ある程度そう思う」が 35.4％と最も多く、次いで「あまりそ

う思わない」が 30.0％、「まったくそう思わない」が 17.2％などとなっています。また、『そう思う』は

40.0％、『そう思わない』は 47.2％と、『そう思わない』が半数近くで多くなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

4.5 

9.9 

4.6 

42.7 

40.2 

35.4 

21.3 

18.8 

30.0 

9.7 

7.2 

17.2 

18.9 

20.1 

11.4 

2.8 

3.8 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とてもそう思う ある程度そう思う

あまりそう思わない まったくそう思わない

わからない 無回答
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【身体障害者手帳所持者：問 33、療育手帳所持者：問 32、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 33】 

あなたは、今後福祉や生活に関する相談体制として、どのようなことを希望しますか。 

（複数回答可能：３つまで） 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「どんな時にどこに相談したら良いか、わかるようにしてほしい」が最

も多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「どんな時にどこに相談したら良いか、わかるようにしてほしい」が

56.7％と最も多く、次いで「１か所で色々な問題について相談できるようにしてほしい」が 31.8％、

「休日・夜間などでも必要な時にすぐ相談できるようにしてほしい」が 20.4％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「どんな時にどこに相談したら良いか、わかるようにしてほしい」が 54.2％と

最も多く、次いで「１か所で色々な問題について相談できるようにしてほしい」が 31.9％、「休日・夜

間などでも必要な時にすぐ相談できるようにしてほしい」が 19.3％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「どんな時にどこに相談したら良いか、わかるようにしてほし

い」が 56.2％と最も多く、次いで「１か所で色々な問題について相談できるようにしてほしい」が

29.6％、「休日・夜間などでも必要な時にすぐ相談できるようにしてほしい」が 28.6％などとなって

います。 
 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n=500）

どんな時にどこに相談したら良いか、
わかるようにしてほしい

１か所で色々な問題について
相談できるようにしてほしい

休日・夜間などでも
必要な時にすぐ相談できるようにしてほしい

住んでいるところの近くで相談できる場がほしい

相談員の資質向上を図ってほしい

個人情報の取り扱いに十分な配慮をしてほしい

電話やＦＡＸ、メールなどでの相談を
受け付けてほしい

施設入所者の相談にも対応できるよう、
訪問相談を実施してほしい

乳幼児期における相談体制を充実してほしい

その他

特にない

無回答

56.2 

29.6 

28.6 

21.8 

16.8 

15.8 

14.4 

3.8 

1.0 

0.8 

11.2 

4.0 

0％ 35％ 70％

54.2 

31.9 

19.3 

18.5 

14.7 

8.6 

7.2 

5.9 

4.3 

2.4 

13.9 

7.0 

0％ 35％ 70％

56.7 

31.8 

20.4 

13.9 

10.8 

12.0 

11.8 

3.0 

1.4 

1.0 

14.7 

4.5 

0％ 35％ 70％
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６．災害時のことについて  

【身体障害者手帳所持者：問 34、療育手帳所持者：問 33、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 34】 

あなたは、災害が発生した時に、１人で避難できますか。 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者は「１人で避難できる」、療育手帳所持

者は「避難できない」が最も多い。 

▸ 身体障害者手帳所持者で「１人で避難できる」、療育手帳所持者で「避難できない」がそれぞれ

半数を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「１人で避難できる」が 54.3％と最も多く、次いで「避難できない」が

30.1％、「わからない」が 14.2％となっています。 

療育手帳所持者は、「避難できない」が 55.2％と最も多く、次いで「１人で避難できる」が 25.5％、

「わからない」が 16.1％となっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「１人で避難できる」が 48.6％と最も多く、次いで「わからな

い」が 31.2％、「避難できない」が 19.2％となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

54.3 

25.5 

48.6 

30.1 

55.2 

19.2 

14.2 

16.1 

31.2 

1.4 

3.2 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１人で避難できる 避難できない

わからない 無回答
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 災害が発生した時に、１人で「避難できない」と回答した方のみ  

【 身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 ： 問 3 4－ １ 、 療 育 手 帳 所 持 者 ： 問 3 3－ １ 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 所 持 者 ： 問 3 4－ １ 】 

あなたが１人でいる時に災害が発生した場合、あなたのご近所に助けてくれる方は 

いますか。 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「いない」が最も多い。特に、精神障害者保健福祉手帳所持者で半数を

超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「いない」が 36.8％と最も多く、次いで「わからない」が 30.2％、  

「いる」が 26.7％となっています。 

療育手帳所持者は、「いない」が 37.9％と最も多く、次いで「わからない」が 34.0％、「いる」が

20.4％となっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「いない」が 53.1％と最も多く、次いで「わからない」が

26.0％、「いる」が 15.6％となっています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=288）

療育手帳所持者
（n=206）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n= 96）

26.7 

20.4 

15.6 

36.8 

37.9 

53.1 

30.2 

34.0 

26.0 

6.3 

7.8 

5.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる いない わからない 無回答 A
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 災害が発生した時に、１人で「避難できない」と回答した方のみ  

【 身 体 障 害 者 手 帳 所 持 者 ： 問 3 4－ ２ 、 療 育 手 帳 所 持 者 ： 問 3 3－ ２ 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 所 持 者 ： 問 3 4－ ２ 】 

あなたは、災害が発生した時のために、町会・自治会や民生委員・児童委員等の 

周囲の方に、あなたが要援護者であることを申し出ていますか。 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者は「申し出ている」、療育手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者は

「申し出ていない」が最も多い。 

▸ 身体障害者手帳所持者で「申し出ている」が約４割と多く、精神障害者保健福祉手帳所持者で

「申し出ていない」が７割近くと多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「はい（申し出ている）」が 41.0％と最も多く、次いで「いいえ（申し出

ていない）」が 40.3％、「わからない」が 15.6％となっています。 

療育手帳所持者は、「いいえ（申し出ていない）」が 48.1％と最も多く、次いで「はい（申し出てい

る）」が 33.5％、「わからない」が 13.6％となっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「いいえ（申し出ていない）」が 67.7％と最も多く、次いで 

「はい（申し出ている）」、「わからない」がそれぞれ 14.6％となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=288）

療育手帳所持者
（n=206）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n= 96）

41.0 

33.5 

14.6 

40.3 

48.1 

67.7 

15.6 

13.6 

14.6 

3.1 

4.9 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ わからない 無回答 A
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【身体障害者手帳所持者：問 35、療育手帳所持者：問 34、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 35】 

あなたは、災害が発生した時の避難場所を知っていますか。 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者は「知っている」、療育手帳所持者は

「知らない」が多い。 

▸ 身体障害者手帳所持者で「知っている」が７割を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「知っている」が 73.2％、「知らない」が 22.6％となっています。 

療育手帳所持者は、「知っている」が 44.8％、「知らない」が 49.1％となっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「知っている」が 53.6％、「知らない」が 40.2％となってい 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

73.2 

44.8 

53.6 

22.6 

49.1 

40.2 

4.2 

6.2 

6.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない 無回答 A
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【身体障害者手帳所持者：問 36、療育手帳所持者：問 35、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 36】 

あなたは、松本市が発行している防災マップを知っていますか。 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者は「知っていて、手元にある」、療育手帳所持者・精神障害者保健福祉手

帳所持者は「知らない」が最も多い。 

▸ 身体者手帳所持者で『知っている』が約８割と多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「知っていて、手元にある」が 49.5％と最も多く、次いで「知っている

が、手元にない」が 30.3％、「知らない」が 16.1％となっています。また、『知っている』（知っていて、

手元にある＋知っているが、手元にない）は 79.8％と、約８割になっています。 

療育手帳所持者は、「知らない」が 48.5％と最も多く、次いで「知っていて、手元にある」が

23.9％、「知っているが、手元にない」が 21.7％となっています。また、『知っている』は 45.6％と、 

４割を超えています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「知らない」が 33.2％と最も多く、次いで「知っているが、 

手元にない」が 33.0％、「知っていて、手元にある」が 28.0％となっています。また、『知っている』は

61.0％と、約６割になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

49.5 

23.9 

28.0 

30.3 

21.7 

33.0 

16.1 

48.5 

33.2 

4.1 

5.9 

5.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っていて、手元にある 知っているが、手元にない

知らない 無回答
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【身体障害者手帳所持者：問 37、療育手帳所持者：問 36、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 37】 

あなたは、災害が発生した時、どのようなことが不安ですか。（複数回答可能） 

 
※スペースの関係で上位 10項目をグラフにしています。全選択肢の集計結果は次のページの集計表をご確認ください。 

 
 

▸ いずれの手帳所持者も「避難所での生活」が最も多い。 

▸ 身体障害者手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者で「医薬品・補装具などの必要なもの

の入手」が３割を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「避難所での生活」が51.4％と最も多く、次いで「障がいのある方に配

慮した避難場所」が34.9％、「医薬品・補装具などの必要なものの入手」が 30.6％などとなっていま

す。 

療育手帳所持者は、「避難所での生活」が 52.8％と最も多く、次いで「障がいのある方に配慮した

避難場所」が 39.1％、「避難のための移動手段」が 29.2％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「避難所での生活」が 53.6％と最も多く、次いで「医薬品・ 

補装具などの必要なものの入手」が 34.6％、「障がいのある方に配慮した避難場所」が 34.4％など

となっています。 
 

 

 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n=500）

避難所での生活

障害のある方に配慮した避難場所

医薬品・補装具などの必要なものの入手

避難のための移動手段

障害のある方への情報伝達や救援

災害情報を伝える設備や連絡網

避難を介助してくれる方

市役所、医療機関と地域住民などの連携

災害発生時の情報習得や
周囲がそれに気付いてくれないこと

電話やＦＡＸなどの連絡手段の確保

53.6 

34.4 

34.6 

22.2 

23.2 

29.8 

13.6 

19.4 

16.0 

15.4 

0％ 30％ 60％

52.8 

39.1 

16.6 

29.2 

28.4 

18.0 

28.4 

12.6 

19.6 

8.3 

0％ 30％ 60％

51.4 

34.9 

30.6 

27.9 

22.5 

22.5 

18.0 

11.7 

10.5 

7.4 

0％ 30％ 60％
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調
査
数

避
難
所
で
の
生
活

障
害
の
あ
る
方
に
配
慮
し
た
避
難
場

所 医
薬
品
・
補
装
具
な
ど
の
必
要
な
も

の
の
入
手

避
難
の
た
め
の
移
動
手
段

障
害
の
あ
る
方
へ
の
情
報
伝
達
や
救

援 災
害
情
報
を
伝
え
る
設
備
や
連
絡
網

避
難
を
介
助
し
て
く
れ
る
方

市
役
所
、

医
療
機
関
と
地
域
住
民
な

ど
の
連
携

身体障害者手帳所持者 956 491 334 293 267 215 215 172 112
 100.0 51.4 34.9 30.6 27.9 22.5 22.5 18.0 11.7
療育手帳所持者 373 197 146 62 109 106 67 106 47
 100.0 52.8 39.1 16.6 29.2 28.4 18.0 28.4 12.6
精神障害者保健福祉手帳所持者 500 268 172 173 111 116 149 68 97
 100.0 53.6 34.4 34.6 22.2 23.2 29.8 13.6 19.4

災
害
発
生
時
の
情
報
習
得
や
周
囲
が

そ
れ
に
気
付
い
て
く
れ
な
い
こ
と

電
話
や
Ｆ
Ａ
Ｘ
な
ど
の
連
絡
手
段
の

確
保

人
工
透
析
や
在
宅
酸
素
な
ど
の
専
門

的
な
医
療

手
話
通
訳
や
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー

な
ど

の
派
遣

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

　
無
回
答

身体障害者手帳所持者 100 71 109 27 14 62 35 66

 10.5 7.4 11.4 2.8 1.5 6.5 3.7 6.9

療育手帳所持者 73 31 6 9 3 18 50 17

 19.6 8.3 1.6 2.4 0.8 4.8 13.4 4.6

精神障害者保健福祉手帳所持者 80 77 15 7 21 28 32 18

 16.0 15.4 3.0 1.4 4.2 5.6 6.4 3.6
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７．今後の取り組みについて  

【身体障害者手帳所持者：問 38、療育手帳所持者：問 37、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 38】 

あなたは、成年後見制度について知っていますか。 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者は「名前を聞いたことはあるが、内容

は知らない」、療育手帳所持者は「名前も内容も知らない」が最も多い。 

▸ 身体障害者手帳所持者で『名前を知っている』が７割近くと多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「名前を聞いたことはあるが、内容は知らない」が 34.4％と最も多く、

次いで「名前も内容も知っている」が 33.5％、「名前も内容も知らない」が 24.7％となっています。

また、『名前を知っている』（名前も内容も知っている＋名前を聞いたことはあるが、内容は知らない）

は 67.9％と、７割近くになっています。 

療育手帳所持者は、「名前も内容も知らない」が 52.0％と最も多く、次いで「名前を聞いたことは

あるが、内容は知らない」が 23.1％、「名前も内容も知っている」が 20.1％となっています。また、

『名前を知っている』は 43.2％と、４割を超えています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「名前を聞いたことはあるが、内容は知らない」が 37.8％と

最も多く、次いで「名前も内容も知らない」が 37.0％、「名前も内容も知っている」が 22.0％となっ

ています。また、『名前を知っている』は 59.8％と、約６割になっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

33.5 

20.1 

22.0 

34.4 

23.1 

37.8 

24.7 

52.0 

37.0 

7.4 

4.8 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

名前も内容も知っている

名前を聞いたことはあるが、内容は知らない

名前も内容も知らない

無回答
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 成年後見制度について「名前も内容も知っている」と回答した方のみ  

【身体障害者手帳所持者：問 38－１、療育手帳所持者：問 37－１、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 38－１】 

あなたは、成年後見制度を利用したいと思いますか。 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「今は必要ないが、将来必要なら利用したい」が最も多い。 

▸ 身体障害者手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者で「利用したいとは思わない」が３割

を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「今は必要ないが、将来必要なら利用したい」が 41.9％と最も多く、 

次いで「利用したいとは思わない」が 39.1％、「わからない」が 16.3％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「今は必要ないが、将来必要なら利用したい」が 48.0％と最も多く、次いで

「利用したいとは思わない」が 21.3％、「わからない」が 17.3％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「今は必要ないが、将来必要なら利用したい」が 40.0％と 

最も多く、次いで「利用したいとは思わない」が 31.8％、「わからない」が 22.7％などとなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=320）

療育手帳所持者
（n= 75）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=110）

2.2 

13.3 

5.5 

41.9 

48.0 

40.0 

39.1 

21.3 

31.8 

16.3 

17.3 

22.7 

0.6 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

すでに利用している

今は必要ないが、将来必要なら利用したい

利用したいとは思わない

わからない

無回答
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【身体障害者手帳所持者：問 39、療育手帳所持者：問 38、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 39】 

あなたは、障がいのある方への差別や偏見があると思いますか。 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「ある」が最も多い。特に、精神障害者保健福祉手帳所持者で半数を超

えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「ある」が 42.9％と最も多く、次いで「わからない」が 33.3％、「ない」

が 16.6％となっています。 

療育手帳所持者は、「ある」が 48.8％と最も多く、次いで「わからない」が 35.7％、「ない」が

11.3％となっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「ある」が 56.2％と最も多く、次いで「わからない」が

29.0％、「ない」が 9.8％となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳所持者
（n=956）

療育手帳所持者
（n=373）

精神障害者
保健福祉手帳所持者

（n=500）

42.9 

48.8 

56.2 

16.6 

11.3 

9.8 

33.3 

35.7 

29.0 

7.2 

4.3 

5.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない わからない 無回答 A
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 障がいのある方への差別や偏見が「ある」と回答した方のみ  

【身体障害者手帳所持者：問 39－１、療育手帳所持者：問 38－１、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 39－１】  

あなたは、どのような場面で差別や偏見を感じますか。（複数回答可能） 

 
 
 

▸ 身体障害者手帳所持者は「仕事・収入」、療育手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者は

「人間関係」が最も多い。 

▸ 精神障害者保健福祉手帳所持者で「人間関係」が７割を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「仕事・収入」が 47.1％と最も多く、次いで「人間関係」が 41.2％、 

「社会制度・慣習」、「建物・市街の構造」がそれぞれ 29.5％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「人間関係」が55.5％と最も多く、次いで「仕事・収入」が48.4％、「お店など

での対応」が 33.5％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「人間関係」が 75.8％と最も多く、次いで「仕事・収入」が

65.8％、「結婚・交際」が 32.0％などとなっています。 
 

 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=410） （n=182） （n=281）

人間関係

仕事・収入

社会制度・慣習

言葉遣い

お店などでの対応

結婚・交際

道路・交通機関

建物・市街の構造

地区の行事・集まり

教育・育児

地域交流

市役所・公共機関

趣味やスポーツの活動

イベントなど

その他

無回答

75.8 

65.8 

35.6 

30.2 

16.0 

32.0 

11.0 

5.7 

18.5 

18.5 

12.5 

16.7 

7.8 

6.8 

3.9 

0.0 

0％ 45％ 90％

55.5 

48.4 

28.6 

32.4 

33.5 

15.4 

12.6 

11.5 

22.0 

24.2 

15.4 

7.7 

13.2 

8.8 

3.3 

1.1 

0％ 45％ 90％

41.2 

47.1 

29.5 

15.1 

20.7 

17.8 

26.1 

29.5 

15.6 

10.7 

9.5 

8.8 

9.0 

6.6 

4.1 

1.7 

0％ 45％ 90％
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【身体障害者手帳所持者：問 40、療育手帳所持者：問 39、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 40】 

あなたは、障がいのある方とない方が互いに認めあって暮らすために、 

どのようなことが必要だと思いますか。（複数回答可能：３つまで） 

 
 
 

▸ いずれの手帳所持者も「障がいのある方の生活の実情をもっと知ってほしい」が最も多い。特

に、精神障害者保健福祉手帳所持者で約４割と多い。 

▸ 身体障害者手帳所持者で「行政による啓発活動や広報活動を強化してほしい」が２割を超えて

多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「障がいのある方の生活の実情をもっと知ってほしい」が 33.7％と 

最も多く、次いで「障がいのある方を特別な目で見ないでほしい」が 27.3％、「学校を通じてもっと

福祉・障がい・病気に関する教育をしてほしい」が 24.7％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「障がいのある方の生活の実情をもっと知ってほしい」が 37.8％と最も多く、

次いで「障がいのある方を特別な目で見ないでほしい」が 34.6％、「学校を通じてもっと福祉・障が

い・病気に関する教育をしてほしい」が 27.3％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「障がいのある方の生活の実情をもっと知ってほしい」が

40.6％と最も多く、次いで「障がいのある方を特別な目で見ないでほしい」が 33.4％、「学校を通じ

てもっと福祉・障がい・病気に関する教育をしてほしい」が 26.8％などとなっています。 
 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n=500）

障害のある方の生活の実情をもっと知ってほしい

障害のある方を特別な目で見ないでほしい

学校を通じて
もっと福祉・障害・病気に関する教育をしてほしい

行政による啓発活動や広報活動を強化してほしい

障害のある方とない方との交流ができる場がほしい

地域住民に福祉などについて学んでほしい

障害のある方がもっと積極的に外へ出た方が良い

ボランティアの積極的な支援がほしい

障害のある方同士がもっと協力しあった方が良い

その他

特にない

わからない

無回答

40.6 

33.4 

26.8 

18.6 

11.6 

12.4 

8.4 

8.2 

10.6 

1.4 

6.0 

16.2 

3.2 

0％ 25％ 50％

37.8 

34.6 

27.3 

11.8 

18.8 

10.7 

9.4 

9.7 

7.0 

0.8 

6.2 

17.7 

4.8 

0％ 25％ 50％

33.7 

27.3 

24.7 

23.1 

10.5 

12.4 

11.7 

6.3 

4.5 

1.5 

10.1 

12.4 

7.1 

0％ 25％ 50％



120 

 
【身体障害者手帳所持者：問 41、療育手帳所持者：問 40、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 41】 

あなたは、今後障害福祉サービスをより利用しやすくするために、 

どのようなことを希望しますか。（複数回答可能：３つまで） 

 
※スペースの関係で上位 10項目をグラフにしています。全選択肢の集計結果は次のページの集計表をご確認ください。 

 
 

▸ いずれの手帳所持者も「どんなサービスがあるのか、もっと情報がほしい」が最も多い。特

に、身体障害者手帳所持者で半数を超えて多い。 

▸ 療育手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳所持者で「自分にとって何が必要なサービスかを判

断するための手助けがほしい」が２割を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「どんなサービスがあるのか、もっと情報がほしい」が 52.5％と最も 

多く、次いで「利用についての申請や手続き方法をわかりやすくしてほしい」が34.1％、「費用負担を

軽くしてほしい」が 21.8％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「どんなサービスがあるのか、もっと情報がほしい」が 41.8％と最も多く、  

次いで「利用についての申請や手続き方法をわかりやすくしてほしい」が 30.8％、「自分にとって何

が必要なサービスかを判断するための手助けがほしい」が 29.8％などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「どんなサービスがあるのか、もっと情報がほしい」が

47.6％と最も多く、次いで「利用についての申請や手続き方法をわかりやすくしてほしい」が

34.8％、「費用負担を軽くしてほしい」が 30.2％などとなっています。 
 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n=500）

どんなサービスがあるのか、もっと情報がほしい

利用についての申請や手続き方法を
わかりやすくしてほしい

費用負担を軽くしてほしい

自分にとって何が必要なサービスかを
判断するための手助けがほしい

障害特性に応じた方法で情報を提供してほしい

手続きにかかる時間を短縮してほしい

利用の条件を緩やかにしてほしい

サービスは身近なところで
受けられるようにしてほしい

特にない

わからない

47.6 

34.8 

30.2 

25.8 

17.4 

18.0 

13.2 

10.8 

5.2 

7.8 

0％ 30％ 60％

41.8 

30.8 

18.8 

29.8 

18.5 

15.0 

10.2 

12.6 

6.7 

11.3 

0％ 30％ 60％

52.5 

34.1 

21.8 

17.1 

20.9 

13.2 

13.0 

10.1 

7.8 

6.2 

0％ 30％ 60％
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調
査
数

ど
ん
な
サ
ー

ビ
ス
が
あ
る
の
か
、

も
っ

と
情
報
が
ほ
し
い

利
用
に
つ
い
て
の
申
請
や
手
続
き
方

法
を
わ
か
り
や
す
く
し
て
ほ
し
い

費
用
負
担
を
軽
く
し
て
ほ
し
い

自
分
に
と
っ

て
何
が
必
要
な
サ
ー

ビ

ス
か
を
判
断
す
る
た
め
の
手
助
け
が

ほ
し
い

障
害
特
性
に
応
じ
た
方
法
で
情
報
を

提
供
し
て
ほ
し
い

手
続
き
に
か
か
る
時
間
を
短
縮
し
て

ほ
し
い

利
用
の
条
件
を
緩
や
か
に
し
て
ほ
し

い

身体障害者手帳所持者 956 502 326 208 163 200 126 124
 100.0 52.5 34.1 21.8 17.1 20.9 13.2 13.0
療育手帳所持者 373 156 115 70 111 69 56 38
 100.0 41.8 30.8 18.8 29.8 18.5 15.0 10.2
精神障害者保健福祉手帳所持者 500 238 174 151 129 87 90 66
 100.0 47.6 34.8 30.2 25.8 17.4 18.0 13.2

サ
ー

ビ
ス
は
身
近
な
と
こ
ろ
で
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い

支
援
者
の
資
質
向
上
を
図
っ

て
ほ
し

い サ
ー

ビ
ス
の
回
数
や
時
間
を
増
や
し

て
ほ
し
い

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

　
無
回
答

身体障害者手帳所持者 97 47 47 13 75 59 58

 10.1 4.9 4.9 1.4 7.8 6.2 6.1

療育手帳所持者 47 31 32 2 25 42 19

 12.6 8.3 8.6 0.5 6.7 11.3 5.1

精神障害者保健福祉手帳所持者 54 38 27 4 26 39 16

 10.8 7.6 5.4 0.8 5.2 7.8 3.2



122 

 
【身体障害者手帳所持者：問 42、療育手帳所持者：問 41、精神障害者保健福祉手帳所持者：問 42】 

あなたは、今後松本市に障がい福祉分野のどのようなことに力を入れてほしいと 

思いますか。（複数回答可能：５つまで） 

 
※スペースの関係で上位 10項目をグラフにしています。全選択肢の集計結果は次のページの集計表をご確認ください。 

 
 

▸ いずれの手帳所持者も「年金・手当などの所得保障の充実」が最も多い。特に、精神障害者保

健福祉手帳所持者で半数を超えて多い。 

▸ 身体障害者手帳所持者で「建物や交通機関、道路など、障がいのある方に配慮したまちづくり

の推進」が２割を超えて多い。 
 

身体障害者手帳所持者は、「年金・手当などの所得保障の充実」が 44.0％と最も多く、次いで 

「医療費負担の軽減」が 36.5％、「建物や交通機関、道路など、障がいのある方に配慮したまちづく

りの推進」が 25.2％などとなっています。 

療育手帳所持者は、「年金・手当などの所得保障の充実」が 37.0％と最も多く、次いで「障がいの

ある方の働く場の確保」が 35.7％、「障がいのある方に対する理解を深めるための啓発」が 28.4％

などとなっています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者は、「年金・手当などの所得保障の充実」が 52.2％と最も多く、

次いで「障がいのある方の働く場の確保」が 36.0％、「医療費負担の軽減」が 32.8％などとなって

います。 

 

身体障害者手帳
所持者

療育手帳
所持者

精神障害者
保健福祉手帳

所持者
（n=956） （n=373） （n=500）

年金・手当などの所得保障の充実

医療費負担の軽減

障害のある方の働く場の確保

気軽に相談できる窓口の充実

障害のある方に対する理解を深めるための啓発

障害に応じた多様な治療やリハビリの機会の充実

建物や交通機関、道路など、
障害のある方に配慮したまちづくりの推進

障害のある方への職業紹介の充実

障害のある方の住まいの確保

障害のある方の災害対策の充実

52.2 

32.8 

36.0 

32.2 

30.6 

14.4 

7.2 

24.2 

18.6 

6.8 

0％ 30％ 60％

37.0 

24.9 

35.7 

23.3 

28.4 

10.5 

9.9 

18.0 

16.4 

13.1 

0％ 30％ 60％

44.0 

36.5 

20.6 

24.3 

23.0 

23.6 

25.2 

12.3 

10.6 

16.1 

0％ 30％ 60％
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調
査
数

年
金
・
手
当
な
ど
の
所
得
保
障
の
充

実 医
療
費
負
担
の
軽
減

障
害
の
あ
る
方
の
働
く
場
の
確
保

気
軽
に
相
談
で
き
る
窓
口
の
充
実

障
害
の
あ
る
方
に
対
す
る
理
解
を
深

め
る
た
め
の
啓
発

障
害
に
応
じ
た
多
様
な
治
療
や
リ
ハ

ビ
リ
の
機
会
の
充
実

建
物
や
交
通
機
関
、

道
路
な
ど
、

障

害
の
あ
る
方
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く

り
の
推
進

障
害
の
あ
る
方
へ
の
職
業
紹
介
の
充

実 障
害
の
あ
る
方
の
住
ま
い
の
確
保

身体障害者手帳所持者 956 421 349 197 232 220 226 241 118 101
 100.0 44.0 36.5 20.6 24.3 23.0 23.6 25.2 12.3 10.6
療育手帳所持者 373 138 93 133 87 106 39 37 67 61
 100.0 37.0 24.9 35.7 23.3 28.4 10.5 9.9 18.0 16.4
精神障害者保健福祉手帳所持者 500 261 164 180 161 153 72 36 121 93
 100.0 52.2 32.8 36.0 32.2 30.6 14.4 7.2 24.2 18.6

障
害
の
あ
る
方
の
災
害
対
策
の
充
実

障
害
の
あ
る
方
の
権
利
や
財
産
を
守

る
こ
と
を
支
援
す
る
機
関
の
充
実

ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ
サ
ー

ビ
ス
、

シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
な
ど
の
在
宅
福
祉
サ
ー

ビ

ス
の
充
実

介
助
者
が
休
養
を
と
る
こ
と
が
で
き

る
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

公
共
交
通
機
関
の
運
賃
の
割
引

早
期
発
見
・
早
期
療
育
の
充
実

能
力
に
応
じ
た
職
業
訓
練
の
実
施

福
祉
に
関
す
る
お
知
ら
せ
を
は
じ

め
、

趣
味
・
娯
楽
な
ど
、

各
種
情
報

提
供
の
充
実

日
中
活
動
の
場
と
し
て
必
要
な
福
祉

施
設
の
整
備

身体障害者手帳所持者 154 79 110 111 109 81 47 96 48

 16.1 8.3 11.5 11.6 11.4 8.5 4.9 10.0 5.0

療育手帳所持者 49 52 55 37 32 51 60 34 54

 13.1 13.9 14.7 9.9 8.6 13.7 16.1 9.1 14.5

精神障害者保健福祉手帳所持者 34 73 34 50 55 53 72 46 38

 6.8 14.6 6.8 10.0 11.0 10.6 14.4 9.2 7.6

教
育
施
策
の
充
実

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
育
成

ス
ポ
ー

ツ
・
文
化
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ

ン
活
動
に
対
す
る
施
策
の
充
実

福
祉
機
器
の
開
発
、

普
及

放
課
後
や
土
曜
日
な
ど
に
お
け
る
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
充
実

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

　
無
回
答

身体障害者手帳所持者 52 51 36 71 19 16 43 31 26
 5.4 5.3 3.8 7.4 2.0 1.7 4.5 3.2 2.7
療育手帳所持者 37 34 29 10 40 5 13 28 11
 9.9 9.1 7.8 2.7 10.7 1.3 3.5 7.5 2.9
精神障害者保健福祉手帳所持者 28 22 24 7 3 12 15 23 8
 5.6 4.4 4.8 1.4 0.6 2.4 3.0 4.6 1.6



124 

 

２ 計画の検討経過  

令和３年度 

５月２５日 
松本市社会福祉審議会 

・第４次計画の策定について報告 

７月～８月 アンケート調査の実施 

９月～１０月 アンケート調査の分析 

１１月１１日 
第１回 松本市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会 

・第４次計画案について協議 

１１月～１月 第４次計画案の検討 

１月１３日 
市議会 厚生委員協議会 

・第４次計画策定時期について報告 

１月２５日 
第２回 松本市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会 

・第４次計画案について協議 

１月～３月 第４次計画案の検討 

３月３０日 
第３回 松本市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会 

・第４次計画案について協議 

令和４年度 

４月～５月 第４次計画案の検討 

５月９日 
松本市社会福祉審議会 

・第４次計画案について協議 

５月１２日 松本市社会福祉審議会から答申 

６月１６日 
市議会 厚生委員協議会 

・第４次障がい者計画（案）について協議 

６月２４日～７月２３日 パブリックコメント 

９月 1日 第１回 松本市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会 

・第４次障がい者計画について報告 

９月１６日 
市議会 厚生委員協議会 

・第４次障がい者計画の策定について報告 
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３ 松本市社会福祉審議会名簿  

氏   名 所      属 備 考 

渡 辺  聰 松本市社会福祉協議会会長 委 員 長 

丸山  順子 松本短期大学介護福祉学科教授 副委員長 

向 井  健 松本大学総合経営学部 観光ホスピタリティ学科専任講師  

草深  邦子 民生・児童委員協議会会長  

三村  仁志 県社会福祉士会（基本構想 2030委員）  

内山  博行 町会連合会会長  

廣 瀬  豊 松本大学松商短期大学部 経営情報学科准教授  

大下  京子 （一社）ぴあねっと理事 兼 ぴあねっと社会参画室室長  

北沢  和雄 松本地域難病患者家族友の会代表  

岩田 宜己子 かとうメンタルクリニック ソーシャルワーカー  

片桐  政勝 （福）アルプス福祉会理事  

尻無浜 博幸 松本大学総合経営学部 観光ホスピタリティ学科教授  

唐沢  保之 
松本市医師会老人保健担当理事 

長野県弁護士会松本在住会代表 
 

青 木  厚 松本市高齢者クラブ連合会会長  

平林  優子 信州大学医学部保健学科教授  

内藤 美智子 松本短期大学幼児保育学科教授  

海野  暁光 
私立保育園・認定こども園代表 

（松本市基本構想 2030市民会議委員） 
 

赤堀  順子 松本市私立幼稚園連盟代表  

久 保  愛 児童館長代表  
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４ 障害者福祉専門分科会名簿  

氏   名 所      属 備 考 

廣 瀬  豊 松本大学松商短期大学部 経営情報学科准教授 会 長 

大下  京子 （一社）ぴあねっと理事兼 ぴあねっと社会参画室室長 副会長 

北沢  和雄 松本地域難病患者家族友の会  

岩田 宜己子 かとうメンタルクリニック ソーシャルワーカー  

片桐  政勝 （福）アルプス福祉会理事  

杉 山  敦 松本市医師会  

絈野  美和 ちごちごの会  

宮内 かつら 松本養護学校教諭  

前野  弘美 松本視覚障害者福祉協会  

山﨑  井子 (特非)未来の風 療育センター らいふ  

林  律 子 （特非）こすもけあくらぶ 雲のポッケ  

臼井  尚子 （福）信濃友愛会理事  

紅林 奈美夫 松本圏域障がい者基幹相談支援センター  

西村  昭太 公募委員  
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５ 用語解説  

あ行 

ＩＣＴ 
Information and Communication Technology の略。情報・通信に

関する技術の総称 

Ｉｏｔ 

Internet of Things （モノのインターネット）の略。自動車、家

電、ロボット、施設などあらゆるモノがインターネットにつなが

り、情報のやり取りをすることで、モノのデータ化やそれに基づ

く自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出すというコンセプ

トを表した語 

医療的ケア児・者 

医学の進歩を背景として、ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き続

き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養など医

療的ケアが日常的に必要な障がい児・者 

ＳＮＳ 

Social Networking Service(ソーシャルネットワーキングサービ

ス）の略。登録された利用者同士が交流できるＷｅｂサイトの会

員制サービス。友人同士や、同じ趣味を持つ人同士が集まった

り、近隣地域の住民が集まったりと、ある程度閉ざされた世界に

することで、密接な利用者間のコミュニケーションを可能にして

いる。 

か行 

強度行動障がい 

自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につな

がる飛び出しなど、本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物

を壊す、大泣きが何時間も続くなど、周囲の人の暮らしに影響を

及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された

支援が必要になっている状態 

権利擁護 

高齢者や障がい者等の人権など様々な権利を保護すること。具体

的には、認知症や知的障がい、精神障がい等により、生活上の判

断が難しくなった場合に成年後見制度や福祉サービス利用援助事

業の活用により生活上の支援を行うことや、虐待や悪徳商法等の

権利侵害への対応の取組みなどが挙げられる。 

さ行 

災害時要援護者支援プラ

ン 

風水害や地震等の災害に備え、要援護者の避難支援を迅速かつ的

確に行うため、平常時から要援護者に関する情報の把握、防災情

報の伝達手段・伝達体制の整備及び避難誘導等の支援体制を確立

することを目的として策定された計画 

障害福祉サービス 

障がいのある方の支援などについて定めた法律である、「障害者総

合支援法」に基づいて提供されるサービス。 

主に、日常生活や社会生活を営むために必要な訓練などの支援を

提供する「訓練等給付」と、日常生活に必要な介護の支援を提供

する「介護給付」の２種類がある。 
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重層的支援体制整備事業 

地域共生社会の実現を目指すための体制整備事業として、「属性を

問わない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一

体的に実施する事業 

成年後見制度 
判断能力の不十分な成年者（認知症高齢者、知的障がいのある

人、精神障がいのある人等）の財産や権利を保護するための制度 

た行 

地域生活支援事業 

障がいのある方が、自立した日常生活または社会生活を営むこと

ができるよう、地域の特性や本人の状況に応じ、住民に最も身近

な市町村を中心として実施される事業 

地域包括ケアシステム 

団塊の世代が７５歳以上となる令和７（２０２５）年を目途に、

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を人生の最期まで続けることができるよう、住まい・医療・介

護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組み 

な行 

ノーマライゼーション 

障がいのある人を特別視するのではなく、障がいのある人もない

人も、誰もが個人としてその尊厳が重んぜられ、地域の中で同じ

ように生活を営める社会が通常（ノーマル）の社会であるとする

考え方 

は行 

バリアフリー 

障がいのある人が社会生活をしていく上で妨げとなる障壁（バリ

ア）となるものを除去（フリー）するという意味で、建物や道路

などの段差等生活環境上の物理的障壁の除去をいうことが多い

が、より広く社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的

なすべての障壁の除去という意味でも用いる。 

福祉ひろば 
市内３５地区に設置し、福祉活動等の事業を通じて、健康増進や

生きがいづくりなどに取り組む、松本市独自の地域福祉の拠点 

ヘルプマーク 

（ヘルプカード） 

義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、また

は妊娠初期の方など、外見からは分からなくても援助や配慮を必

要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知

らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が作成したマー

クで、平成２９年にはＪＩＳの案内用図記号に追加され、全国に

普及が進んでいる。 
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